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)

神

序

説

第
一
章
大
革
命
期
の
行
政
と
司
法
と
の
権
力
分
立
概
念
と
そ
の
法
制
佑

一

序

説

ご
大
革
命
当
時
に
お
け
る
権
力
分
立
概
念

ヲ
一
行
政
と
司
法
と
の
権
力
分
立
に
関
す
る
原
則
の
法
制
化

四
活
動
行
政
に
よ
る
行
政
訴
訟
事
件
の
審
理

五
行
政
裁
判
所
の
設
置

第
三
章
行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
限
分
配
の
修
正
と
第
一
次
権
限
裁
判
所
の
設
置
に
よ
る
判
例
の
統
一

一

序

説

ご
行
政
裁
判
所
制
度
の
歴
史
的
概
況

一
二
行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
限
分
配
に
関
す
る
判
例
の
対
立
と
そ
の
傾
向

四
第
一
次
権
限
裁
判
所
の
設
置
と
判
例
の
統
一
化
(
以
上
本
号
)

/A" 
f口ー

日Z
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説

第
三
一
章
行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
限
分
配
の
修
正
と
権
限
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
統
一

一
第
ご
帝
政
下
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
概
況

ご
第
三
共
和
制
下
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
整
備

一
二
第
一
一
帝
政
下
に
お
け
る
国
の
訴
訟
に
関
す
る
判
例
の
対
立
と
そ
の
傾
向

四
権
限
裁
判
所
の
設
置
に
伴
う
国
の
訴
訟
に
関
す
る
判
例
の
統
一
化

五
地
方
団
体
の
訴
訟
に
関
す
る
判
例
と
そ
の
進
化
お
よ
び
統
一

六
む
す
び
ー
そ
の
当
時
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
評
価

第
四
章
権
威
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
に
関
す
る
理
論
と
そ
の
意
義

一

序

説

ご
権
威
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
に
関
す
る
理
論
の
生
成

三
ラ
フ
ェ

y
エ
ー
ル
に
よ
る
こ
の
理
論
の
体
系
化

四
権
威
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
に
関
す
る
理
論
の
意
義
お
よ
び
効
果

論

[ま

カt

き

し

本
稿
は
、
筆
者
が
昭
和
三
十
三
年
に
東
京
大
学
に
新
制
博
士
論
文
と
し
て
提
出
し
た
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
基
礎
概
念
の
発
展
」
と
題
す
る
論
文

の
第
一
章
で
あ
る
。
筆
者
は
、
か
ね
て
よ
り
、
こ
の
論
文
に
加
筆
修
正
を
加
え
て
公
刊
を
志
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
病
を
え
て
、
約
一
年
間
療
養
生
活
を
送

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
脱
稿
後
に
出
版
さ
れ
た
文
献
も
少
く
な
く
、
本
稿
の
公
刊
に
当
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
綿
密
に

参
照
す
べ
き
点
も
少
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ま
だ
充
分
に
そ
の
期
も
熟
さ
な
い
ま
ま
に
、
加
筆
修
正
を
最
少
限
に
止
め
て
、
原
型
の
ま
ま
で
、
一
ま

ず
順
次
に
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
最
近
の
文
献
中
に
特
に
論
ず
べ
き
問
題
が
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
改
め
て
別
稿
で
取
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
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序

説

現
代
の
行
政
法
学
は
、
二
つ
の
主
要
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
第
一
は
、
行
政
法
に
固
有
な
権
力
的
な
行
政

行
為
の
領
域
に
お
け
る
諸
理
論
を
再
検
討
し
、
行
政
行
為
に
付
与
さ
れ
た
特
権
な
い
し
は
効
カ
に
つ
い
て
、

そ
の
正
当
性
を
吟
味
し
直
す

こ
と
で
あ
り
、

そ
の
第
二
は
、
行
政
法
に
特
有
な
基
礎
的
概
念
を
探
究
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
非
権
力
的
な
行
政
作
用
を
ど
こ
ま
で
取
り

入
れ
て
、
行
政
法
の
理
論
を
体
系
化
す
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
。

本
稿
は
、
主
と
し
て
、
こ
の
第
二
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
発
展
を
追
究
す
る
こ
と
を
そ
の
主
た
る
目
的
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
大
革
命
甥
の
フ
ラ
ン
ス
に
特
有
な
権
力
分
立
概
念
に
基
い
て
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
聞
の
裁
判

権
限
の
分
配
の
基
準
が
採
用
さ
れ
、

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
行
政
法
の
適
用
領
域
は
、

こ
の
基
準
に
よ
る
裁
判
管
轄
権
の
帰
属
の
問
題
の
解
決
に
つ
れ
て
、
実
体
的
な
行
政
法
理
論
が
形
成

こ
の
裁
判
権
限
の
分
配
に
関
す
る
原
則
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
解
釈
の

動
揺
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
広
く
認
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
狭
く
限
定
さ
れ
て
き
た
。

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
は

ζ

の
よ
w

つ
に
、

そ
の
時
期
に

uリ

よ
っ
て
、

主
体
説
的
、
利
益
説
的
、

な
い
し
は
権
力
説
的
な
概
念
の
い
ず
れ
か
に
重
点
を
お
い
て
構
築
さ
れ
、

そ
の
基
礎
的
概
念
は
、

フランス行政法成立史

そ
れ
に
基
く
行
政
法
そ
の
も
の
の
性
格
の
得
失
を
反

史
的
に
変
動
し
て
い
る
。

そ
し
て

乙
の
行
政
法
に
お
け
る
主
要
概
念
の
動
揺
は

映
さ
せ
、
そ
の
概
念
の
歴
史
的
な
考
察
は
、
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
の
探
究
、

な
ら
び
に
行
政
法
の
適
用
領
域
の
決
定
の
問
題
の
判
断
に
、

一
つ
の
よ
き
素
材
を
提
供
す
る
も
の
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

元
来

フ
ラ
ン
ス
は

一
般
に
、
行
政
法
の
母
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
は
、
大
革
命
期
の
特
殊
の
情
勢

か
ら
、

そ
の
行
政
法
は
、

こ
の
行
政
裁
判
制
度
を
通
じ
て
、
行
政
に
関
す
る
分

司
法
権
か
ら
全
く
分
離
し
た
行
政
裁
判
制
度
を
創
設
し
、

歴
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説

こ
の
点
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
国
庫
理
論
(
出
回
目

g
∞勾

r
g江
町
)
を
背
景
と
し
、
財

産
権
の
主
体
と
し
て
の
国
家
を
私
法
規
定
の
下
に
服
せ
し
め
て
き
た
ド
イ
ツ
行
政
法
と
、
そ
の
出
発
点
を
異
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
フ

野
に
お
け
る
行
政
の
自
律
の
原
則
を
も
っ
て
発
足
し
、

論

ラ
ン
ス
行
政
法
は
、

そ
の
行
政
裁
判
制
度
か
ら
、
行
政
裁
判
所
、
特
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
が
法
源
的
に
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
判
例

法
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
、
そ
の
第
一
の
特
色
と
す
る
。

協
力
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
は
、

そ
れ
に
学
説
が
相

そ
れ
で
は
、

こ
の
よ
う
に
、
判
例
を
中
心
と
し
、

一
般
的
に
言
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
は
、
「
行
政
の
持
つ
職
権
作
用
(
由
主

g円
円
。

B
2
)
の
特
権
と
訴
訟
の
結
合

(-55ロ
仏

c
g
E
S青
戸
三
の
理
念
」
、

す
な
わ
ち
、
行
政
に
対
す
る
特
権
の
授
与
と
そ
の
特
権
に
対
応
し
た
訴
訟
手
続
の
整
備
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、

と
一
般
に
説
か
れ

こ
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
特
権
の
付
与
は
、

し
て
、
攻
撃
さ
れ
た
点
で
も
あ
る
。
だ
が
、

か
つ
て
、

ダ
イ
シ
イ
に
よ
っ
て
、
法
の
支
配
に
反
す
る
も
の
と

て
い
る
。

そ
し
て

と
の
よ
う
な
特
権
を
行
政
に
容
認
す
る
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
は
、
他
方
、

な
り
整
備
さ
れ
た
行
政
救
済
制
度
を
有
し
て
お
り

か
な
り
早
く
か
ら
か

フ
ラ
ン
ス
流
の
市
民
的
自
由
主
義
の
影
響
の
下
に
お
か
れ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・

ま
た

デ
タ
の
判
例
に
よ
っ
て
、
私
人
の
権
利
の
保
護
に
努
め
ら
れ
て
き
た
事
実
も
、

こ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
に

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
は
、
今
日
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
学
者
か
ら
、

英
米
と
同
じ
よ
う
に
、

そ
の
制
度
は
、
ダ
イ
シ
イ
に
よ
っ
て
誤
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

法
の
支
配
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
先
述
し
た
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
の
探
究
を
通
し
て
、
行
政
法
の
適
用
領
域
の
決
定
と
そ
の
体
系
化
の
問
題
を
念
願
に
お
き

つ
つ
、
大
革
命
以
後
の
近
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
成
立
な
ら
び
に
発
展
を
、

主
と
し
て
、
公
、
法
と
私
法
と
の
医
別
に
関
す
る
判
例
法
的
な

展
開
を
中
心
と
し
て
、
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
も
、
そ
の
発
展
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、

い
ま
だ
充
分
に
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
に
よ
る
市
民
の
救
済
手
続
も
、

ま
た
不
備
た
る
を
免
れ
な
い
。
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乙
の

そ

し



て

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
の
歴
史
的
な
探
究
を
、

そ
の
行
政
裁
判
所
の
判
例
を
通
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
行

政
裁
判
所
そ
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
か
れ
て
き
た
環
境
な
ら
び
に
そ
の
発
展
段
階
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
大
革
命
期
以
後
、
行
政
裁
判
所
制
度
が
機
能
的
に
も
手
続
的
に
も
一
応
整
備
さ
れ
、
ま
た
権

威
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
の
理
論
を
中
心
と
し
て
、
行
政
法
が
理
論
的
に
も
一
応
の
体
系
的
な
発
展
を
完
成
し
た
時
期
に
至
る
ま
で
の

行
政
裁
判
所
の
判
例
な
ら
び
に
学
説
に
よ
る
公
法
と
私
法
の
区
別
を
中
心
と
す
る
理
論
的
な
問
題
と
併
行
し
て
、
行
政
裁
判
所
自
体
の
制

度
お
よ
び
手
続
に
関
す
る
発
展
に
つ
い
て
も
、
合
わ
せ
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
乙
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
探
究
の
態
度
は
、
あ
る
い
は

行
政
に
関
す
る
組
織
と
法
の
基
礎
理
論
と
の
混
合
を
招
来
す
る
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
生
ず
る
恐
れ
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

だ
が
、
法

理
論
は
、

そ
の
組
織
、
制
度
が
整
備
さ
れ
て
こ
そ
、

フ
一
フ
ン

そ
の
上
に
完
全
な
存
在
意
義
を
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
ζ

と
は

ス
の
よ
う
に
、
そ
の
行
政
法
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
法
と
し
て
生
成
し
発
展
し
て
き
た
国
に
つ
い
て
は
、
特
に
強
調
さ
れ
て
し
か
る

ベ
き
点
で
も
あ
ろ
う
。

(1) 

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

O
H
5
7向
白
百
円

wH，
Z
cユ
白
内
】
町
田
同
門
戸
口

N
O
ω
U
n
r
g
〈

R
者
由
一
昨
ロ
ロ
何
回

Hmnzwω
・ωι
印

R
・

ロ
ロ
円
口
同

bHO
仏
ロ
仏
円

CH門
主

B
5
2
H
H白
色
町

wM山
2

5
仏
門
知
仏
門
D
R
宮
H
E
F
呂
田
w
同
Y
N
∞C
N白・

山
内
一
夫
「
国
庫
論
の
歴
史
的
発
展
」
国
家
学
会
雑
誌
五
五
巻
四
・
五
号
、
五
六
巻
五
号
、
林
田
和
博
「
国
庫
論
」
法
政
研
究
九
巻
一
号
、
参
照
。

乙
の
点
を
強
調
す
る
見
解
と
し
て
、
』
bNP〔
U
D
-
-
与
2
2
5ロ
仏
ロ
わ

0
5
2
Z・H
W
S
Z同
ふ
己
同
門
同

c
n
g
s
Eロ∞

-ubgσCH白
C
C口
ιロ
与

E
F
H
E仏
B
5
5可
伊
丹
広

『
門

mwロ
自
己

y
F
m
w
h
cロ
切
巳

-LU
開
仲
間

F
H
L
r町
内
」
〈
『
己
白
百

mw
同》・

ω九
日
、
吋
⑦
仲
田
・

林
田
和
博
「
行
政
法
の
類
型
」
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
十
周
年
紀
念
論
文
集
、
四
七
八
頁
o

u
r
a
w
F
m君
。
同
任
問
わ

0
5
2
5
5
P
P
Y
E
-
Z印
NWHV・
8
∞
・
な
お
、
鵜
飼
信
成
・
行
政
法
の
歴
史
的
展
開
、
一

O
O
頁
以
下
、
参
照
。

ヨ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
的
傾
向
を
強
調
す
る
論
と
し
て
、

z
u
r
p
U
E
E
ω
]自
己
一
段

nr。
〈

OH司
己
主
口
町
2
2
Z
仏

m
H
C
m
m
g
H宅
問
円
相

ω・
H
a
R
・

な
お
、
見
守
ぬ
史
)wH山
何
回
虫
門
中
古
-

(寸フランス行政法成立史

(3) (2) (6) (5) (4) 

北法 12(2・101)229 



説

(8) (7) 

∞
円
}
戸
耳
目

H
R
W
司
Hm
ロ
ロ
「
〉
L
E
E
-
m
R
O
H
F
4〈
巾
戸
田
君
白
ロ
L
任。

h
c
日
目
。
ロ
・
円
日
司
君
O
H
E
・同】・
ω
H
O
l
ω

戸叶・

そ
の
他
に
、
た
と
え
ば
、
己

r-2HNO〈
芯
唱
え
包

B
E
E
2
2
0
R
Z
-
H
E
N
-
-
巧
・
。
向
ロ

R
C
S
R
4
5ロ
gm-0・ω
B
E
E
F
E
E
仏門主

主
B
5
2片岡田丘町
w
E色
白
ロ
問
。
同
E
Z
C
F
H
}
・

8吋
2
∞
-
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
が
、
今
日
、
乙
の
国
の
比
較
法
学
の
発
達
に
伴
い
、
英
米

行
政
法
と
大
陸
行
政
法
と
の
媒
介
的
危
役
割
を
果
し
て
い
る
事
実
は
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q

そ
の
歴
史
的
な
固
有
性
を
充
分

に
理
解
し
た
上
で
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
理
論
の
探
究
は
、
行
政
法
の
比
較
法
学
的
注
研
究
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
言
う
ζ

と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

論

第
一
章

大
革
命
期
の
行
政
と
司
法
と
の
権
力
分
立
概
念

と
そ
の
法
制
化

序

説

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
の
諸
制
度
、

な
か
ん
ず
く
行
政
裁
判
所
制
度
は
、
大
革
命
後
に
そ
の
端
を
発
す
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
ア
ン
シ

ヤ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
時
代
に
.
強
固
な
制
度
と
し
て
先
存
し
て
い
た
。
大
革
命
後
に
フ
ラ
ン
ス
で
採
用
さ
れ
た
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
を

審
理
す
る
行
政
裁
判
所
制
度
は
、
そ
の
構
造
か
ら
言
っ
て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
時
代
の
行
政
裁
判
制
度
の
再
現
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
革
命
後
の
行
政
の
諸
制
度
と
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
グ

1
ム
の
時
代
の
制
度
と
の
聞
に
は
、
形
式
上
の
類
似
性
が
観
取

さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
二
つ
の
法
制
度
の
聞
に
は
、
重
要
な
実
質
上
の
差
異
が
存
す
る
ζ

と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
差
異
は

主
権
(
由
。

5
一白
E
E
2
ι
)
の
所
在
に
つ
い
て
生
ず
る
。

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
に
お
い
て
は
、
主
権
は
神
権
的
な
王
の
手
に
存
在
し
、

行
政
は
、
主
権
者
た
る
王
が
そ
の
良
心
に
従
っ
て
設
け
る
限
界
以
外
に
、

そ
の
権
威
お
よ
び
機
能
に
限
界
が
存
し
な
い
。
そ
こ
で
は
、
王

を
代
表
す
る
行
政
の
職
員
は
、
市
民
に
対
し
て
直
接
の
責
任
を
負
う
乙
と
が
な
く
、
市
民
は
、
請
願
権
(
{
巾
門
町
♀
ご
駄
目
】
F
n
m門
)
に
よ
っ
て
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の
み
、
王
に
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
大
革
命
後
に
お
い
て
は
、
少
く
と
も
観
念
上
で
は
、

主
権
は
も
は
や

エ
の
個
人
的
な
権
利
で
は
あ
り
え
ず
、

そ
れ
は
民
衆
の
代
表
者
と
し
て
の
政
府
に
お
か
れ
、
行
政
権
は
民
衆
の
意
思
の
表
現
と
し
て
の
法

そ
乙
で
は
、
行
政
官
吏
は
、
法
律
の
範
囲
内
で
、

た
範
囲
内
で
の
み
、
法
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

律
に
由
来
す
る
。

す
な
わ
ち
、
頭
家
の
代
表
者
が
国
家
の
利
益
に
お
い
て
彼
等
に
委
ね

こ
の
よ
う
に
、
制
度
的
な
類
似
性
の
存
在
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
に
お
け
る
行
政
と
大
革
命
後
の
行
政
と
の
間

f
」
斗
」
阜
、

そ
の
法
制
度
に
本
質
的
な
差
異
の
存
す
る
こ
と
に
、
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乙
の
意
味
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
制
度
は
、

、.、.、.、.

そ
れ
ゆ
え
に
、
近
代
的
な
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
は
、

大
革
命
後
に
始
め
て
法
的
制
度
と
し
て
出
現
を
み
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
、

ア
ン
シ

ヤ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
伝
統
に
も
拘
ら
ず
、
大
革
命
時
代
か
ら
そ
の
進
行
を
開
始
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
近
代
的
な
フ
ラ
ン
ス
行
政
法

の
出
発
点
と
し
て
の
役
割
を
果
し
、
行
政
と
司
法
と
の
分
化
を
惹
起
し
、
司
法
裁
判
所
と
別
個
の
機
関
と
し
て
の
行
政
裁
判
所
を
設
置
し
、

そ
の
判
例
を
通
じ
て
一
般
私
法
の
原
理
と
異
る
原
理
の
適
用
さ
れ
る
行
政
法
を
出
現
さ
せ
る
源
と
な
っ
た
の
が
、
大
革
命
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
に
特
有
な
行
政
権
と
司
法
権
と
の
聞
の
権
力
分
立
理
論
で
あ
っ
た
。
実
に
権
力
分
立
こ
そ
は
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
母
た
る
理
論
で
あ

い)

っ
て
、

そ
の
真
の
原
始
的
な
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
権
力
分
立
理
論
の

そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
も
、

フランス行政法成立史

一
つ
の
演
鐸
的
な
帰
結
に
よ
る
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
大
革
命
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
権
力
分
立
理
論

は
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
理
論
の
進
展
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、

乙
の
権
力
分
立
理
論
が
ど
の

よ
う
な
理
論
で
あ
り
、

そ
れ
が
い
か
に
法
制
化
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(1) 

ア
ン
シ
十
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
宗
太
郎
「
仏
蘭
西
に
於
げ
る
行
政
裁
判
法
の
沿
革
」
行
政
法
に
於
げ
る
全

体
と
個
人
、
コ
九
九
頁
以
下
、
参
照
。
な
お
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
の
法
制
度
全
般
に
つ
い
て
は
、
凶
d
o
s
s
i
z
p
円

E
2
2
円
品
開
戸

B
O
E
E
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説

河内

y
s
z
t
c
p
H
U印
凶
・
に
く
わ
し
い
。

誇
願
権
と
は
、
人
民
が
王
に
対
し
て
恩
恵
ま
た
は
裁
判
を
請
願
す
る
た
め
に
、
書
面
を
提
出
す
る
権
利
を
い
う
。

ζ

の

1
R
2
に
つ
い
て
は
、
野
田
良

之
・
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
、
上
巻
四
O
ご
頁
、
参
照
。

。・

F
問問

vczsw
国

5
8日
同
町
応
何
回
目
ロ
丘
町
巳
氏
。
ロ
印

P
H
L
E
X
匂

HHE-np白
ロ
m
包
国
間
口

M
内
円
以
由
形
ロ
-
P
H
Y
N
O
∞
N
O
坦・

(2) 

論

(3) 

大
革
命
当
時
に
お
け
る
権
力
分
立
概
念

大
革
命
直
後
の
所
産
で
あ
る
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
が
、

そ
の
第
一
六
条
に
お
い
て
、
「
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、

権
力
分
立
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
社
会
は
、
憲
法
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」
と
宣
言
し
、
権
力
分
立
の
制
度
を
採
用
し
た
の
は
、
有
名
な

事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
宣
言
さ
れ
た
権
力
分
立
理
論
は
、
実
定
の
法
制
度
、
特
に
行
政
権
と
司
法
権
と
の
分
立
に
関
す
る
法
制
度

の
採
用
に
当
っ
て

そ
の
理
由
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
的
な
政

極
め
て
特
殊
な
フ
ラ
ン
ス
型
の
権
力
分
立
制
度
を
出
現
さ
せ
た
。

治
上
の
事
由
に
基
く
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
の
諸
制
度
を
充
分
に
理
解
し
て
ゆ
く

そ
の
事
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、

た
め
に

こ
の
よ
う
な
特
有
な
制
度
の
出
現
を
許
し
た
当
時
の
権
力
分
立
思
想
に
つ
い
て
、
簡
単
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

ャつ。
大
革
命
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
所
説
と
し
て
、

二
つ
の
相
対
立
す
る
考
え
方
が

存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
民
約
論
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
ル
ソ

1
の
国
家
主
権
論
の
考
え
方
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る
権
力
分
立
論
で
あ
る
。
権
力
分
立
の
理
論
は
、
通
常
、
国
家
の
活
動
中
に
は
別
個
の
法
的
機
能
が
存
在
し
、

れ
ら
の
機
能
の
行
伎
を
、
政
治
的
な
権
力
の
均
衡
と
自
由
の
保
護
の
た
め
に
別
個
の
機
関
に
置
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

一
七
八
九
年
の
立
憲
議
会
(
て
〉
回
田
町
B
E
宮。。
E
E
E
E
m
)
に
と
っ
て
は
、
権
力
分
立
は
、

と
こ
ろ
で

主
権
の
一
般
理
論
に
結
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び
つ
け
ら
れ
、

よ
り
複
雑
な
、
極
め
て
異
っ
た
も
の
と
し
て
、
観
念
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
憲
法
制
定
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
異
っ
た
法

的
機
能
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
、

そ
の
行
使
を
別
個
の
機
関
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ζ

と
を
決
定
す
る
だ
け
で
は
、
充

分
で
は
な
か
っ
た
。
憲
法
判
定
者
た
ち
は

こ
れ
ら
の
機
関
の
各
々
が
、

そ
の
機
闘
に
委
ね
ら
れ
た
機
能
を
行
使
す
る
法
律

乙
の
他
に
、

的
な
名
義
主
片
岡
目
吉
弘
仏
5
5
)
を
探
究
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
が
権
力
の
配
分
を
規
制
す
る
権
限
の
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
、
憲
法
制
定
者
た
ち
は

乙
の
正
常
な
名
義
を
主
権
の
委
任
中
に
見
出
し
た
。
自
己
に
委
ね
ら
れ
た
機
能
を
行
使
し
て
、
憲
法
制
定
者

た
ち
が
そ
れ
に
権
力
の
資
格
を
認
め
た
各
機
関
は
、
委
任
に
よ
っ
て
委
ね
ら
れ
た
主
権
の
一
部
門
を
行
使
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、

そ
と
で

は
、
権
力
は
、
機
能
と
機
関
と
の
二
つ
の
概
念
を
重
ね
あ
わ
せ
た
一
つ
の
概
念
で
あ
っ
て
、

一
七
九
一
年
の
憲
法
の
第
三
篇
第
二
条
が
、

「
す
べ
て
の
権
力
は
た
だ
国
民
の
み
か
ら
発
す
る
が
、
国
民
は
こ
れ
ら
の
権
力
を
委
任
に
よ
っ
て
の
み
行
使
し
う
る
」
と
規
定
し
た
よ
う

に
、
各
権
力
は
、
主
権
の
基
本
的
な
、

主
権
を
構
成
す
る
種
々
の
部
円
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
定
の
機
能
を
行
使
す
る

し
た
が
っ
て
、

し、 7こ
うめ
乙の
と主
に権
なの
るす委.
0ニイ壬
し lと
かよ
もつ
て

そ
の各
権権
力力
はは

そ
の
領
域
に
お
い
て
は
最
高
で
あ
る
が
、

そ
の
領
域
を
乙
え
て
は
、
何
物
で
も
な
い
、

国
民
、
す
な
わ
ち
国
民
を
代
表
す
忍
議
会
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会

は
け

が
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て

一
つ
の
権
力
が
形
成
さ
れ
、
分
立
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
議
会
の
定
め
以
前
の
先
天
的
な
権
力
分
立
の
制
度

フランス行政法成立史

一
七
八
九
年
当
時
の
立
憲
議
会
の
大
多
数
の
意
見
は
、
権
力
の
分
立
を
唱
え
な
が
ら
も
、

そ
の
内
容
を

は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に

む
し
ろ
国
民
主
権
.
議
会
優
位
の
思
想
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

一
七
八
九
年
の
議
会
は
、
主
権
お
よ
び
乙

貫
い
て
い
る
強
い
考
え
方
は
、

の
主
権
の
分
割
さ
れ
た
代
表
の
理
論
を
作
り
出
そ
う
と
欲
し
て
、

そ
の
公
式
を
借
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

κそ
の
一
般
的
な
公
式

2
2
四
日
自
己

g
な
忠
E-2)

を
見
出
し
、

こ
の
そ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
は
、

内
容
的
に
、
当
時
の
思
想
家
に
よ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
な
方
法
お
よ
び
そ
の
事
実
に
基
く
知
識
色
目 と
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説

凹門戸
g
n
m
)
に
関
し
て
、
活
滋
に
批
判
さ
れ
た
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

の
当
時
の
支
配
的
な
思
想
と
衝
突
し
、

ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
J

ア
イ
ス
ト

(
]
2
巾
ロ
ロ
ヨ
-o同
u
b
L
5
2
)
を
疎
ん
じ
、
そ

そ
の
理
論
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
排
斥
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
一
七
八
九
年

論

lと
は

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
殆
ど
い
か
な
る
影
響
を
も
有
し
な
か
っ
た
。
立
憲
議
会
に
お
い
て
、
議
院
制
の
原
理

(]2
号
2
H
E
g
宮
ユ
巾
』

ム
1
ニ
エ
(
呈
。
ロ
口
町
内
吋
)
、
マ
ル

1
(冨
曲
目
。
己
主
お
よ
び
彼
等
の
友
人
た
ち
は
、
ま
さ
し
く
『
法
の

精
神
」
の
学
説
に
忠
実
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
無
力
で
あ
っ
た
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
大
革
命
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
権

B
E
E
B印
)
を
代
表
し
た
小
グ
ル
ー
プ

力
分
立
理
論
は

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
、
権
力
分
立
の
オ
プ
ラ
ー
ド
に
包
ま
れ
た
国
民
主
権
の
理
論
、

主
権
の

委
任
の
理
論
で
あ
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(2) (1) 

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
お
け
る
権
力
分
立
制
度
に
つ
い
て
は
、
清
宮
四
郎
「
権
力
分
立
制
の
研
究
」
ご
一
一
七
頁
以
下
、
参
照
。

』

-
F
白円。『江町
m
u
F
2
5
2
0
ロ印

L
O
F
U
H
D
n
F自
己
宮
口

L
O
F
E四
一
町
内
】

m
z
m
b
E『
注
目
。
ロ
仏
2

2

Z
ロ芯∞

ω
L
5
5
5可
え
守
m
a
y
L
K
U
F
H
O
匂

R

T

〉
ω
2
5
z
b
o
(
U
C
ロ凹
C
Z
E
F
宮
b
F口問。

z
o間口
-
g
n
9
5
8・同》・

ι
ω
N
E
ω
・

円
・
ロ
ロ
m
E
F
、H，g
E
m
L
O
L
E
I
n
-
E
t
z
z
c
ロロ巳
w
ω
b
L
・
5
N∞
u
同-ロ・℃
-
E
∞・

ω
・
。
目
。
ロ
♂
開
出
回
mF
回
口
同
芯

ωbH》
m
g
t
c
ロ
仏
2
匂

OEJ〈
D-
『♂

H∞∞
Hu-u
・
H
C
U
2
ω
・

ω
の
FHD
ロ
ω
u
q
℃・

2
H
・℃
-
H
C印・

(5) (4) (3) 

行
政
と
司
法
と
の
権
力
分
立
に
関
す
る
原
則
の
法
制
化

こ
の
よ
う
な
権
力
分
立
の
理
論
的
背
景
の
下
に
、
大
革
命
後
の
立
憲
議
会
の
代
表
者
た
ち
は
、
行
政
の
諸
制
度
、

な
か
ん
ず
く
行
政
権

と
司
法
権
と
の
分
立
に
関
す
る
諸
制
度
を
、
ど
の
よ
う
に
法
制
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
立
憲
議
会
は
、
ま
ず
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
グ

1
ム
の
下

で
活
動
し
た
す
べ
て
の
法
廷
、
お
よ
び
行
政
裁
判
機
関
の
存
続
を
禁
止
し
た
。
そ
し
て
、
廃
止
さ
れ
た
裁
判
機
関
に
代
っ
て
、

ア
ン
シ
ヤ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
で
司
法
裁
判
所
と
別
個
の
機
関
の
手
で
処
理
さ
れ
て
き
た
行
政
、
財
政
お
よ
び
公
会
計
の
訴
訟
事
件
の
審
理
を
、
ど
の
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よ
う
な
機
聞
に
委
ね
る
べ
き
か
を
評
議
し
た
。

乙
の
点
に
関
す
る
立
憲
議
会
の
討
議
に
お
い
て
、
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
事
実
上
の
理
由
が
存
在
し
た
。

そ
の
第
一
の
理
由
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
グ

1
ム
か
ら
伝
え
ら
れ
た
行
政
裁
判
所
制
度
の
伝
統
で
あ
り
、

す
で
に
ず
っ
と
以
前
か
ら
、

は
、
自
己
に
直
接
利
害
の
あ
る
事
件
、

公
産
お
よ
び
財
政
に
関
す
る
事
件
(
]
巾
田
由
民
同
日
岡
町
田
号
自
由
巳
と
2
2
r
g
F凹
)
の
審
理
を
、
あ
る
い

は
そ
の
審
理
の
た
め
に
特
別
に
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
に
、
あ
る
い
は
国
王
自
身
に
、
そ
の
直
接
の
代
表
者
お
よ
び
地
方
総
監
(
円
三

g
門回目互

に
留
保
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
立
憲
議
会
に
お
け
る
立
法
者
た
ち
は
、
司
法
裁
判
所
は
王
の
職
員
(
]
巾
目
白
m
g
g
骨

F

gu刊恒三
b
)

に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
判
断
す
る
乙
と
を
禁
止
さ
れ
て
き
た
の
を
、

確
認
す
る
ζ

と
が
で
き
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
第
二
の
理
由
は
、
王
権
と
法
院

G
E巾
B
g
g
)
と
の
対
立
よ
り
生
じ
た
政
治
的
な
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
不
信
の
念
の
存
在
で
あ

る
。
王
権
と
司
法
機
関
で
あ
る
パ
ル
ル
マ
ン
と
の
政
治
的
抗
争
は
、
そ
の
権
限
の
奪
い
合
い
を
め
ぐ
っ
て
、
古
く
リ
シ
ュ
リ
ュ

I
(自
己

EF2)

の
時
代
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
立
憲
議
会
は
、
王
権
と
パ
ル
ル
マ
ン
と
の
聞
に
生
じ
た
抗
争
に
お
い
て
、
不
正
は
通
常
王
権

の
側
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
お
こ
し
た
。

と
の
乙
と
は
、

た
と
え
ば

チ
ユ
ル
ゴ
(
吋
己
認
。
円
)
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
王
令

け

(-gEHZ)
の
よ
う
な
最
も
賢
明
な
改
草
が
、
特
権
階
級
の
構
成
員
が
そ
の
地
位
を
占
め
て
い
る
司
法
団
体
に
よ
っ
て
、
遅
延
さ
れ
、
妨
害

さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
立
憲
議
会
の
一
定
し
た
先
入
意
見
は
、
こ
れ
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
司
法
組
織
の
中
に
、

フランス行政法成立史

古
い
パ
ル
ル
マ
ン
の
政
治
権
力
を
何
ら
残
存
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
立
憲
議
会
の
側
に
と
っ
て
、
新
し
い

そ
の
大
部
分
が
、
古
い
司
法
団
体
の
人
々
で
構
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見
さ
れ
た
。

裁
判
所
は
、

そ
し
て
、
彼
ら
の
社
会
的
地
位

(
-
2
2
5旦
。
ロ
由
。
ロ
E
r
)、
精
神
形
成
辛
口
二

2
5
E
Oロ
円
円
自
由
官
三
、
伝
統
お
よ
び
利
益
か
冒
り
し
て
、
こ
れ
ら
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

の
法
官
た
ち
は
、
革
命
の
産
物
に
敵
意
を
表
し
て
お
り
、
乙
れ
ら
の
法
官
た
ち
は
、
立
憲
議
会
に
よ
っ
て
、
「
改
革
の
敵
」

(
L
g
S
E
E
-∞

国
王
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説

r
z
g
mホ
ロ
今
回
位
。
ロ
)
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ζ

の
よ
う
な
司
法
機
関
に
対
す
る
不
信
の
念
の
存
在
は
、

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
伝
統
と
結
び
つ
い
て
、

論

行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
審
理
機
関
の
決
定
に
大
き
く
作
用
し
た
。
ま
た
、
先
述
し
た
大
革
命
当
時
の
権
力
分
立
の
理
論
も
、
議
会

に
よ
っ
て
主
権
を
委
任
さ
れ
た
権
力
の
分
立
を
意
味
す
る
の
で
、
ζ

れ
ら
の
訴
訟
事
件
の
審
理
機
関
の
決
定
に
何
ら
の
障
害
に
も
な
ら
ず
、

立
憲
議
会
に
有
利
な
決
定
権
を
与
え
た
。
実
際
、
乙
の
司
法
権
に
対
す
る
不
信
の
念
に
基
い
て
、
デ
ユ
ポ
ー
ル
(
ロ
ロ

3HC
は
、
「
裁
判
所

に
す
べ
て
の
政
治
的
機
能
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
単
に
市
民
聞
に
生
ず
る
紛
争
を
決
定
す
る
こ
と
だ
け
を
そ
の
任

務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
じ
ど
述
べ
、
ま
た
ツ
1
レ
(
叶

Z
5
2
)
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
司
法
権
を
変
質
さ
せ
た
濫
用
は
、

権
以
外
の
公
権
力
に
属
す
る
両
立
し
え
ず
奪
い
え
な
い
機
能
と
、

司
法
権
K
固
有
な
機
能
と
を
混
同
し
た
こ
と
で
あ
る
。
行
政
権
の
敵
と

し
て
、

そ
の
作
業
を
停
止
し
、
職
員
を
苦
し
め
て

C
Z
C
5
2
)
き
た
。
配
分
的
正
義
の
担
当

司
法
権
は
、
行
政
権
の
活
動
を
混
乱
さ
せ
、

者
た
ち
は
、

そ
の
審
理
が
彼
ら
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
行
政
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
。
委
員
会
は
、

そ
の
案
の
第
一
編

と
の
原
理
を
、

の
諸
条
文
中
に
記
入
し
た
。
そ
れ
ら
の
条
文
は
、
法
廷
の
立
法
権
へ
の
全
く
の
服
従
を
樹
立
し
、
極
め
て
明
白
に
司
法
権
を
行
政
権
か
ら

分
離
す
る
、
J

」
と
力
説
し
て
、
歴
史
的
な
事
実
に
基
き
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
を
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
乙
の

明
白
に
行
政
官
と
裁
判
官
の
機
能
を
区
別
し
た
後
で
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
審
理
を
司
法
裁
判
所
の
権

限
と
す
る
こ
と
に
賛
成
し
た
シ
ャ
プ
ル
ウ

(nEFOE-)
の
論
説
に
も
拘
ら
ず
、
議
会
の
討
論
を
検
討
す
る
と
き
、
行
政
の
行
為
(
国
三
四
円

よ
う
に
、
立
憲
議
会
は
、

包
包
宮
町
片
岡
田
巴
O
ロ
)
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
請
求
に
つ
い
て
判
決
す
る
こ
と
を
通
常
裁
判
官
に
対
し
て
禁
止
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
活
滋
な

立
憲
議
会
で
殆
ど
一
致
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

討
議
が
さ
れ
た
事
実
を
見
る
ζ

と
が
で
き
ず
、

こ
の
禁
止
は
、

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
立
憲
議
会
は
、
行
政

κ関
す
る
訴
訟
事
件
を
司
法
機
関
で
あ
る
通
常
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
お
く
な
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ら
ば
、

司
法
団
体
に
よ
る
専
制
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
が
あ
り
、
行
政
機
関
の
作
用
を
混
乱
さ
せ
、
行
政
の
使
命
の
遂
行
に
困
難
を
生
じ
、

行
政
の
独
立
を
危
く
す
る
と
考
え
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
を
審
理
す
る
こ
と
を
通
常
裁
判
所
に
禁
止
し
た
。
そ
し
て
、
立
憲
議
会
が

乙
の
趣
旨
を
明
確
に
し
て
法
文
化
し
た
の
が
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
裁
判
権
限
の
分
配
の
原
則
の
基
準
と
し
て
、

そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス

行
政
法
上
極
め
て
重
要
を
役
割
を
果
し
た
、

司
法
組
織
に
関
す
る
一
七
九

O
年
八
月
一
六
日
1
二
四
日
の
法
律
の
第
二
二
条
の
次
の
よ
う

な
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
司
法
作
用
は
行
政
作
用
と
異
り
、
つ
ね
に
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
裁
判
官
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
る

の
に
せ
よ
、
行
政
団
体
の
活
動
を
妨
害
す
る
ζ

と
が
で
き
ず
、

ま
た
行
政
官
を
そ
の
職
務
を
理
由
と
し
て
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
に
違
反
す
る
と
き
は
漬
職
の
罪
と
な
る
。
」

と
の
法
文
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
行
政
機
関
の
活
動
で
あ
る

行
政
の
行
為
(
白
2
0
己

W
E
B
S
-
2
2
c
oロ
)
の
審
理
は
、

司
法
裁
判
所
の
管
轄
か
ら
排
除
さ
れ
る
乙
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
七
九

O
年
八
月
一
六
日
|
二
四
日
の
法
律
の
第
二
二
条
に
規
定
さ
れ
た
趣
旨
は
、
そ
の
後
の
草
命
期
の
立
法
に
受
け
継
が
れ
て
、

同
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
一
七
九
一
年
九
月
三
日
の
憲
法
の
第
三
篇
第
五
章
第
三
条
は
、
「
裁
判
所
は
、

立
法
権
の
行
使
に

関
与
し
た
り
、
法
律
の
執
行
を
停
止
し
た
り
す
る
乙
と
が
で
き
ず
、
ま
た
行
政
作
用
を
侵
害
し
た
り
、
行
政
官
を
そ
の
職
務
を
理
由
と
し

は
リ

こ
の
他
、
共
和
三
年
実
月
一
六
日
の
法
律
は
、
「
裁
判
所
は
、

行
政
の
行
為
を
も
審
理
す
る
こ
と
を
、
繰
り
返
し
禁
止
さ
れ
る
じ
と
定
め
て
い
る
。

い
か
な
る
種
類
の

て
召
喚
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
」
と
規
定
し
、

フランス行政法成立史

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
「
行
政
の
行
為
」
の
通
常
裁
判
所
に
対
す
る
審
理
の
禁
止
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
日
行
政
権
に
対
す
る
一
司
法
権

の
侵
入
の
防
止
の
思
想
は
、

さ
ら
に
、
間
接
的
な
行
政
の
行
為
の
攻
撃
手
段
と
し
て
の
通
常
裁
判
所
に
お
け
る
官
吏
に
対
す
る
訴
追
の
禁

止
の
制
度
に
よ
っ
て
、
行
政
権
に
よ
り
大
き
な
保
障
を
享
有
さ
せ
る
乙
と
と
な
っ
た
、
当
初
、

一
七
九

O
年
一

O
月
七
日
|
一
四
日
の
法

律
は
、

そ
の
第
二
条
に
お
い
て
、
「
い
か
な
る
行
政
官
も
、
彼
の
公
的
職
務
の
ゆ
え
に
、
法
律
に
従
い
上
級
機
関
に
よ
っ
て
移
送
さ
れ
た
の
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説

で
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
所
の
前
に
召
喚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
」
と
規
定
し
て
、
行
政
権
の
官
吏
を
訴
追
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
官
吏

の
長
の
許
可

(
E
Z江
田
町
民
目
。
ロ
)
を
必
要
と
し
た
。

そ
し
て
、
共
和
八
年
の
憲
法
の
第
七
五
条
は
、
こ
れ
ら
の
官
吏
の
訴
追
を
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

論

デ
タ
の
前
も
っ
て
の
許
可
に
服
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

を
確
保
す
る
種
々
の
制
度
の
中
で
最
も
絶
対
的
な
、
官
吏
の
訴
追
を
政
府
の
許
可
に
服
さ
せ
る
制
度
は
、
ダ
イ
シ
ー
に
よ
っ
て
「
フ
ラ
ン

ス
行
政
法
の
最
も
専
制
的
な
特
質
」
と
し
て
非
難
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
が
H
V

こ
の
よ
う
な
制
度
の
発
生
を
み
た
の
も
、
ひ
と
え
に
司
法

乙
の
よ
，
つ
に

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
大
革
命
当
時
に
採
用
さ
れ
た
、
権
力
分
立

権
に
対
す
る
不
信
に
基
く
大
革
命
時
代
の
権
力
分
立
理
論
に
よ
る
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
「
行
政
の
行
為
」
の
審
理
を
司
法
裁
判
所
に
対
し
て
禁
止
す
る
こ
れ
ら
の
法
文
の
他
に
、
こ
れ
ら
の
法
規
と
や
や
そ
の
性
質
を
異

に
す
る
行
政
権
な
い
し
は
立
法
権
と
司
法
権
と
の
聞
の
権
限
の
分
配
を
定
め
る
革
命
時
代
の
一
迷
の
法
規
が
存
在
す
る
。

ゆ
る
国
家
債
務
有
田
民
宏

E
g
E
)
に
関
す
る
法
規
で
あ
り
、

こ
れ
が
、

当
初

一
七
九

O
年
七
月
一
七
日
八
月
八
日
の
法
律
の
第
一
条
は
、
草

命
前
の
政
府
か
ら
生
じ
た
未
払
い
の
債
務
の
精
算
(
]
H
S
E
岳
民
C
ロ
)
に
つ
い
て
、
立
憲
議
会
は
、

そ
の
名
義
の
審
査
、

債
権
の
承
認
、
す
べ

て
の
検
査
を
議
会
自
身
に
留
保
し
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
国
民
議
会
は
、
一
の
憲
法
原
理
と
し
て
、
国
庫
宕
吋
広
印
号

-ucEn)
に
対
す
る
い
か
な
る
債
権
も
、

王
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
国
民
議
会
の
デ
ク
レ
(
庶
ロ
B
T
u
一
種
の
命
令
)
に
よ
っ
て
の
み
、
国
の

債
務
と
認
め
ら
れ
る
乙
と
が
で
き
る
こ
と
を
命
令
す
る
。
」
つ
い
で
、
国
の
債
務
の
審
査
に
つ
い
て
の
立
法
権
の
介
入
を
禁
止
し
て
、
一
七

九
三
年
九
月
二
六
日
の
デ
ク
レ
の
単
一
の
条
文
は
、
「
革
命
国
民
議
会
す
の
S
S
E
-
oロ
ロ
白
色
。

E
E
は、

国
に
対
す
る
す
べ
て
の
債
権

が
行
政
的
に
(
邑

B
E出門
E
C
5
5
2円
)
規
制
さ
れ
る
こ
と
を
命
令
す
る
、
」
と
定
め
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
意
義
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
と
の
聞
に
判
例
の
相
違
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
‘
国
に
対
す
る

債
権
の
審
査
が
、

革
命
当
初
に
、
行
政
的
に
、
す
な
わ
ち
公
法
的
に
処
理
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
た
点
は
、
国
の
財
産
的
事
項
に
つ
い
て
私

北法 12(2・110)238 
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法
的
な
取
扱
い
を
し
て
き
た
国
庫
理
論
の
伝
統
を
有
す
る
ド
イ
ツ
に
比
し
て
、

い
ち
じ
る
し
い
特
色
を
有
す
る

と
き
口
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

(1) 

こ
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
に
お
け
る
裁
判
機
関
の
禁
止
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
パ
ル
ル
マ
ン
が
一
七
八
九
年
一
一
月
一
二
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ

て
無
期
休
会
す
ロ

g
gロロ
2
5
&罰
E
E
)
と
さ
れ
、
つ
い
で
一
七
九

O
年
八
月
一
六
日
|
ご
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
た
。
地
方
総
監
は
、

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
で
の
州
守

g
iロ
8ω)
の
特
権
を
除
去
す
る
た
め
に
、
州
の
制
度
に
代
え
て
県
の
制
度
を
採
用
し
、
県
に
お
け
る
新
し

い
行
政
を
設
置
し
た
一
七
八
九
年
二
一
月
一
一
一
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
国
王
顧
問
会
議
ち

c
g巴
仏
ロ

5
3
は
、
一
七
九

O
年
一
一
一

月
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
裁
判
的
事
項
の
権
限
を
奪
わ
れ
、
つ
い
で
内
閣
組
織
に
関
す
る
一
七
九
一
年
四
月
ご
七
日

i
五
月
コ
五
日
の
法
律
に
よ
っ
て

解
散
さ
れ
た
。
租
税
院
(
の
O
E
B
L
g
回目母
ω)
は
一
七
九

O
年
九
月
七
日

i
一
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
会
計
検
査
院
(
の
E
B
Z
g
L
2

2
自
匂
お
と
は
、
一
七
九

O
年
九
月
ご
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
年
間
暫
定
的
な
名
義
で
維
持
さ
れ
、
一
七
九
一
年

九
月
一
七
日
|
ご
九
日
の
法
律
に
よ
っ
て
最
終
的
に
解
散
さ
れ
た
と
い
う
。

』
・
円
札
2
江
町
o
u
C匂
-nx・
冨
色
g
m
o
z
o
m
E
-
2
2・
HV・
人
民
日
立

ω・
以
下
の
説
明
の
内
容
も
、
こ
の
論
文
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

た
と
え
ば
、
一
六
四
一
年
ご
月
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
の
勅
令
(
で

E
F
ι
。

ω臼
ロ
?
の

R
白
色
ロ
)
は
、

ζ

の
旨
を
明
確
に
強
調
し
て
い
る
。
乙
の
勅
令
に

つ
い
て
は
、
開
-
F丘町円】
qFb】寸由旬、
H，H包
芯
仏
O

F

Y円
回
全
口
t
c
ロ
白
L
B
Z
U可
白
色
〈
P
N
b【H
F
H
-
-
u
-
H印、吋
llH印∞・

開
・
戸
田
同
町
口
MbHF
吋
E
S
F
F
H
-
H
V・]戸印
AF2ω
・

何
回
忌

5
2
L
m
F・九日ロ口
cnw
【
回
目
ロ
聞
の
町
Oロ♂
D
℃・

2
F
-
y
u
n
-
-』・

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
歴
史
に
つ
い
て
み
る
と
き
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
と
し
て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
司
法
権
を
形
成
す
る
パ
ル

ル
マ
ン
の
中
に
は
、
特
権
階
級
と
し
て
の
貴
族
が
そ
の
地
位
を
占
め
、
売
官
制
度
の
弊
害
に
よ
っ
て
、
そ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
準
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
王
の
側
で
は
、
リ
シ
ュ

D
ュ
l
の
時
代
か
ら
、
す
で
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
出
身
者
、
そ
の
当
時
の
知
識
者
を
登

用
し
て
お
り
、
そ
の
機
関
に
地
位
を
占
め
て
い
る
人
々
の
階
層
の
差
異
が
、
王
権
に
対
し
て
生
じ
た
革
命
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
の
王
権
の
対
抗
者
た

る
司
法
機
関
を
敵
視
し
、
王
権
の
側
の
勝
利
と
も
見
ら
れ
る
結
果
を
笠
じ
た
理
由
と
し
て
、
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
。
乙
の
王
権
の
側
の
行
政
機
構
へ

の
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
!
の
登
用
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
・
前
掲
書
・
ご
五
ご
頁
以
下
、
参
照
。

開
.
F
A
m
H円
FPBW
吋同白同片品

F
H
・℃・

Z
H
.
ω
合
口
円
。
巳
白

N由
自
問
同
ω
H
4
U
0
.

(3) (2) (6) (5) (4) (7) 
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説論

(8) 

ま
た
、
デ
ュ
ポ

l
山
げ
は
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
ま
た
は
政
治
的
制
度
相
互
の
関
係
を
規
律
す
る
政
事
法
(
ゲ
呂
田
vo--HS
ロ
2)
と
個
人
相
互
の
関
係
を

定
め
る
民
事
法

(
F
U
門戸
i
r
ω
)
と
に
分
類
し
、
司
法
裁
判
宮
が
特
に
設
け
ら
れ
る
の
は
、
民
事
法
の
適
用
か
ら
坐
じ
た
訴
訟
の
審
理
の
た
め
で
あ
る
。

政
事
法
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
特
殊
な
政
治
的
自
由
を
危
く
す
る
こ
と
な
し
に
、
通
常
裁
判
官
に
委
ね
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

H
戸
色
白
江
町
9
0
℃・

2
・
冨
位
田
口
問
問

Z
m間丘町田口
D
w

℃
-ARC-

渡
辺
宗
太
郎
・
前
掲
・
行
政
法
に
於
げ
る
全
体
と
個
人
、
吉
三

一
二
一
良
以
下
。
時
間
宮
四
郎
・
前
掲
・
一
一
四
一
頁
以
下
、
参
照
。

同
-
F
白
内
向
円
円
芯
円
ク
吋
H
色丹
b
w

ゲ
同
・
司
・

5
N
U
ω
A山
田
口
口
町
長
w
N
A
P
B白
B
H叶
U
0
・

。
R
S
F
C
H
M
・
S-
同y
品目
H
・
・
な
お
、
乙
の
論
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
宗
太
郎
・
前
掲
書
・
三
ご
ご
頁
、
参
照
o

H
N
m
w

℃℃
C
円
片
品
開
「
〉
ロ
ロ
ロ
円
w

仏
国
ロ
印
。
一
円
。
ロ
♂
ロ
ヲ
門
戸
間
Y
H
2
.

宮
沢
俊
義
、
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
違
法
の
抗
弁
」
杉
山
教
授
還
暦
祝
賀
論
文
集
、
四
ご

O
頁
以
下
。
山
下
健
次
「
大
陸
法
に
於
け
る
行
政
裁
判
権
の

確
立
」
立
命
館
法
学
四
コ
一
頁
以
下
、
参
照
。

開
-
F
m
p
H
H
-
b
H
P
吋
B
I
b
-
F
H
・同
Y

H
∞∞-

。

raw-℃・
2
・同

y
u
g・
鵜
飼
信
成
「
行
政
法
の
歴
史
的
展
開
」
一

O
一
一
良
、
参
照
。

正
し
く
は
「
債
務
者
と
し
て
の
国
家
」
の
意
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
乙
れ
を
国
家
債
務
と
簡
略
に
訳
し
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

後
述
、
第
三
章
一
二
、
本
号
コ
ム
ハ
四
頁
以
下
、
参
照
。

U2) Ul)側 (9)目6)日5)U4l U3) 

活
動
行
政
に
よ
る
行
政
訴
訟
事
件
の
審
理

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
革
命
時
代
の
立
憲
議
会
は
、
権
力
分
立
に
名
を
籍
り
て
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
審
理
を
司
法
裁
判

l2Y 

そ
れ
で
は
、

そ
の
当
時
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
審
理
は
、

ど
の
よ
う
な
機
闘
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

所
に
禁
止
し
た
。

行
政
訴
訟
を
担
当
す
る
裁
判
所
の
組
織
の
問
題
に
つ
い
て
は

一
七
九
O
年
に

司
法
組
織
委
員
会

(
F
2
5広
門
円

2
m
S
E
t
s

Y
L
F
n
H
白
町
内
)
が
先
存
し
て
い
た
。
立
憲
議
会
に
よ
っ
て
と
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
問
題
の
一
つ
は
、
「
す
べ
て
の
事
項
を
同
一
の
裁
判
官
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が
審
理
す
る
か
‘

商
事
、
行
政
、
税
お
よ
び
警
察
の
訴
因
(
ロ

2
8日
)
の
た
め
に
、
相
異
る
裁
判
権
能
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
」

と
い
う
ζ

と
で
あ
っ
た
。

一
の
特
別
裁
判
所

(
E
m
Y
H
5
2
5ロ
名

bnEn)
を
必
要
と
し
て
、

各
県
に
行
政
裁
判
所

こ
の
委
員
会
は

(
叶
ユ

σzE-
【
円
邑

5
5
5
5
t
oロ
)
と
呼
ば
れ
る
一
の
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
議
し
た
。

乙
の
裁
判
所
は
、

税
ま
た
は
行
政
に
つ

い
て
提
起
さ
れ
る
訴
訟
事
件
を
判
断
す
る
と
と
を
使
命
と
し

乙
の
裁
判
所
の
組
織
お
よ
び
権
限
を
規
定
す
る
た
め
に

司
法
組
織
に
関

す
る
法
律
案
の
特
別
の
篇
が
置
か
れ
た
。

こ
の
提
案
は
、
ペ
ゾ
ン
議
員

Z
S
Z広
司
自
C
口
出
)
の
意
見
に
よ
り
、

立
憲
議
会
の
受
け

だ
が

容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
立
憲
議
会
が
、
乙
の
行
政
裁
判
所
と
議
会
が
そ
の
廃
止
を
決
定
し
た
租
税
院
百

o
c
g

門H
2
包
含
印
)
と
の
聞
に
一
つ
の
接
近

(E℃
官
S
E
E
S円
)
を
作
り
出
す
の
を
恐
れ
た
乙
と
、

シ
ヤ
ブ
ル
ウ
ら
の
公
権
に

利
害
関
係
の
な
い
行
政
的
紛
争
の
司
法
裁
判
所
へ
の
移
送
を
主
張
す
る
議
員
ら
を
納
得
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
事

ペ
ゾ
ン
議
員
は
、
「
行
政
官
は
、
恐
ら
く
、
こ
れ
ら
の
紛
争
を
解
決
す
る
の
に
、
裁
判
官
以
上
に
適
当
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。

正
常
な
法
律
制
度
に
反
し
て
、
一
七
九

O
年
九
月
七
日

i
一
一
日

お
よ
び
、
他
方
、

力
実
、

乙
の
よ
う
に
し
て
、
立
憲
議
会
は

と
の
委
員
会
の
案
を
差
し
戻
し
、

H
 
の
法
律
に
よ
っ
て
、
行
政
的
な
紛
争
の
解
決
を
、
活
動
行
政
(
邑

5
5
E
E
t
cロ
田
口
立
話
)
た
る
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
執
行
部
(
岳

B
n
z
-
B
骨

そ
の
審
理
を
こ
の
両
者
に
配
分
し
た
の
で
あ
っ
た
。

門
町
田
丹
江
口
同
)
お
よ
び
県
執
行
部
(
丘
町
白
2
2
8
仏
白
仏
在
日
R
B
E
C
K
移
送
し
、

フランス行政法成立史

共
和
三
年
実
月
五
日
の
憲
法
の
下
で

乙
の
二
つ
の
機
関
の
う
ち
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
執
行
部
は
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
県
執
行
部
は
、

各
地
方
に
お
け
る
中
央
政
府
を
代
表
し
て
任
名
さ
れ
る
一
名
の
委
員
が
配
置
さ
れ
、

五
名
の
構
成
員
か
ら
な
る
中
央
行
政

(
L
g
E
B
E
t

印可阻止

0
5
2
Z
E
Fと
に
置
き
か
え
ら
れ

こ
れ
ら
の
中
央
行
政
が
、

一
七
九

O
年
九
月
七
日

i
一
一
日
の
法
律
お
よ
び
そ
の
後
の
法
律

に
よ
っ
て
執
行
部
に
与
え
ら
れ
た
訴
訟
審
理
権
限
を
相
続
し
た
。

大
革
命
の
時
期
に
お
い
て
は

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
地
方
総
監
と
国
王
顧
問
会
議
行
oロ
お
己

E
5
3
と
の
関
係
の
よ
う
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説

に
、
地
方
の
行
政
の
訴
訟
審
理
権
の
行
使
に
対
し
て
、
そ
の
決
定
を
修
正
し
、
法
の
主
確
な
遵
守
に
導
か
せ
る
控
訴
裁
判
所
の
機
能
を
果
す

上
級
裁
判
所
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
だ
が
一
七
九
一
年
四
月
二
七
日
|
五
月
二
五
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
内
閣

(
Z
8
5巴
ふ
2
2
E印門
HE)

論

あ
る
い
は
む
し
ろ
ζ

の
内
閣
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
た
国
王
は
、
執
行
部
に
よ
っ
て
終
審
と
し
て
さ
れ
た
裁
判
決
定
(
広
田
佐
n
5
H
O
E
-
戸
干

【出口片岡。ロロ巳一四回)を、

無
権
限
ま
た
は
法
律
違
反
を
理
由
に

そ
れ
ら
の
行
政
的
な
決
定
(
}
何
回
伝

3-oロ印戸
L
E
g
-
E阻
止
〈
目
印
)
と
同
様
に
、

取
消
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
古
川
は

い
わ
ゆ
る
階
層
的
な
監
督

(
F
S
E
a
r
r
ι
B
R
E宮
内
)
の
裁
判
決
定
へ
の
拡
張
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
が
、

公
の
秩
序
に
利
害
の
あ
る
越
権
の
場
合
以
外
に
は
、
当
事
者
に
殆
ど
保
障
の
道
を
聞
か
な

、A

、，，
P

F

、

4
M
J
F
み
れ

と
言
わ乙
れの
て制
い度
るτは

欠
陥
が
あ
り

右
に
述
べ
た
執
行
部
に
よ
る
訴
訟
の
審
理
は
、
税
、

公
事
業

(
-
2
5
4
2
M
宮
5
2
)、
お
よ
び
選
挙
な
ど
の
主
と
し
て
非
権
力
的
な
事

件
ま
た
は
財
政
に
関
す
る
事
件
に
限
ら
れ
て
い
た
。

い
か
な
る
訴
訟
救
済

(
F

公
の
権
威
の
委
任
を
含
む
行
政
の
行
為
に
対
し
て
は

同

bn-255)ロ
円
。
ロ

Z
E
F
m
g巾
)
も
、
司
法
裁
判
所
お
よ
び
裁
判
機
関
を
構
成
す
る
行
政
団
体
の
前
に
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
占
山
に

関
す
る
大
革
命
当
時
の
議
会
の
意
見
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
意
見
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
行
為
の
監
督
な
ら

び
に
救
済
は
、

そ
れ
自
身
、
階
層
的
に
上
級
の
機
関

(
]uEE岳
b
E今
日
n
r
S
5
5
8
H
E匂
ι
1
2
5
)
か
ら
の
み
発
し
う
る
行
政
行
為
を

構
成
す
る
。

唯
一
の
可
能
な
救
済
手
段
は
、

よ
り
有
識
な
行
政
ま
た
は
上
級
の
行
政
へ
の
請

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、

求
、
す
な
わ
ち
階
層
的
な
請
求
(
円

2
0日田
E
今
日
各
仙
台
巾
乙
で
あ
り
、
憲
法
制
定
者
の
下
で
は
、

ζ

の
よ
う
な
行
政
行
為
を
修
正
す
る
権

限
を
有
す
る
階
層
的
な
機
関
と
し
て
、
J

ア
イ
ス
ト
リ
ク
ト
執
行
部
の
行
為
に
対
し
て
は
県
執
行
部
が
、
県
執
行
部
の
行
為
に
対
し
て
は
国

そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
い
た
(
-
一
一
佐
位
計
当
官
一
回
世
間
均
七
時
)
。
例
外
的
な
場
合
、
特
に
取
消
が
無
権
限
を
理
由
に
宣
告
さ
れ
、
乙
の

名
義
で
そ
の
取
消
が
権
力
の
適
法
な
分
配
に
利
害
関
係
が
あ
る
と
き
に
は
、
「
一
般
行
政
の
長
」
の
資
格
を
有
す
る
国
王
自
身
が
、
そ
の
最

壬
が
、

北法 12(2・114)242 



終
審
と
し
て
の
決
定
権
の
帰
属
者
た
る
国
民
議
会
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
た
(
ト
出
4
詑
一
↑
齢
制
七
)
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政

行
為
を
審
査
・
討
論
し
、
無
権
限
ま
た
は
法
律
違
反
を
理
由
に
そ
の
取
消
を
決
定
す
る
任
務
は
、
先
に
述
べ
た
県
執
行
部
の
訴
訟
事
件
の

取
消
と
同
様
に
、
通
常
の
場
合
、
内
閣
ま
た
は
そ
れ
に
補
佐
さ
れ
た
国
王
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
州
一
調
時
鳴

年
四
月
二
七
日
|
五
/
。

月
ニ
五
日
の
法
律
」

右
の
よ
う
な
行
政
階
層
的
な
救
済
手
段
に
よ
っ
て
行
政
行
為
を
取
消
し
う
る
機
関
の
構
成
は
、

そ
の
後
、
国
民
公
会
(
。
。
ロ

Z
Z昨日。ロ)

の
時
代
か
ら
執
政
府
(
口
町

E
宮
町
巾
)
の
時
代
に
か
け
て
、
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
、

そ
の
機
関
は
、

終
始
上
級
の
活
動
行
政
に

属
す
る
機
関
で
あ
り
、
執
政
府
の
下
で
は
、
大
臣
が
行
政
機
関
お
よ
び
行
政
裁
判
の
真
の
受
託
者
と
な
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
大

巨
た
ち
は
、
も
は
や
会
議
を
構
成
せ
ず
、
法
律
お
よ
び
執
政
府
の
布
告
(
田
口
合
含
)
の
不
執
行
の
責
任
を
負
い
、
法
律
ま
た
は
上
級
機
関
の

命
令
に
反
す
る
県
の
行
政
の
行
為
を
取
消
す
乙
と
が
で
き
た
。
こ
乙
に
い
わ
ゆ
る
大
臣
裁
判

(
B
E
5
5
E
Y
m
m
)
の
制
度
の
発
端
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に

一
七
八
九
年
か
ら
共
和
八
年
に
至
る
大
革
命
の
時
期
に
お
い
て
は
、
活
動
行
政
へ
の
行
政
訴
訟
事
件
の
審

い
ま
だ
明
瞭
に
分
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

そ
の
機
関
が
職
権
で
行
使
し
う
る
監
督
と
利
害
関
係
の
あ
る
第
三
者
の
請
求
に
よ
る
監
督

理
権
の
付
与
に
伴
い
、
訴
訟
と
行
政
階
層
的
な
請
求
と
は
、

フランス行政法成立史

は
、
行
政
行
為
に
対
す
る
階
層
的
な
取
消
は
、

乙
の
請
求
は
権
利
の
否
認
と
同
様
に
利
益
の
致
損
に
つ
い
て
も
許
さ
れ
、

そ
の
監
督
、
修
正
、

と
の
間
K
差
異
を
有
し
な
い
こ
と
、

び
取
消
は
、
無
権
限
、
違
法
、
既
得
権
侵
害
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
行
政
の
裁
量
の
違
反
を
理
由
と
す
る
場
合
を
も
包
含
す
る
乙
と
、

さ
ら
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
裁
判
決
定
と
し
て
執
行
部
に
よ
り
さ
れ
た
決
定
に
つ
い
て
も
、
階
層
的
な
監
督
手
段
が
拡
張
さ
れ
て
い

し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
決
定
は
、

す
べ
て
単
一
の
階
層
的
な
機
関
の
概
念
中
に
混
同

る
こ
ん
」
、

な
ど
の
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

お
よ

北法 12(2・115)243 



説論

さ
れ
て
い
る

円

7
v
a
(
8
M

と
言
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

北法 12(2・116)244 

(3) (2) (1) 

Hw-Hhmw
同
町
『
丘
町
♂
叶
岡
山
-
芯
"
F
F
M
M
・
H
u
e
-
H
m
v
H
・

の
町
ロ
ロ
p
c℃
・
門
戸
田
Y

品印】
F

・

ミ
ル
キ
ヌ
・
ゲ
ゼ
ヴ
イ
ツ
チ
は
、
乙
の
大
革
命
下
の
行
政
訴
訟
制
度
は
、
法
律
的
に
正
常
な

(
C
E
r
c
仏
C
H
m
』ロユ
L
M
G
C
O
)
、
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
審
判
機

関
の
職
員
が
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
関
係
上
、
そ
の
制
度
は
、
行
政
訴
訟
へ
の
市
民
の
参
加
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
玄
正
ロ
ロ
0
・
0
5仲
間
岳
岳
切

。
。
で

b
z
仏巾
ω
仏
ロ
ロ
ロ
ロ
B
D
C
O
E
H
m門

-sz-出
向
白
色
町
内
同
戸
間
C
Z
4
5
同ロ
mHHMm
ロ
片
岡
払
〈
C
F
H
5
ロ
ロ
白
町
内
w
。
c
口
印
丘
一
円
開
S
F
H
L
〈
同
町
マ

z-回目白"日
ν
・町、吋⑦仲田・

大
革
命
直
後
の
地
方
行
政
機
構
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
リ

i
ム
に
お
け
る
地
方
的
特
絡
を
排
除
す
る
た
め
に
、
在
来
の
地
方
割
拠
の
中
心
で
あ
っ
た
州

(
官
。
〈
E
n
m
m
)

な
ど
の
制
度
を
廃
止
し
て
、
上
級
地
方
団
体
と
し
て
、
県
、
お
よ
び
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
を
設
置
し
た
(
一
七
八
九
年
一
一
一
月
一
一
一
一
臼
の
デ

ク
レ
)
。
そ
し
て
、
乙
の
地
方
的
特
権
の
排
除
と
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
統
一
の
実
現
の
思
想
が
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
に
対
す
る
政
治
的
考
慮
と
む
す
び
つ
い

て
、
大
革
命
後
の
地
方
制
度
は
、
結
果
的
に
み
て
、
い
ち
じ
る
し
く
中
央
集
権
化
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
機
構
は
、
中
央
に
直
結
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
革
命
直
後
の
地
方
行
政
機
構
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
・
前
掲
香
・
五
九

O
頁
以
下
、
お
よ
び
六
六

O

六
六
一
頁
、
参
照
。

開・円、担問。円同
HbHmw
吋
E
E
m
デ
]
「

-
Y
H
由日・

だ
が
、
大
医
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
行
政
の
行
為
の
取
消
は
、
執
政
府
の
形
式
的
な
承
認
に
よ
っ
て
の
み
、
決
定
的
と
な
り
え
た
と
い
う
。
開
-
F
m
K
2
ロ
R
0・

吋
E
E
F
H
V
・
H
∞叶-

H
W
-
F
m
p
口
広
H
O
V
H
，門出回片品、

H
・
H
-
M
)
・
民
印
l
H
∞∞-

右
の
他
に
、
乙
の
革
命
期
に
お
け
る
裁
判
的
決
定
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
行
政
と
司
法
と
の
権
限
争
議

(gロ
出
町
田
)
の
判
断
権
限
の
帰
属
の
問
題
が

あ
り
、
ラ
フ
ェ
リ
エ

I
ル
に
よ
れ
ば
、
乙
の
権
限
争
議
に
関
す
る
立
法
ほ
ど
漠
然
と
し
た
未
組
織
の
立
法
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
言

っ
て
、
乙
の
行
政
庁
と
司
法
機
関
と
の
問
の
権
限
争
議
に
つ
い
て
終
審
と
し
て
判
定
す
る
の
は
、
一
七
八
九
年
か
ら
共
和
三
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

は
、
最
高
機
関
と
し
て
の
議
会
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
期
間
に
お
い
て
も
、
執
行
権
は
緊
急
審
理
に
服
す
る
決
定
を
し
、
実
質
的
に
は
、
こ
の
判
定
権

限
は
、
む
し
ろ
執
行
権
に
属
す
る
。
ま
た
、
共
和
三
年
以
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
判
定
は
、
司
法
大
臣
が
し
、
執
政
府
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
必
要
が

あ
れ
ば
、
立
法
団
体
に
そ
の
一
事
件
が
付
託
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
の
時
代
の
権
限
争
議
は
、
権
限
に
つ
い
て
の
公
平
な
命

令
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
府
の
一
手
段
を
構
成
し
、
何
よ
り
も
国
の
理
由
に
よ
ワ
て
判
定
さ
れ
、
こ
の
権
限
争
議
に
関
す
る
憂
う
べ
き
濫
用
が
、

王
政
復
古
の
下
で
活
滋
な
反
動
を
惹
起
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
開
-
H
L
H
F
口
芯
円
。
也
、
『
E
H
H
b
u
F
H
・匂・

N
C
吋I
N
S
-

(4) (6) (5) (8) (7) 



五

行
政
裁
裁
判
所
の
設
置

右
の
よ
う
に
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
審
理
は
、
大
革
命
後
、

一
時
、
活
動
行
政
自
身
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が

乙
の
制
度
は
恒
久
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
統
領
制
(
の

ODE-え
)
の
下
に
入
る
と
、
行
政
の
機
能
を
裁
判
機
能
か
ら
分
離
し
よ
う
と
す
る
傾
向

が
主
じ

共
和
八
年
雨
月
二
八
日
の
法
律
の
報

そ
れ
が
乙
の
時
期
の
立
法
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、

告
者
ロ
エ
グ
レ
ル
(
問
。
a
m
B
H
)
が
、
「
行
政
は
唯
一
の
人
の
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ば
な
ら
な
い
、
」
と
述
べ
て
U

そ
の
分
離
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
乙
と
が
で
き
、
乙
の
主
張
は
、
先
の
立
法
に
向
け
ら
れ

判
決
す
る
こ
と
は
多
数
の
人
の
行
為
で
な
け
れ

た
、
同
一
機
関
の
中
に
裁
判
官
と
当
事
者
の
役
割
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
い
う
非
難
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
思
と
む
す
び
つ
い
て
、
そ

の
当
時
の
立
法
に
適
用
を
み
る
に
至
っ
た
。
と
の
結
果
、
共
和
八
年
の
憲
法
は
、
そ
の
第
五
二
条
に
お
い
て
、
「
統
領
た
ち
の
指
揮
の
も
と

に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
法
律
案
お
よ
び
行
政
部
の
命
令
を
起
草
し
、
行
政
上
の
問
題
に
関
し
て
生
ず
る
紛
争
を
解
決
す
る
責
K
任
ず

る
、
」
と
規
定
し
て
、
法
制
局
と
行
政
裁
判
所
と
を
か
ね
た
機
即
時
と
し
て
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
創
設
し
勺
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に

H
 
各
県
に
県
参
事
会
(
円
。
ロ
田
市
町
]
骨
匂
円
b
F
2
5巾
)
が
設
置
さ
れ
て
、

の
審
理
協
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
北
川
臥
咋
開
制
)
。

乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
訴
訟
審
理
権
限
と
し
て
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
み
を
付
託
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
行
政

乙
の
機
関
に

一
定
の
列
記
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
行
政
訴
訟
事
件

フランス行政法成立史

と
裁
判
と
の
機
能
の
分
離
の
傾
向
に
伴
い
、
先
に
大
臣
た
ち
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
行
政
と
司
法
裁
判
所
と
の
聞
の
権
限
争
議
の
判
断
権
も
、

こ
の
結
果
、
同
時
に
、
こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
づ
同
(
詩
机
認
可
立
制
)
。

な
お
、
乙
の
時
期
に
創
設
さ
れ
た
機
関
と
し
て
、
と
れ
ら
の
コ
ン
セ
イ
ユ
の
他
花
、
統
領
制
下
に
お
い
て
、
公
会
計
の
管
理
の
使
命
を
有

し
、
公
会
計
に
つ
い
て
の
訴
訟
事
件
を
審
理
す
る
権
限
を
有
す
る
会
計
裁
判
所

(
P
R
母
由
。
。
日
宮
町
田
)
が
あ
る
(
ト
ス
尚
北
開
臥
引
張
羽
川
崎
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説

の
デ
J

Q

P
v
-

律
上
認
め
ら
れ
て
い
る
(
ト
飢
紛
糾
一

J
U
2
6
関
係
上
、
行
政
裁
判
所
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
機
関
で
あ
る
。

こ
の
裁
判
所
は
、
そ
の
決
定
に
つ
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
破
致
の
請
求
(
ロ
ロ

5
8
5∞
S
E
a
s
oロ
)
を
提
起
す
る
こ
と
が
法

論

こ
の
よ
う
に
、
共
和
八
年
か
ら
一
八

O
七
年
に
か
け
て
、
統
領
制
の
も
と
に
創
設
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
制
度
は
、
固
有
の
意
味
で
、
独

特
な
作
品
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
制
度
を
、
物
事
の
新
ら
し
い
秩
序
に
適
合
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。

え
ば
共
和
八
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
国
王
顧
問
会
議
活
。
ロ
田
町

-Eロ
ZF)
の
制
度
の
復
活
で
あ
り
、

そ
の
機
関
お
よ
び
構
成
員
の
名
称
も
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
再
生
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
固
有
の
産
物
と
し
て
通
常
表
示
さ

れ
て
い
る
訴
訟
委
員
会
も
、
明
白
に
、
革
命
直
前
に
ル
イ
一
六
世
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
の
。
B
志向

r
g
E
g宕
ロ
凶
仏
2
仏
企
日
お
B
S
Z

の
影
響
を
'
づ
け
て
い
る
。

さ
ら
に
、
県
参
事
会
に
付
託
さ
れ
た
行
政
裁
判
機
能
に
つ
い
て
は
、

そ
の
制
度
自
体
は
新
ら
し
い
も
の
で
あ
っ

て
も

大
革
命
直
後
の
県
執
行
部
の
裁
判
機
能
と
関
連
し
て
お
り
、
県
知
事
(
官
民
主
の
制
度
と
と
も
に
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お

け
る
地
方
総
監
(
訂
正

E
g
g
)
の
幻
影
を
し
の
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
、

会
計
裁
判
所
の
制
度
も
、
古
い
会
計
検
査
院

(の
E
B
σ
百
円
同
巾
印
。
。
B
匂
同
冊
目
)
を
承
継
し
た
制
度
で
あ
っ
て
、
一
八

O
七
年
九
月
一
六
日
の
法
律
の
報
告
者
デ
ユ
フ
エ
ル
モ
ン
(
巴
え
2
s
oロ)

自
身
も
、
と
の
関
連
性
(
岳
注
目
。
ロ
)
を
明
白
に
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
か
必
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
行
政
裁
判
所
制
度
は
、
フ
ラ

ン
ス
公
法
の
最
も
古
い
原
理
と
し
て
の
裁
判
所
に
対
す
る
行
政
の
行
為
の
審
理
の
禁
止
の
原
即
仁
、
ア
ン
シ
ヤ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
制
度
を
借

り
て
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
大
革
命
当
時
の
立
法
者
の
「
行
政
権
の
利
益
に
お
け
る
司
法
権
の
制
約
ー
一
の
思
想
は
、
行
政
と
司
法
と
の
二
つ
の
機
関

の
聞
に
一
方
的
な
分
立
を
組
織
し
た
。

ζ

れ
ら
の
立
法
者
た
ち
は
、
共
和
八
年
に
至
る
時
期
ま
で
、
司
法
機
関
の
権
限
の
限
界

を
決
定
す
る
こ
と
の
み
を
し
て
き
た
、
と
言
わ
れ
て
い
れ
ω

し
た
が
っ
て
、

そ
し
て
、

乙
の
時
期
に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
に
帰
属
す
る
訴
訟
事

ナこ
と

北法 12(2・118)246 



件
の
範
囲
は
極
め
て
広
く
、
先
述
し
た
行
政
の
行
為
、
国
家
債
務
に
関
す
る
事
件
の
他
に
、
直
接
税

(
g
E
E
Z
t
。E
円
山
町
巾
口
仲
町
田
)
お
よ
び

公
事
業
契
約

(
B
R
n
Z
二
2
H
2
2阿
匂

Er--2)
に
関
す
る
訴
訟
(
ト
出
4
4昨
付
制
靴
)
、

骨
問
。
Z
H
ロ
5
5印
)
(
ト
一
一
一
畏
長
ト
自
…
ト
目
)
な
ど
、
法
律
お
よ
び
命
令
に
よ
っ
て
、
種
々
の
事
件
の
審
理
が
、
行
政
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
れ
目
乙
の
革
命
期
の
行
政
の
訴
訟
権
限
は
、
そ
れ
で
も
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
行
政
裁
判
権
ほ
ど
広
汎
な
も
の
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い
る
が

国
家
と
私
人
と
の
間
の
物
品
供
給
契
約
(
自
己
与
合

今
日
の
行
政
訴
訟
事
件
を
勘
案
し
て
み
れ
ば
、
極
め
て
広
大
で
あ
る
乙
と
を
否
定
し
え
ず
、
ま
た
そ
の
性
質
か
ら
み

て
、
種
々
雑
多
な
事
件
を
包
含
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

乙
の
余
り
に
広
大
な
行
政
裁
判
権
限
の
修
正

そ
れ
に
続
く
時
期
に
お
い
て
、

と
そ
れ
に
属
す
る
事
件
の
整
理
が
問
題
と
さ
れ

そ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
と
の
聞
に
権
限
争
い
の
対

立
を
生
じ
、

そ
の
結
果
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
閣
の
権
限
の
分
配
の
原
理
の
修
正
が
判
例
上
遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
、

一
つ
の
当
然
な

成
り
ゆ
き
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
権
限
分
配
の
修
正
と
そ
れ
に
伴
う
理
論
の
発
展
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の

理
論
の
一
つ
の
特
色
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
端
は
実
に
大
革
命
期
の
異
色
あ
る
法
制
に
発
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

け

(2) (1) 

岡山・戸山町
2H-PBu
吋
E
F
H
b
w
F
H
・℃・
N
H
印・

乙
の
他
、
革
命
期
に
お
い
て
は
、
行
政
官
お
よ
び
通
常
裁
判
官
は
ど
ち
ら
も
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
た
の
で
、
訴
訟
に
よ
る
続
争
を
解
決
す
る

た
め
の
特
別
の
機
関
は
不
必
要
で
あ
っ
た
が
、
共
和
八
年
に
は
選
挙
は
も
は
や
機
関
の
補
充
の
厳
格
な
基
盤
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
活
動
行
政
と

は
別
箇
な
訴
訟
に
よ
る
紛
争
を
解
決
す
る
任
務
を
負
っ
た
行
政
機
関
の
創
設
が
必
要
と
さ
れ
た
、
と
い
う
実
際
的
な
事
情
も
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
行
政
訴
訟
事
件
の
審
理
を
取
扱
う
機
関
の
創
設
の
理
由
と
し
て
、
乙
の
点
を
挙
げ
て
い
る
見
解
と
し
て
、
。
・
H
h
m
判
官

C
E
H
m
u
s
-
n
k
・
ヲ
∞
銘
・

野
田
良
之
・
前
掲
書
・
上
巻
六
五
六
頁
註
凶
。

こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
構
想
は
、
シ

l
エ
ス
(
∞
芯
ー
と
の
考
え
に
よ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
シ

i
エ
ス
の
考
え
万
は
全
面
的
に
ナ
ポ
レ
オ

ン
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
シ

l
エ
ス
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
固
有
の
決
定
権
を
与
え
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

の
コ
ン
セ
イ
ユ
が
、
裁
判
官
と
し
て
判
決
す
る
の
か
、
活
動
行
政
の
上
級
機
関
と
し
て
決
定
す
る
の
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
何
ら
一
不
さ
れ
て
い
な
い
、

フランス行政法成立史

(4) (3) 
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説論

(5) 

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
ま
た
、
創
設
当
時
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
性
格
の
一
函
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
乙
の
シ

i
エ
ス
の
考
え
お
よ
び

そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
。
-
U
G
R
D
L
W
E
E
2
2
H
}向
。
C
5
2
}
L
u
間
宮
件
出
品
。
}
吉
区

g
L宮
山
戸
匂
・
包
巾
仲
田
・
参
照
。

こ
の
県
参
事
会
の
訴
訟
審
理
権
限
の
う
ち
、
他
の
特
別
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
を
除
い
て
列
挙
す
る
と
、
直
接
税
、
公
事
業
に
関
す
る
訴

訟
、
国
有
物

(
-
E
L
0
5
2ロ
g
ロ丘一
D
ロ
EH)
に
関
す
る
訴
訟
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
乙
れ
に
、
共
和
一

O
年
に
主
要
道
路
交
通
違
反
に
関
す
る

訴
訟
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

ω・
。
一
円
。
口
出

W
C匂
・
門
町
下
品
忠
・

乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
訴
訟
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
後
述
、
第
ご
章
ご
山
本
号
、
一
一
五
三
一
ー
l
四
頁
、
参
照
o

H

V

F

臼向。ロ
F
P
円
♂
吋
S
F
H
A
Y
F
F
匂
-
N円
ω
l
N
H
A
H
-

開
・
戸
田
町
内
同
門
広
『
m
w
吋
同
国
-Hbu

同-
H
・
]ν

・
5
i
H
H
・

ω・
。
』
円
。
ロ
切

uCMV・
門
戸
℃
・
仏
印
h
N

・

そ
の
他
に
、
た
と
え
ば
、
市
町
村
、
県
、
司
法
機
関
お
よ
び
教
会
の
選
挙
(
一
七
九

O
年
八
月
一
一
一
日
一
一
月
七
日

l
一
一
一
月
八
日
の
法
律
。
一
七

九
一
年
三
月
一
五
日

l
九
月
二
十
ご
日
の
法
律
)
、
国
家
防
衛
組
織
(
一
七
九

O
年
八
月
一
一
一
日
の
法
律
)
、
軍
隊
の
募
集
(
一
七
九
一
年
三
月
九
日
の

法
律
)
、
聖
職
者
の
古
い
財
産
に
関
す
る
紛
争
(
一
七
九

O
年
五
月
一
七
日
l
卜
八
月
一
一
日
の
法
律
。
一
七
九
一
年
九
月
一
四
日

l
九
月
ご
八
日
の
法

律
)
、
な
ど
に
関
す
る
訴
訟
事
件
が
、
こ
の
行
政
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。

E
・
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
革
命
期
の
法
律
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ヲ

1
ム
に
お
い
て
行
政
事
件
と
さ
れ
て
い
た
事
項
の
う
ち
、
次
の
事
項
を
司

法
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
を
列
挙
す
れ
ば
、
国
有
物
の
売
却

(-m印
〈

0
2
2
L⑦仏
C
自
己
口
町
ω
口州民一
C
ロ
日
仰
と
を
除
い

た
公
産
に
関
す
る
事
件

2
2
由
民

2
8凹
L
O
B
E
E
E
)
〔
一
七
九

O
年
一

O
月
ご
八
日
、
一
一
月
五
日
、
お
よ
び
一
七
九
一
年
一
二
月
一
五
日

l
一
七
日
の
法

律
〕
、
道
路
交
通
違
反
事
件
、
間
接
税
に
関
す
る
財
政
的
事
項
の
請
求
(
一
七
九

O
年
九
月
七
日

l
一
一
日
の
法
律
第
一
一
条
)
、
登
録
(
m
R
m悶

2
5
B
E
C

〔
共
和
八
年
霜
月
一
一
一
一
日
の
法
律
、
第
六
五
条
〕
、
関
税
〔
一
七
九
一
年
八
月
一
一
一
一
日
の
法
律
、
一
一
章
第
一
条
〕
、
印
紙
(
巴

B
r
s
)
〔
一
七
九
一
年
三
月

一
八
日
の
法
律
〕
、
お
よ
び
間
接
税
に
類
似
す
る
多
く
の
徴
収

Z
2
2宮
5
ロω
)
1
l

郵
便
、
タ
バ
コ
、
火
薬
お
よ
び
硝
石
の
税
、
が
乙
れ
で
あ
る
と
い
う
。

開
・
円
、
円
問
。
門
岡
田
町
ク
吋
Z
E
b
u
H
b
仏・
F

H

・匂・同町一凶

H
由人同・

日1)ω1)(9) (8) (7) (6) rr2) 
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第
二
章

行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
限
分
配
の
修
正
と
第
一
次
権
限

裁
判
所
の
設
置
に
よ
る
判
例
の
統
一

序

説

前
章
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
革
命
期
の
法
制
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ
の
創
設
に
よ
っ
て
、
制
度
的
に
一
応
の
落
ち
着
き
を
み
た
。

の
大
革
命
期
の
法
制
下
に
お
い
て
は
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
聞
の
権
力
分
立
は
、
行
政
に
優
位
な
一
方
的
な
分
立
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

く
、
厳
格
な
絶
対
的
な
分
立
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
共
和
五
年
芽
月
二
日
の
執
政
府
の
布
告

(
T
2
5芯
岳
目
立

2
E
)

が
、
「
政
府
の
命
令
に
よ
り
、
そ
の
直
接
の
職
員
(
由
自
由

m
g
z
B
E
E
S互
に
よ
っ
て
、
お
よ
び
国
庫
の
資
金
を
も
っ
て
(
国
〈
町
三
四
回
問
。
ロ
合

門
吉
吋
H
b
∞。片目
ν
己
主
芯
)
執
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
活
動
」
に
行
政
行
為
(
白
2
2
L
u
包
B
Z
E
s
t
oロ
)
の
資
格
を
賦
与
し
、
こ
の
よ
う
な
「
行
政

行
為
」
を
す
べ
て
司
法
裁
判
所
の
審
理
か
ら
除
外
し
て
い
た
乙
と
か
ら
も
、
推
察
さ
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
共
和
八
年
以
後

の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
司
法
裁
判
所
と
の
聞
の
訴
訟
審
理
権
限
の
分
配
に
つ
い
て
、

主
要
な
役
割
を
果
し
た
二
つ
の
概
念
が
存
在
す
る
。

は
リ

そ
の
一
は
、
先
述
し
た
一
七
九

O
年
八
日
一
六
日
l
二
四
日
の
法
律
お
よ
び
共
和
三
年
実
月
一
六
日
の
法
律
に
い
う
「
行
政
行
為
」
の
概

フランス行政法成立史

念
で
あ
り
、
他
の
一
は
、
後
に
は
訴
訟
審
理
権
限
の
分
配
に
つ
い
て
の
役
割
を
判
例
上
果
し
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
当
初
に
お
い
て

は
か
な
り
強
く
そ
の
意
義
を
主
張
さ
れ
た

一
七
九

O
年
七
月
一
七
日
|
八
月
八
日
の
法
律
お
よ
び
一
七
九
三
年
九
月
二
六
日
の
デ
ク
レ

こ
の
二
つ
の
概
念
の
意
義
お
よ
び
そ
の
採
用
、

不
採
用
を
め
ぐ
っ

に
い
う
国
家
債
務
(
】
w

百
三
佐
古
仲
間
口
同
)
の
概
念
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
司
法
裁
判
所
と
の
聞
に
、
判
例
上
の
対
立
、
抗
争
を
生
じ
、
そ
の
対
立
、
抗
争
を
め
ぐ
っ
て
、
行
政
権
と
司
法
権

と
の
聞
の
訴
訟
審
理
権
の
分
配
の
原
理
の
修
正
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
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説

一
九
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
つ
い
て
、

そ
の
進
化
を
次
の
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
て
い
る
。
そ
の
第
一

オ
1
リ
ュ
ウ
は
、

の
時
期
は
、
一
八
一
八
年
ま
で
の
時
期
で
あ
り

こ
の
時
期
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
内
密
な
下
拙
耐
え
(
色
白
Z
E
t
c口
出
向
日
伊
丹
凸
)
の
期
間
で

論

あ
っ
て
、
人
民
も
行
政
も
行
政
法
に
つ
い
て
殆
ど
知
識
を
有
せ
ず
、
判
決
も
公
開
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

一
の
政
治
団
体
と
考
え
ら
れ
、

主
政
復
古
(
見
g
E
C
H白
台
。
ロ
)
の
初
期
に
お
い
て
は
、
攻
撃
を
'
づ
け
て
い
た
た
め
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
対

す
る
謂
疑
の
念
が
存
在
し
、

さ
う
に
、
行
政
法
に
つ
い
て
の
注
目
す
べ
き
著
作
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

一
八
一
八

そ
の
第
二
の
時
期
は
、

年
の
マ
カ
レ
ル

(YEBB-)
の
「
行
政
判
例
試
論
」
(
何
回
印
色
白
骨

Y
H
-
4
2
L
2
2
包
B
B
E
E
C〈
巾
)
の
公
刊
後
の
行
政
判
例
お
よ
び
行
政

法
の
公
開
(
告
〈
口
一

m
E
S
)
の
時
期
で
あ
っ
た
。

マ
カ
レ
ル
、
グ
エ
ラ
ン
ド
(
。

b
Eロ仏。)、

コ
ル
ム
ナ
ン
(
の
C
口
出
町
包
口
)
の

乙
の
時
期
に
は
、

三
人
が
、
公
法
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
法
曹
家
ニ
ロ

E
n
g
E
-
Z田
)
と
し
て
活
動
し
、
現
代
行
政
法
の
三
人
の
始
祖

(
F
2
5窃

g
ロ
止
お
と
の

役
割
を
呆
し
て
お
り
、
多
く
の
著
作
が
公
刊
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
そ
の
第
三
の
時
期
は
、
一
八
六

O
年
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
組

織
の
時
代
(
ロ
ロ
巾

1
z。仏巾【円
2
m同
ロ
ル
印
同
門
芯
主
で
あ
り
、
パ
ト
ピ
イ
(
∞
巳
ZO)、
ダ
レ
ス
ト

(
H
P
U
由
同
町
田
豆
、
ラ
フ
エ
リ
エ

I
ル
(
円
戸
田
町
四
片
岡
H
P
H
m
)
、

オ
1
コ
ッ
ク
「
K
F
ロロ
cn)
、
お
よ
び
デ
ユ
ク
ロ
ッ
ク
(
ロ
ロ
ロ

8
2
)
ら
の
諸
学
者
が
、

そ
の
理
論
を
展
開
し
、

活
動
し
た
時
期
で
あ
る

ぅ
。
本
書
に
お
い
て
は
、

主
と
し
て
.
行
政
権
と
司
法
権
と
の
訴
訟
審
理
権
の
分
配
を
判
例
上
の
発
展
を
中
心
に
探
究
す
る
と
と
を
目
的

と
す
る
の
で
、

必
ず
し
も
右
の
オ

1
リ
ュ
ウ
の
区
分
に
従
う
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
発
展
の
段
階
を
念
頭

に
お
き
つ
つ
、
本
章
お
よ
び
次
章
に
お
い
て
、
「
行
政
行
為
」
と
「
国
家
債
務
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
司
法
裁
判
所
の

判
例
の
対
立
、

お
よ
び
権
限
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
そ
の
統
一
の
動
向
に
つ
い
て
探
究
し
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
の
一
で
あ

る
権
威
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
に
関
す
る
理
論
の
生
成
、
展
開
、

お
よ
び
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
一
の
手
が
か
り
を
得
る
と
と
に
し
た

し、
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(1) 

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
論
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
J
・
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
は
、
一
七
九
O
年
八
月
一
六
日
1

ご
四
日
の
法
律
お
よ
び
共
和
三
年
実
月
一

六
日
の
法
律
に
つ
い
て
、
「
確
か
に
こ
れ
ら
の
法
文
の
効
果
(
{
釦
ヲ
)2bo)
は
、
元
来
、
行
政
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
全
部
の
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
禁
止
を

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
判
例
お
よ
び
学
説
が
『
行
政
行
為
』
の
概
念
か
ら
採
択
し
て
き
た
そ
の
後
の
解
釈
す
ω
百

g
G忌
S
巴口口
ω
E
R
E丘〈ぬと

に
よ
っ
て
か
な
り
変
っ
て
き
た
、
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
-
F
出向日同
F
P
E
W
C司
・
円
一
?
"
冨
色
白
ロ
問
。

Z
ぬ関口
-Enow
巴
ω印
wu-
色。・

冨
・
出
E
H
F
-
F
U
O
日出向。円自由巳
Cロ
門
田
口
母
。
民
包
日

5
5
5片
岡
町
片
岡
田
口
自
国
広
島
。
吉
岡
田
可
出
口
〈
H
H
Y
H
g
u
w
Q
H
F
-
v
R
0・ド
4
0
5
F
。℃・

2
・】】
-NNH-

(2) 

行
政
裁
判
所
制
度
の
歴
史
的
概
況

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
章
に
お
い
て
は
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
限
の
分
配
の
原
理
の
修
正
を
、
判
例
を
通
し
て
探
究
す
る
こ

と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
そ
の
も
の
の
立
場
も
、

そ
の
時
代
の
裁
判
所
制
度
の
機
構
と
相
関
連
す
る
と
こ

ろ
が
多
く
、

ま
た
そ
の
機
構
の
不
備
な
時
代
に
お
い
て
は
、
市
民
に
対
す
る
行
政
の
法
的
な
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
行
政
裁
判
所
た

る
コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
、
そ
の
組
織
お
よ
び
手
続
を
全
く
無
視
し
て
考
察
す
る
乙
と
は
、
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
原
理
の
発
展
に
言
及
す
る
に
先
立
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
コ
ン
セ

く
わ
し
く
立
入
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

イ
ユ
・
デ
タ
の
諸
制
度
の
概
況
に
つ
い
て
、
簡
単
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

け

(1) 
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
の
時
代

フランス行政法成立史

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
下
で
共
和
八
年
に
創
設
さ
れ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
訴
訟
事
件
の
審
理
の
み
な
ら
ず
、
広
く
立
法
上
行
政
上
の
権
能

を
有
し
て
い
た
山
乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
個
人
的
な
諮
問
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
し
℃
財
政
・
立
法
・
軍
事
・
海

事
・
お
よ
び
内
務
の
五
つ
の
部
(
回
目
口
氏
。
ロ
印
)
に
分
け
ら
れ
、
当
初
は
、
そ
の
構
成
員
と
し
て
、

が
各
部
に
配
属
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
行
政
訴
訟
事
件
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
総
会
に
報
告
し
、

一
種
類
の
二
九
名
の
評
定
官
(
n
S
3
}
-
R
a

そ
の
解
決
案
を
提
出

こ
れ
ら
の
各
部
の
任
務
と
さ
れ
、

そ
の
活
動
に
お
い
て
、
純
行
政
的
な
事
件
と

す
る
の
は
、
す
べ
て
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
と
同
様
に
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説

訴
訟
事
件
と
の
聞
に
多
か
れ
少
な
か
れ
理
論
上
の
区
別
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
の
事
件
が
従
う
形
式
に
つ
い
て
は
何
ら
の

差
異
も
存
在
せ
ず
、
訴
は
一
た
ん
大
臣
に
向
け
て
提
出
さ
れ
、
大
臣
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
報
告
の
移
送
に
よ
っ
て
の
み
コ
ン
セ
イ
ユ
に
係

論

属
し
、

そ
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
手
続
は
訴
訟
の
要
素
を
さ
え
保
証
す
る
こ
と
な
く
、

て
、
充
分
な
保
障
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
い
と
の
よ
う
な
行
政
訴
訟
手
続
の
状
況
の
下
に
、
と
の
裁
判
的
な
手
続
の
欠
如
は
、
被
審
判
者
に
対
し

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
す
で
に
共
和
十
年
に
訴
訟

の
た
め
に

ま
た
元
老
院

(ω2巳
)
も
、
共
和
一
二
年
花
月
に
、
自
由
の
有
効
な
保
障

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
組
織
の
改
正
意
見
を
表
明
し
勺
だ
が
統
領
制
の
下
で
は
、
乙
の
点
に
つ
い
て
何
ら
の
改
善
も
さ
れ
な

の
判
断
に
お
け
る
私
益
の
保
護
の
形
式
に
有
利
な
発
言
を
し

〉
コ
こ
。

ふ
H
N

て
チ
J

こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
け
る
組
織
お
よ
び
手
続
の
改
正
の
要
望
は
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
皇
帝
へ
の
就
任
後
、
彼
の
発
議
に

も
と
づ
く
一
八

O
六
年
六
月
一
一
日
お
よ
び
周
年
七
月
二
二
日
の
二
つ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
デ
ク
レ
は
、
従
来

の
組
織
お
よ
び
手
続
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
を
改
善
し
て
い
お
ま
ず
第
一
に
、
被
審
判
者
が
、
大
臣
の
報
告
を
請
求
す
る
こ
と
な
し
に
、

直
接
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
。

つ
い
で
第
二
に
、
裁
判
的
形
式
を
強
制
す
る
意
思
の
下
に
、
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
に
弁
護
士
宮
〈
。
g
g
)
の
制
度
を
再
建
し
た
。

こ
の
弁
護
士
の
任
務
は

口
頭
の
弁
論
(
主
同
年
。
庄
町
号
丘
町
)
を
行
う
乙
と
な

く

一
方
の
当
事
者
の
た
め
に
請
求
お
よ
び
訴
訟
書
類

(
B
E
5
5∞
)
に
記
名
し
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
書
記
局
(
回
目
円

Hbgユ
巳
ぬ

EbE})

に
対
し
て
文
書
(
宮

P
2凹
)
を
伝
達
し

後
述
す
る
訴
訟
委
員
会
に
お
け
る
予
審
お
よ
び
手
続
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
行
う
排
他
的

な
権
利
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
真
の
弁
護
士
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
代
訴
士
宮

g忌
印
)
に
近
い
が
、
こ
の
弁
護
士
は
大
臣
以
外
の

す
べ
て
の
被
審
判
者
に
対
し
て
強
制
さ
れ
た
。
ま
た

乙
の
弁
護
士
の
要
求
は
、
当
事
者
の
考
慮
に
よ
っ
て
さ
れ
た
手
続
行
為
の
矯
正
の

確
保
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
性
質
上
受
理
さ
れ
え
な
い
訴
の
提
起
を
阻
止
し
、

訴
を
前
も
っ
て
法
過
す
る

(mrs『
)
乙
と
を
目
的

さ
=
り
に
、
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と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た

〈

7
V

と
い
・
つ
。

コ
ン
セ

そ
し
て
第
三
に

乙
の
点
が
一
八

O
六
年
に
さ
れ
た
改
革
の
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
、

イ
ユ
・
デ
タ
に
二
つ
の
階
級
に
分
れ
た
調
査
官
(
白
色
昨
日
目
仏

E
H
Z
E
E
)
と
聴
聞
官

(
E
E
2
3
)
が
お
か
れ

(
4
4
民
弥
げ
は
、
一
飢
軒
目
咋
は
叩

司
法
大
臣
に
よ
っ
て
主
宰

は
共
和
一
一
年
芽
イ

月
一
九
日
の
布
告
」

さ
れ
た
一
つ
の
訴
訟
委
員
会

(
C
5
8
5
5
5
5ロ
仏
ロ

gロ
g
E
-
2
H
)
が
置
か
れ
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
内
部
に
、
六
名
づ
つ
の
調
査
官
お
よ
び
聴
聞
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

こ
の
委
員
会
に

訴
訟
事
件
の
予
審
を
行
い
、
総
会

(-・

2
2
5
E常
的
古
今
回

r)
に
報
告
を
提
出
す
る
任
務
を
負
わ
せ
た
。

し
た
が
っ
て
、
行
政
訴
訟
事
件
は
、
乙
の
報
告
に
も
と
づ
き
、
大

臣
お
よ
び
評
定
官

(
8
5
2
-
-
g
円
開

E)
の
出
席
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
総
会
で
決
定
さ
向
~
皇
帝
に
そ
の
決
定
が
提
議
さ
れ
ふ
9
ひ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
訴
訟
委
員
会
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
案
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
実
際

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
訟
委
員
会
そ
れ
自
身
は
、

に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
最
も
多
く
と
の
案
に
賛
成
し
て
い
た
、

何
ら
の
裁
判
権
限
を
も
有
せ
ず
、
固
有
の
意
味
で
の
コ
ン
セ
イ
ユ
の
部
を
構
成
す
る
も
の
で
も
な
く
、
総
会
の
単
一
の
裁
判
権
に
付
属
す

る
訴
訟
事
件
の
準
備
の
た
め
の
補
助
機
闘
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
外
観
的
な
構
造
に
も
拘
ら
ず
、

し
か
し
な
が
ら
、

乙
の
訴
訟
委
員
会

は
、
一
八
一
二
年
以
後
、

そ
れ
に
二
名
の
破
致
院
の
構
成
員
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
、

ζ

の
委
員
会
の
予
算
は
コ
ン
モ
イ
ユ
・
デ
タ
の
予
算
か

そ
の
構
成
の
司
法
化
も
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
起

(寸

ら
分
離
さ
れ
て
司
法
省
の
総
予
算
中
に
別
個
の
章
を
形
成
す
る
な
ど
、

フランス行政法成立史

源
以
来
、
乙
の
上
級
行
政
裁
判
所
の
真
の
機
関
で
あ
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
立
法
お
よ
び
高
等
行
政
の
事
項
に
つ
い
て
の
作
業
が
拡
大

長
く
討
論
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
委
員
会
の
提
議
し
た
決
定
を
承
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

さ
れ
て
く
る
に
従
い
、
総
会
は
、

の
訴
訟
委
員
会
の
予
審
の
進
行
は
、

司
法
大
臣
の
裁
量
に
よ
る
と
と
ろ
が
多
く
、
ま
た
訴
訟
的
な
性
格
を
有
す
る
事
件
が
緊
急
性
そ
の
他

の
性
質
を
理
由
に
し
ば
し
ば
純
行
政
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
す
べ
て
の
訴
訟
事
件
が
と
の
手
続
に
従
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

と
の
一
八

O
六
年
の
改
正
は
、

そ
の
効
果
は
か
な
り
削
減
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が

そ
れ
で
も
な
お
将
来
の
拡
張
の
可
能
性
を
も
た
ら 乙
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説

し
、
先
の
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
、
極
め
て
大
き
な
進
歩
を
な
し
遂
げ
て
い
討
要
す
る
に
、

こ
の
訴
訟
委
員
会
は
、
後
に
独
立
し
た

固
有
の
行
政
裁
判
権
を
行
使
す
る
今
日
の
訴
訟
部
(
印

2
5ロ
仏
己
円
。
ぇ

g丘
町
長
)
の
前
身
で
あ
り
、
法
律
的
な
観
点
を
優
位
な
立
場
に
お
こ

論

う
と
す
る
乙
の
委
員
会
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
努
力
に
よ
っ
て
、

「
そ
の
作
業
は
、
私
益
に
重
大
な
保
障
を
与
え
て
、
い
く
つ
か
の
点
に
お

い
て
、
行
政
法
を
発
展
さ
せ
殆
ど
創
設
し
た
重
要
な
判
例
の
出
発
点
と
な
つ
か
は
の
で
あ
り
、

こ
の
一
八

O
六
年
の
デ
ク
レ
に
よ
る
行
政

裁
判
手
続
の
改
革
は
、
後
述
す
る
一
八
コ
二
年
の
改
革
と
な
ら
ん
で

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
裁
判
手
続
の
根
源
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

乙
の
時
期
に
お
い
て
は
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
間
の
法
文
上
に
現
わ
れ
た
訴
訟
事
件
の
権
限
の
分
配
は
、
先
の
制
度
の
も
と
に
あ
っ

た
状
態
、
す
な
わ
ち
コ
ン
セ
イ
ユ
¥
テ
タ
の
創
設
当
時
と
、
殆
ん
ど
変
つ
て
は
い
な
い
。

た
だ
次
の
二
点
に
つ
い
て
の
み
、
権
限
の
分
配
が

法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、
共
和
一

O
年
に

主
要
道
路
交
通
違
反

2
2
8
E
5
5巳
5
5
r
唱
g
r
g
E巾
)

の
第
二
は

そ
の
判
断
権
が
行
政
裁
判
所
に
お
か
れ
た
点
で
あ
り
(
北
川
ト
問
一
説
月
)
、
そ

公
共
の
た
め
の
収
用
事
件

(}2
由
民
田
町

2
門
可
良
一
胃
。
官
EHFOロ
句
。
己
円

2
5
0
L・
5
己伊丹昨日)ロ
Z
Z
E
)
の
審
理

に
関
す
る
事
件
の
審
理
が
、
通
常
裁
判
所
か
ら
排
除
さ
れ
て
、

一
八
一

O
年
に
、

が
、
行
政
裁
判
所
か
ら
除
外
さ
れ
て
、
通
常
裁
判
所
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
後
の
点
の
修
正
は
、

も
っ
ぱ
ら
私
益
の
尊
重
の

配
慮
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

(1) 

と
の
当
時
の
コ
ン
セ
イ
ユ
ユ
ア
タ
の
立
法
上
行
政
上
の
職
権
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
法
律
の
作
成
が
あ
り
、
乙
の
時
代
に
お
い
て
は
、
議
会
は
、
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
法
律
を
承
認
ま
た
は
担
否
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
立
法
上
の
業
績
と
し
て
、
か
の
有
名

な
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
編
纂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
ο
そ
の
職
権
の
第
ご
に
、
公
行
政
に
関
す
る
命
令
(
芯
包
O
B
O
E
《可邑
B
E
E
g
z
cロ
切
口

Z
E
5
)

の
作
成
が
あ
り
、
こ
の
他
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ

L
ア
タ
は
、
行
政
の
事
項
に
つ
い
て
、
個
別
的
な
諮
問
に
応
じ
、
そ
の
勧
告
を
発
し
て
い
た
。

と
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
「
統
領
た
ち
の
指
揮
の
下
に
」
直
接
お
か
れ
、
大
臣
に
属
す
る
機
関
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
は
、

(2) 
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(5) (4) (3) 

統
領
た
ち
、
な
い
し
は
む
し
ろ
唯
一
の
真
の
国
の
長
た
る
第
一
統
領
で
あ
っ
た
ナ
ポ
レ
ン
に
直
属
す
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
吋
・

ω
2
H
S
f
Z
2
D由白

白
ロ
〈
H
H
F
Cロ
-
2
仏
b
r
z
Z
L
E
の
Cロ
E
H
-
L・
開
S
F
何

E
L
2
2
ロ
Dロロ
HHMOロ
Z
W
H由人日一
wv
円}・

Z
N
-

(ur・
ロ
ロ
H
J
E
H
L
W
H
W
Z
ι
g
m
E吋-白

(UCロ
Z
己
円
間
宮
丹
ロ
山
HVC一bcロ
-opghHmwu
℃・

4
N
2
℃

NN印凶一山由・

(ur・同
)
E
M
E
L
-
戸

o
h
c口
nzoロロ
E
固
め
口
同
仏
巳
の
CDω
ぬ
ニ
ハ
で
同
雷
同
口
白
℃
c-bc=一o
p
H由日
hp
℃・人民
w
日一円・

乙
の
勧
告
は
、
「
コ
ン
セ
イ
ユ
ユ
プ
タ
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
エ
プ
タ
へ
の
訴
が
法
律
に
よ
っ
て
市
民
に
関
か
れ
て
い
る
す
べ
て
の
場
合
に
、
市
民
が
そ
れ
に
直

接
提
起
し
、
か
つ
市
民
が
彼
等
に
対
置
さ
れ
て
い
る
手
段
を
認
識
し
う
る
よ
う
な
方
法
で
、
組
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
」
と
い
う
。
(
リ
}
プ
ロ
c
gロ
L
U

HL凸
向
。
ロ
ロ
巴
C口口出
B
S
F
同M
・印
Hl印
N-

(ur・
り
E
Eロ
L
W
F。
向
。
ロ
ロ
巴
Oロ
ロ
四
日
開
口
♂
]
凶
・
印
、
吋

2
∞

乙
の
目
的
の
た
め
に
、
一
八

O
六
年
七
月
一
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
の
第
四
九
条
は
、
弁
護
士
に
対
す
る
懲
戒
罰
(
宮
5
2
L
2
n王
宮
田
弓

2
)
の
適
用
を
規
定

し
、
弁
護
士
が
「
訴
訟
に
な
ら
な
い
事
件
を
訴
訟
と
し
て
提
起
し
、
ま
た
は
他
の
機
関
の
権
限
で
あ
る
事
件
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
J

ア
タ
に
提
起
し
た
」
と

き
、
そ
れ
が
再
度
に
わ
た
る
場
合
に
は
す
ロ
ロ
g
L
O
弘
巳
L守
巾
)
、
免
職
処
分
ま
で
な
し
う
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
こ
の
目
的
で

こ
の
制
裁
が
適
用
さ
れ
た
事
例
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
帝
国
の
下
で
は
、
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
懲
戒
罰
は
、
王
政
復
古

(
H
N
B
Z
E
s
t
-ロ
)
の

政
府
の
下
で
は
、
適
用
さ
れ
た
例
が
あ
り
、
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
章
一
一

(2)
註
回
参
照
。

ソ
オ
ベ
ル
は
、
乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
手
続
の
進
化
に
つ
い
て
、
一
八
世
紀
の
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
は
ま
だ
採
用
さ
れ
て
い
な
い
理
由
を
付
会
れ

た
決
定
(
己
ロ
ぬ

Lb巳
巴
Dロ
B
c
t乱
立
を
要
求
さ
れ
て
い
る
乙
と
、
お
よ
び
訴
訟
委
員
会
に
お
い
て
、
真
の
対
審
的
な
審
理
(
己
ロ
巾
芯
ロ
g
r
r
5
2
2
2
3ロ

B
E
E
L
E
-
-
Z
)
の
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
乙
と
を
力
説
し
、
乙
の
進
化
は
、
公
法
の
歴
史
に
お
い
て
、
基
本
的
な
段
階
を
し
る
す
も
の
で
あ
る
、
と

説
い
て
い
る
o

H
，・

ω
2
5
r
c
-
v・
口
広
・
目
立
2

2
仏
C
E
S
B
F
Sち
w

℃
-
豆
町
l
E叶・

乙
の
訴
訟
事
件
の
決
定
は
、
皇
帝
の
承
認
を
経
て
、
皇
帝
の
デ
ク
レ
の
形
で
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
点
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
ユ
ア
タ
に
よ
っ
て
提

出
さ
れ
た
案
に
対
す
る
承
認
を
桓
絶
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
至
っ
て
稀
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
冨
-

F2051HMぬ
E
Y』
.
早
ば
ロ
♂

(UDロ
∞
何
回
一
円
開
宮
仲
間
同
』
己
ロ
L
5
C
C
D目
白
LEE-ω
百
回
昨
日
ぐ
巾
♂
日
v・
NU・

乙
の
時
代
の
コ
ン
セ
イ
ユ
エ
ア
タ
に
お
け
る
訴
訟
手
続
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
裁
判
手
続
の
原
型
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
手
続
を
簡
単
に
紹
介
し
て

お
く
乙
と
に
し
よ
う
。
乙
の
訴
訟
手
続
は
糾
問
的
。

Z
E岳
C
町
立
で
あ
り
、
そ
の
手
続
の
第
一
一
は
訴
の
形
成
に
あ
る
。
こ
の
訴
の
形
成
に
は
二
つ
の

場
合
が
あ
り
、
そ
の
第
一
一
は
大
臣
に
よ
っ
て
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
で
、
こ
の
場
合
に
は
、
大
臣
の
報
告
書
お
よ
び
書
類
は
、
司
法
大
臣
を
経
て
、
コ
ン

セ
イ
ユ
エ
プ
タ
の
書
記
局
に
送
ら
れ
る
。
大
国
以
外
の
人
(
市
民
、
市
町
村
等
)
か
ら
訴
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、
攻
撃
す
る
処
分
の
通
知
の
受
理
後
三
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カ
月
以
内
に
、
弁
護
人
の
記
名
さ
れ
た
訴
が
書
記
局
に
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
は
登
録
さ
れ
て
、
週
ご
回
、
事
件
の
明
細
書

を
付
レ
て
司
法
大
臣
に
送
付
さ
れ
、
訴
訟
委
員
会
に
係
属
さ
れ
て
聴
聞
官

(Eeお
日
田
)
の
悶
に
配
分
さ
れ
る
。
乙
の
訴
は
、
停
止
の
要
求
が
な
い
限

り
、
原
処
分
ま
た
は
判
決
に
対
す
る
停
止
的
効
果
を
有
し
な
い
。
乙
の
訴
が
国
の
行
政
役
務
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
書
記
局
は
相
手
方
に

そ
れ
を
文
書
で
通
知
す
る
が
、
訴
が
国
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
に
は
、
訴
は
必
ず
し
も
被
告
に
通
知
さ
れ
な
い
。
乙
の
際
に
、
国
が

原
告
ま
た
は
被
告
で
あ
る
場
合
に
は
、
大
臣
は
、
訴
訟
の
対
象
に
関
す
る
文
書
を
訴
訟
委
員
会
に
送
付
す
る
。
ま
た
、
訴
が
大
臣
の
報
告
に
よ
っ
て
係
属

し
た
と
き
に
は
、
司
法
大
臣
は
、
利
害
当
事
者
に
行
政
的
な
形
式
で
そ
の
旨
を
通
知
す
る
が
、
こ
の
際
、
大
臣
の
報
告
は
決
し
て
通
知
さ
れ
な
い
。
係

属
し
た
訴
を
通
知
さ
れ
た
被
告
は
、
一
五
日
か
ら
ご
カ
月
の
期
間
内
に
弁
護
士
を
選
任
し
、
防
禦
に
そ
な
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
告
に
さ
ら
に
反

駁
す
る
権
能
お
よ
び
被
告
に
再
反
駁
す
る
権
能
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
の
反
駁
は
司
法
大
臣
の
裁
量
に
属
し
、
事
件
が
明
白
と
な
れ
ば
中
止
さ
れ

る
。
こ
の
訴
の
他
に
、
訴
訟
委
員
会
に
対
し
て
訴
訟
書
類
を
送
付
す
る
と
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
に
、
そ
の
余
地
が
あ
れ
ば
、
調
査
官
に
よ
る
文

書
の
検
証
、
当
事
者
の
訊
問
も
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
乙
の
よ
う
江
訴
訟
に
従
事
す
る
当
事
者
の
活
動
は
、
訴
訟
委
員
会
の
集
会
へ
の
準
備
手
続
の
要

素
を
構
成
す
る
に
す

E
沿
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
予
審
が
終
了
す
る
と
、
訴
訟
委
員
会
は
集
会
し
、
聴
聞
官
が
報
告
し
、
討
論
の
後
に
、
調
査
官
お
よ

び
司
法
大
臣
の
多
数
決
に
よ
っ
て
、
訴
訟
委
員
会
の
立
場
、
訴
訟
に
つ
い
て
の
勧
告
を
決
定
す
る
。
こ
の
事
件
の
明
細
書
は
、
毎
週
、
司
法
大
臣
に
よ

っ
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
審
理
に
服
し
、
そ
こ
で
調
査
官
に
よ
り
訴
訟
委
員
会
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
案
が
報
告
さ
れ
た
後
に
、
評
議
を
経
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
が
決
定
さ
れ
る
。
乙
の
評
議
お
よ
び
決
定
に
は
、
報
告
し
た
調
査
官
も
参
加
し
、
投
票
権
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
経
過
で
決
定
さ
れ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
案
は
、
原
案
の
報
告
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
上
で
、
皇
帝
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
承
認
を
経
て
、
判
決
が

確
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
も
と
で
の
コ
ン
セ
イ
ユ
ユ
ア
タ
の
訴
訟
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
わ
「
・
ロ
ロ
E
H
M
L
W
H
h
め
問
。
ロ
又
芯
ロ
ロ
ω白
内
ロ
HW

匂・

8
1吋
品
・
参
照
。

(
U
F
Oロ
吋
戸
口
門
「
戸
内
問
。
ロ
2
5ロ
ロ
何
日
開
口
f

句・
E
H
・

(
u
r
・
ロ
ロ
同
国
ロ
L
W
H
h
h
w

問
。
口
口
t
c
ロ
ロ

O
B
S
F
℃
・
印
吋
印
∞
・

同
・
戸
ω問
。
同
丘
町
ク
斗
E
X
P
F
H
-
-
u
・
N
H
叶・

(
u
r
・
ロ
ロ
同
出
口
《
Y
H
h
⑦
問
。
口
口
巴
2
5
0
5
0ロ
f

司・出(〕
l

由印・

F
-
〉ロ
ncna
円、
o
n
c
ロ
mo--
円
開
門
出
同
凶
〈
白
E
E
Lぬ℃
=
U
H
吋∞山由

L
2・
口
同
・
ゎ
r・
7

同y
m
w
u
m
w
品
-
n伊丹件℃臼円

ω
の
R
Gロ
P
2
v
-
n
H
H
-

一y
仏印。
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王
政
復
古
(
刃
向
田
窓
口
門
主
O
ロ
)
の
時
代

こ
の
時
代
は
、
行
政
裁
判
所
、
特
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
と
っ
て
、
最
も
苦
難
の
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
が
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、
帝
国
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
機
関
で
あ
っ
た
乙
と
、

お
よ
び
最
高
の
行
政
裁
判
所
と
し

て
、
亡
命
貴
族
の
財
産

(
-
g
E
2
5
仏

g
b
Eぬ
広
三
お
よ
び
国
有
財
産
(
号
B
包ロ
2
ロ
主

8
2
H
)
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
法
律
の
適
用
に
協

一
八
一
五
年
以
後
で
さ
え
、

の
と
し
て
保
護
し
て
き
た
と
と
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
一
部
の
人
々
は
、
一
八
一
四
年
の
憲
章
(
わ
「
出
立
巾
)
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・

力
し

乙
の
使
命
を
続
行
し
、
固
有
財
産
の
売
却
(
日
2
5
E
g
E
H
5
5
-
2
)
の
効
果
を
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も

J

ア
タ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
裁
判
所
と
し
て
適
法
な
存
在
を
有
せ
ず
、
帝
国
の
瓦
解
に
よ
っ

て
実
際
上
廃
止
さ
れ
た
法
律
に
の
み
依
拠
し
て
い
る
。
と
非
難
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

ζ

の
時
代
に

お
い
て
は
、
統
領
制
ま
た
は
帝
国
の
下
に
お
け
る
よ
う
な
重
要
性
を
有
し
な
か
っ
た
。

乙
の
時
代
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
七
月
王
国
政
府
の

下
で
は
、
大
臣
た
ち
は
、
少
く
と
も
一
審
に
お
け
る
行
政
訴
訟
に
対
し
て
一
般
的
な
権
限
を
有
す
る
真
の
裁
判
官
(
芯
ロ

g
z
g
y
m布団

r
p
s
z
o
g
Bロ
ロ
三
ubm阻止

L
Z
Sロ
Z
E
-
E
H
包
B
Z
E
E
E
)
で
あ
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
控
訴
審
と
し
て
の
裁
判
権
限
を
有
す

る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
評
定
官

(g口
出
向
去
四
円
凹
)
お
よ
び
調
査
官
(
自
由
W
B
L
E
B
ρ
忠
芯
印
)
は
、

そ
の
名
簿
か
ら
の

フランス行政法成立史

除
去
に
よ
っ
て
、
三
カ
月
ご
と
に
将
棋
盤
の
駒

2
2
1
p
n
g
円
円
ロ
ロ
斥
E
S巳
m
H
)

の
よ
う
に
容
易
に
コ
ン
セ
イ
ユ
か
ら
排
除
さ
れ
う
る
の

で
、
安
定
し
た
地
位
を
有
す
る
も
の
で
は
な
ぺ
(
一
一
一
一
ト
鐸
机
月
)
。
し
た
が
っ
て
、

か
5

い
し
言
わ
れ
る
の
も
、
ま
た
当
然
の
情
勢
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

乙
の
時
代
の
判
例
は
、
多
く
の
臆
病
さ
を
現
わ
し
て
い
v

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
も
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
訴
訟
事
件
の
数
は
以
前
よ
り
も
増
加
し
て
い
た
。

そ
し
て
二
部
の
人
々

だ
が

lま

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
余
り
に
広
い
訴
訟
権
限
を
非
難
し
た
。
実
際
、

そ
の
当
時
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
は
、
攻
撃
の
対
象
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説

と
さ
れ
て
い
る
処
分
の
準
備
に
協
力
し
た
メ
ム
パ

1
や
大
臣
た
ち
が
、

弁
護
士
は
文
書

総
会
に
お
け
る
訴
訟
事
件
の
評
議
に
参
加
し

(
B
b
B♀
門
町
田
)
を
提
出
す
る
乙
と
の
み
許
さ
れ
、
報
告
は
総
会
で
非
公
開
で
朗
読
さ
れ
る
な
ど
、

そ
の
組
織
に
欠
陥
が
あ
り
、
行
政
が
同
時

論

に
裁
判
官
で
あ
り
か
つ
当
事
者
で
あ
る
と
と
を
許
容
し
、
被
審
判
者
に
充
分
な
保
障
を
与
え
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
一
部
の
人

々
、
特
に
旧
貴
族
階
級
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
対
す
る
反
感
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
そ
の
も
の
の
制
度
の
不
備
か
ら
、

こ
の
時
代
に
お
い

て
は

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
訴
訟
権
限
の
領
域
を
制
限
し
よ
う
と
い
う
論
や
、

AU6
』

か
な
り
有
力
に
唱
え
ら
れ
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
行
政
裁
判
所
と
し
て

さ
ら
に
は
、

の
機
能
の
廃
止
を
主
張
す
る
論
も
、

一
九
二
八
年
に
は
、
予
算
審
議
の
際
に
そ
の
経
費
を
否
決
す
る
提
案
が

出
さ
れ
る
な
ど
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
共
和
八
年
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
の
最
も
大
き
な
存
続
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
存
続
の
危
機
は
、
結
果
的
に
み
れ
ば

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
人
々
に
与
え
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
廃
止
す
る
代
り
に
、

ζ

れ
に
有
効
な
改
正
を
惹
起
し
、
そ
の
機
構
な
ら
び
に
手
続
を
整
備
し
、

か
え
っ
て
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
を
強
固
な
ら
し
め
る
発
端
と
な
っ
た
。

こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
機
構
改
革
の
ま
ず
第
一
は
、
権
限
争
議

(
n
g
E
Z
)
に
関
す
る

法
令
の
制
定
で
あ
っ
た
。
大
革
命
後
の
執
政
府
に
よ
っ
て
行
政
的
な
目
的
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
た
こ
の
権
限
争
議
の
手
段
は
、

ナ
ポ
レ
オ

ン
の
も
と
で
財
産
権
お
よ
び
個
人
的
権
利
に
関
す
る
事
件
の
審
理
を
司
法
裁
判
所
に
復
帰
さ
せ
る
な
ど
、

そ
の
濫
用
は
か
な
り
避
け
ら
れ

て
い
た
が

乙
の
時
代
に
再
び
濫
用
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

一
八
二
八
年
六
月
一
目
の
玉
令
官
丘
。
ロ
ロ

E
B
)
は

ア
ン
リ
オ

ン
・
ド
・
パ
ン
セ
(
国
g
H
F
O
口
骨
可
同
ロ
田
町
可
)
を
長
と
し
、

る
べ
く
立
法
さ
れ
、

コ
ル
ム
ナ
ン
(
の

OEMS-ロ
)
を
報
告
者
と
し
て
、
乙
の
権
限
争
議
の
濫
用
を
矯
正
す

乙
の
権
限
争
議
の
判
断
権
を
破
虫
院
と
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
の
ど
ち
ら
に
与
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
討
論
し
た
後
、
破

致
院
に
こ
の
判
断
権
を
認
め
る
な
ら
ば
行
政
の
特
権
を
危
く
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
も
し
も
対
立
が
生
じ
た
場
合
に
罷
免
し

え
な
い
司
法
権
が
示
し
う
る
危
険
性
と
を
考
慮
し
て
、
こ
の
権
限
争
議
の
判
断
権
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
委
ね
た
。
な
お
、
こ
の
権
限
争
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(寸フランス行政法成立史

議
に
関
す
る
立
法
と
同
時
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
内
部
の
構
成
お
よ
び
手
続
に
関
す
る
改
革
も
準
備
さ
れ
た
が
、
そ
の
完
成
を
み
な
い

間
同

ζ
f
l
 七
月
革
命
が
勃
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(1) 

乙
の
時
代
の
コ
ン
セ
イ
ユ
エ
ア
タ
に
つ
い
て
は
、
参
照
し
う
る
文
献
が
少
く
、
そ
の
大
部
分
の
叙
述
を
、
開
・
戸
山
内
2
吋
Fbzw
、『吋阻止
b-
℃

-
N
N出
lNU品
-
-

O
R
Cロ
F
H
u
g
m
F
L
Y
品
目
品
企

ω
・
(
U
F
F
b
o
E
E
r
F
O
(
U
G
E
E
-
q
F
E
5
5
g
m
g
E
E
o
c
o
p
H
C
S
お
よ
び
渡
辺
宗
太
郎
・
前
掲
、
「
行
政
法
に
於

げ
る
全
体
と
個
人
」
一
一
一
回
九
頁
以
下
、
に
よ
?
に
。
し
た
が
っ
て
、
特
殊
な
主
張
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
著
書
の
個
々
の
引
用
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

革
命
時
の
法
律
は
、
亡
命
貴
族
の
財
産
(
農
地
)
を
国
有
化
し
て
売
却
し
た
(
一
七
九
三
年
一
二
月
ご
八
日
の
法
律
等
)
。
そ
し
て
後
に
こ
れ
ら
の
土
地
に

つ
い
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
エ
プ
タ
は
、
そ
れ
に
対
す
る
補
償
の
問
題
は
別
と
し
て
、
こ
の
農
地
の
売
却
の
効
果
を
否
定
し
売
却

さ
れ
た
農
地
を
取
上
げ
る
こ
と
を
絶
対
に
容
認
し
な
か
っ
た
事
実
を
指
す
。
と
の
国
有
財
産
の
売
却
の
問
題
お
よ
び
経
過
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
・

前
掲
書
・
五
八
三
頁
以
下
に
く
わ
し
い
。

。
・
戸
内
-vcER唱。匂
-
n
x
-
u
-
ω
ω
m
w・

た
だ
し
、
一
八
三
四
年
八
月
ご
六
日
の
王
令
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
特
別
の
王
令
に
よ
っ
て
の
み
寵
免
さ
れ
る
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
地
位
の
安
定
性
を

与
え
た
と
い
う
。
だ
が
、
乙
の
状
態
は
、
一
八
ご
八
年
一
一
月
五
日
の
王
令
に
よ
っ
て
旧
に
復
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
ユ
プ
タ
の
判
例
の
臆
病
さ
は
、
他
万
、
大
胆
な
上
訴
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
起
す
る
弁
護
士
に
、
罰
金
(
回
目
g
ι
σ
)
お
よ
び
職
務
の

停
止
を
定
め
る
一
八

O
六
年
七
月
一
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
の
第
四
九
条
に
よ
る
弁
護
士
の
懲
戒
罰
の
適
用
の
点
に
現
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
一
八
一
一
一
一
年
か

ら
一
八
ご
五
年
に
か
け
て
の
多
く
の
判
決
は
、
行
政
の
自
由
裁
量
行
為
(
白
2
2
仏
ぬ
匂
口
同
町
民
B
E
Z可
E
5ロ
)
と
考
え
ら
れ
、
訴
訟
救
済
を
受
け
ら
れ

な
い
判
決
に
対
し
て
、
越
権
訴
訟
を
提
起
し
た
弁
護
士
に
罰
金
が
謀
せ
ら
れ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
政
裁
判
所
の
廃
止
論
と
し
て
、
一
八
ご
八
年
の
フ
ロ
イ

REm-5)
の
主
張
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
彼
は
租
税
、
公
事
業
、
契
約
お

よ
び
国
の
金
銭
的
義
務
に
関
す
る
紛
争
の
大
部
分
を
司
法
裁
判
所
に
移
送
し
、
公
権
力
行
為
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
請
求
を
、
大
臣
の
責
任
と
議
会
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
、
政
府
に
移
す
こ
と
を
提
議
し
た
と
い
う
。
乙
の
ブ
ロ
イ
の
主
張
に
対
し
て
、
一
八
八
一
年
に
、
ジ
ロ
ン
は
行
政
訴
訟
事
件
の

民
事
裁
判
所
へ
の
出
訴
は
行
政
権
と
司
法
権
と
の
分
立
上
許
き
れ
な
い
か
ら
、
行
政
裁
判
所
の
禁
止
の
唯
一
の
結
果
は
、
請
願
権
の
訴
訟
の
権
利
へ
の

代
雷
、
す
な
わ
ち
行
政
に
よ
る
請
願
(
間
5
2
2
H
邑
B
E
E
S
E
)
の
過
度
の
拡
張
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
り
、
権
利
救
済
の
途
を
閉
ざ
し
、
私
権
は

い
か
と
る
保
障
を
も
有
し
な
く
な
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。
の
弓
2
5
C
P
Q
F
U・
怠
N
2
印・ロ
C
E
B
B
Oロ
ゲ
匂
・
念
日
・

(2) (4) (3) (5) (6) 
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(7) 

こ
の
権
限
争
議
に
関
す
る
王
令
は
、
そ
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
争
議
の
提
起
権
を
知
事
の
み

に
限
定
し
、
最
終
審
の
判
決
後
の
そ
の
提
起
を
禁
止
し
、
刑
事
事
項
に
お
け
る
そ
の
提
起
を
禁
止
し
、
矯
正
的
事
項
に
つ
い
て
の
そ
の
提
起
を
一
定
の

場
合
の
み
に
限
定
し
、
無
権
限
の
抗
弁
に
よ
る
場
合
に
の
み
司
法
裁
判
所
に
よ
る
そ
の
提
起
を
可
能
と
し
た
こ
と
、
な
ど
が
こ
れ
で
あ
り
、
こ
の
他
、

そ
の
手
続
な
ど
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。

論

(3) 
七
月
王
国
政
府
の
時
代

ζ

の
時
期
に
お
い
て
も

一
八
三

O
年
の
憲
章
も
、

コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ
は
法
制
度
上
何
ら
の
有
利
な
庇
護
の
下
に
お
か
れ
て
お
ら
ず
、

一
八
一
四
年
の
そ
れ
と
同
様
に

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
つ
い
て
、
何
ら
の
言
及
を
も
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
革
命
後
、

八

八
年
に
行
政
裁
判
所
の
廃
止
を
主
張
し
た
プ
ロ
イ
が
文
部
大
臣
会
問
匂

2
B門
EF--mp
で
山
口
え

E
口昨日
0
ロ
℃
ロ
ゲ
ロ
宮
内
)
に
就
任
し
、

コ
ン
セ
イ

ユ
ニ
ア
タ
を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
彼
の
も
と
に
、
一
八
三

O
年
八
月
以
来
、
一
つ
の
委
員
会
が
お
か
れ
、

こ
の
委
員
会
に
お
い
て

コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ
に
つ
い
て
の
法
律
案
の
準
備
、
お
よ
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
制
度
の
改
正
が
、
研
究
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
委
員

会
は
、

ま
ず
、
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
の
作
業
を
停
止
す
る
こ
と
は
当
事
者
を
苦
し
め
そ
の
利
益
を
危
く
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、

緊
急
措
置
と

し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
職
権
を
暫
定
的
に
維
持
し
た
。

日
の
王
命
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。

つ
い
で
、
多
く
の
重
要
な
改
革
が
一
八
ご
二
年
二
月
二
日
お
よ
び
三
月
一
こ

こ
の
王
令
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
改
革
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
訴
訟
を
評
議

す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
会
議

2
2
忠

B
2目
)
は
公
開
の
法
廷

E
2
2
L
-
g
n
g
℃己
Z
5
5印
)
と
な
り
、

そ
乙
で
、
当
事
者
の
弁
護
士
が

口
頭
に
よ
る
意
見

(
L
g
o
g
q
S
F
)ロ
加
。

zr与
を
陳
述
す
る
乙
と
が
認
め
ら
れ
た
。
第
二
に
、

一
名
の
調
査
官
か
ら
な
る
一
の
検
察

(ロロ

B
Z
E々
の
℃

Z
E口
)
の
制
度
が
設
置
さ
れ
、

法
廷
で
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
論
告
す
る
な
。
ロ
ロ
Z
B
)
使
命
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。

乙
れ
が
現
在
の
い
わ
ゆ
る
政
府
委
員
(
の

G
E
E
-
a包
括
骨
の
。
己
〈

2
5
5
8仲
)
の
論
告
(
円
。
ロ
ロ

-
5古
口
)
の
制
度
の
発
端
で
あ
り
、

こ
の
王
令

で
は
、
行
政
の
側
の
防
禦
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
当
初
か
ら
、

乙
の
論
告
は
法
律
と
彼
の
良
心
と
に
従
つ
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て
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
第
三
に
、
事
件
を
よ
り
迅
速
に
進
捗
さ
せ
る
た
め
に
、
各
五
人
の
評
定
官
か
ら
な
る
二
つ
の
部
(
印
白
色
。
ロ
凹
)

に
区
分
さ
れ
た
の
。

B
E
r
吉
田
巴

B
邑
B
E
a
H
E
Z
m
と
呼
ば
れ
る
訴
訟
委
員
会
宮
町

nog-P山門
F
g
E
B巴
2M)
が
お
か
れ
、
訴
訟
事
件

は
、
以
前
と
同
様
に

乙
の
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
に
よ
る
審
理
官

5
5巳
2
2
5ロ
含
同
再
開
)
の
後
に
、

コ
ン
セ
イ
ユ
の
総

会
に
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が

と
の
総
会
の
構
成
に
重
大
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
活
動
行
政
の
代
表
者
で
あ
る
特
別
役

務
の
評
定
官

(
}
2
2
5
2
F
B
L
U
阿
佐
伊
丹

g
m
m
2
-口
町
内
注
目
。
門
会
ロ
包
括
)
お
よ
び
訴
訟
の
方
法
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
決
定
に
つ
い
て

評
議
し
た
委
員
会
に
属
す
る
通
常
役
務
の
構
成
員

(
-
2
5
2
M
F
g
仏
ロ
∞
四
円
三
日
。
丘

-E-5)
は
、
も
は
や
訴
訟
事
項
に
お
け
る
コ
ン
セ
イ

ユ
の
評
議
に
参
加
す
る
権
利
を
も
た
ず
、

そ
の
評
議
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

乙
の
一
八
三
一
年
の
王
令
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
改
正
は
、

八
三
九
年
九
月
一
八
日
の
王
令
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
採
用
さ
れ
た
。

と
の
一
八
三
九
年
の
王
令
は
、
訴
訟
事
項
の
判
断
に
つ
い
て
新

し
い
規
定
を
殆
ん
ど
含
ま
な
い
が
、
訴
訟
委
員
会
の
二
つ
の
部
の
区
分
を
廃
止
し
て
一
と
し
た
と
と
、
お
よ
び
乙
の
委
員
会
の
主
宰
が
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
副
長
官
(
三
口
0

・官昨日正

g同
)
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
の
主
と
し
て
二
点
に
お
い
て
、

一
八
三
一
年
の
王
令
と
相
違
し
て
い

る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
王
令
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
改
正
は
二
八
四
五
年
七
月
一
九
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
組
織
法
律
と
し
て

l→ 

可
決
さ
れ
、

一
九
=
二
年
の
王
令
以
来
、

一
四
年
ぶ
り
に
、
法
律
と
し
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

フランス行政法成立史

乙
の
よ
う
に
、

七
月
革
命
の
政
府
の
下
に
お
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
組
織
お
よ
び
手
続
に
つ
い
て
重
要
な
改
革
が
さ
れ
、

の
裁
判
権
の
欠
如
の
二
点
に
お
い
て
、

乙
の
時
代
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
裁
判
官
の
身
分
の
保
障
お
よ
び
そ
の
固
有

な
お
司
法
裁
判
に
お
け
る
保
障
に
及
び
え
な
い
が
、
実
質
的
に
は
、
乙
の
二
つ
の
機
関
の
聞
に
は
、

の
司
法
化
に
向
け
て
大
き
く
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

市
民
に
対
す
る
保
障
と
い
う
点
で
は
、
殆
ん
ど
差
異
が
存
し
な
く
な
っ
た
、
と
言
つ
で
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
事
実
、
「
乙
の
改
正
の
経

験
の
数
年
後
に

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
お
よ
び
破
致
院
の
弁
護
士
た
ち
は
、
破
致
院
に
お
け
る
の
と
同
様
の
保
障
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の .? 、
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説

前
に
見
出
し
た
、

と
発
表
し
て
満
足
し
て
い
る
、
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

七
月
王
国
政
府
の
下
で
は
、
行
政
裁
判
所
の
権
限
と
さ
れ
る
事
項
は
、

個
別
的
な
法
律
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
訴
訟
の

論

こ
の
時
代
に
は
一
つ
の
進
化
が
見
ら
れ

フ
-
フ
ン
ス

こ
の
よ
う
な
進
化
と
し
て
、
今
日

方
法
お
よ
び
手
続
に
関
す
る
面
か
ら
み
て
も

に
お
け
る
行
政
訴
訟
の
一
の
主
た
る
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
越
権
訴
訟

(rH巾
g
z
g
℃。

R
m
E宮
骨
宮
口

g
g
の
利
用
の
品
目

及
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
来
、

こ
の
越
権
訴
訟
の
理
論
は
、
統
領
制
お
よ
び
王
政
復
古
の
下
に
お
い
て
は
、

知
事
の
決
定
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
の
決
定
が
、

司
法
裁
判
所
、
行
政
裁
判
所
、
県
参
事
会
ま
た
は
大
臣
の
権
限
を
侵
す
が
ゆ
え
に
、
無
権
限
で
あ
る
と
す
る
訴

に
限
定
さ
れ

と
の
よ
う
な
越
権
訴
訟
を
認
め
る
判
決
は
、

王
政
復
古
の
下
で
は
殆
ど
見
出
せ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
越

そ
し
て

権
訴
訟
に
つ
い
て
の
理
論
が
学
説
上
に
最
初
に
出
現
し
た
の
は
、

一
八
二
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
コ
ル
ム
ナ
ン
の
「
行
政
法
の
諸
問
題
」

(
0
5
E。
口
問
仏
町
内
町
C
H
門
包
-
B
5
5
2
t円
)
と
題
す
る
著
者
の
第
三
版
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の
越
権
訴
訟
は
、

一
八
二
九
年
に

コ
ン
セ
イ

ユ
ム
ア
タ
の
判
例
上
に
お
い
て
、
そ
の
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
、
そ
の
判
例
は
、

法
文
に
よ
れ
ば
最
終
的
と
さ
れ
て
い
る
軍
隊
の
募
集
の

た
め
に
お
か
れ
た
徴
兵
検
査
官
(
』
ロ
弓
常
持
〈
2
5ロ
)
の
決
定
に
対
し
て
、
何
ら
の
法
文
に
準
拠
す
る
乙
と
な
し
に
、
こ
の
越
権
訴
訟
を
受

理
し
市
こ
の
よ
う
な
越
権
訴
訟
の
手
段
の
拡
大
は
、
当
然
に
そ
の
法
文
の
根
拠
を
探
究
す
る
。
そ
し
て
遂
に
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
J

ア
タ
は
、

一
八
三
二
年
に
、
行
政
的
事
項
に
つ
い
て
無
権
限
の
請
求
を
国
王
に
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る
一
七
九

O
年
一

O
月
七
日

l
一
四
日
の
法

と
の
越
権
訴
訟
に
つ
い
て
判
決
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

律
を
根
拠
と
し
て
、

乙
の
越
権
訴
訟
の
手
段
は

乙
の
時
代

す
で
に

に
お
い
て
、

一
つ
の
例
外
的
な
手
続

(CZ
官
。

n
E
2
2円
2
8宮
町
)
ロ
)
で
は
な
く
な
り
、
王
政
復
古
の
時
代
の
制
限
的
な
弁
護
士
に
対
す

る
制
裁
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
よ
り
自
由
な
判
例
に
よ
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
、
行
政
機
関
の
権
限
お
よ
び
そ
の
行
為
の
適
法
性

(
F
Eぬ
Z
Fユ
広
)

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
。
そ
し
て
、

に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

乙
の
安
易
か
っ
一
般
的
な
越
権
訴
訟
の
手
段
の
使
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用
の
容
認
は

けフランス行政法成立史

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
訴
訟
制
度
を
整
備
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
市
民
の
救
済
を
容
易
な
ら
し
め
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

(4) (3) (2) (1) 

Hw-
門出『ぬ円円
Fb円。
u
吋
g
x
b
w
H・
H
・
-u
・
N
U品
Nω
∞・

渡
辺
宗
太
郎
・
前
掲
・
行
政
法
に
於
け
る
全
体
と
個
人
、
一
二
五

O
頁。

円、.〉ロロ
0
3
Fゆ
ロ
Dロ
Z
ロ
円
開
宮
仲
立

-
2
2
n
D
E
E
M
5
5・
0凶
口
宮
内
回
口
市
D
E
4
5
-
F
H・
?
同
Y
H
Y
E広
官
民
の
町
C
E
r
cヲ
口
町
・

MM-
品印∞-

こ
の
行
政
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
拡
大
さ
れ
た
事
項
と
し
て
は
、
県
お
よ
び
市
町
村
の
行
政
に
選
挙
に
よ
る
代
表
者
を
加
入
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
設
け

ら
れ
た
、
地
方
団
体
に
つ
い
て
の
選
挙
訴
訟
の
県
参
事
会
へ
の
付
託
、
村
道
お
よ
び
鉄
道
に
つ
い
て
の
税
お
よ
び
補
助
金
に
関
す
る
訴
訟
事
件
な
ど
が

あ
る
。
肘
-
F白
内

RH-PHmu
。同)・円一円
-
H・
H-
司・

N品
HNhHN-

F-
〉己
g
n
w
《

U
C丘
小
日
ロ
門
町
田

ω
ロ
ニ
-
m
L
g
g
E
H
2
5ロ
2
r
ι
H
C
F
H
包
E
2
5片
sch・
ω

E
・
5
∞
♂
同
・
同
・
℃
・
日
H
N
2
回
-

H

同・。円四
g
f
(
U
Oロ
お
ロ
片
岡
自
己
阿
国
ι
5
5
2可
S
F
P
Z
-
回
目
円
・
匂
・
呂
町
・

開
-
F
出向。円己和円。恥

c-u・
n
-
?
?
]
「℃・

N
品H
・

乙
の
他
、
行
政
訴
訟
手
続
に
関
す
る
分
野
に
お
い
て
、
訴
訟
の
費
用
に
つ
い
て
、
一
八
三
三
年
四
月
一
一
一
日
の
財
政
に
関
す
る
法
律
が
、
直
接
税
の
事

項
に
つ
い
て
さ
れ
た
県
参
事
会
の
決
定
に
対
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
エ
プ
タ
へ
の
上
訴
に
つ
い
て
、
手
続
に
関
す
る
す
べ
て
の
費
用
を
免
除
し
て
い
る
の
が
、

特
に
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(8) (7) (6) (5) 

行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
限
分
配
に
関
す
る
判
例
の
対
立
と
そ
の
傾
向

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
訴
訟
制
度
は
、
権
力
分
立
の
原
理
に
も
と
づ
き
、

司
法
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
の
二

元
的
構
成
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
行
政
裁
判
手
続
を
徐
々
に
改
善
し
、

一
般
私
法
の
規
律
と
異
る
行
政
法
を
形
成

そ
の
判
例
を
通
し
て
、

し
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
、

こ
の
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
の
権
限
の
分
配
を
規
制
し
た
の
が
大
革
命
当
時
に
制
定
さ
れ
た
権
力
分
立

に
関
す
る
諸
法
規
で
あ
り

こ
れ
ら
の
法
規
の
解
釈
を
通
し
て
、

そ
の
権
限
分
配
の
理
論
が
判
例
お
よ
び
学
説
上
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
乙
の
権
力
分
立
に
関
す
る
諸
法
規
の
解
釈
は
、
歴
史
的
に
一
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
当
初
の
時
期
に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
の
正
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説

当
化
は
全
く
実
際
的
な
考
慮
か
ら
導
か
れ
、
論
理
的
な
体
系
で
行
政
裁
判
の
説
明
を
総
合
化
し
よ
う
と
は
し
て
お
ら
ず
、

一
八
四

O
年
の

論

コ
ル
ム
ナ
ン
の
著
書
に
よ
っ
て
も
、
権
限
分
配
に
つ
い
て
の
法
律
的
理
論
を
た
て
る
ζ

と
は
避
け
ら
れ
て
お
り
、
権
限
分
配
の
問
題
は
訴

訟
事
項
の
各
部
門
別
に
分
離
し
て
研
究
さ
れ
て
い
る
、
と
い
勺
そ
し
て
、
判
例
上
に
お
い
て
も
、
権
限
の
分
配
に
つ
い
て
、
行
政
裁
判

所
と
司
法
裁
判
所
と
の
両
機
関
の
見
解
が
対
立
し
て
い
た
時
代
も
稀
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
八
七
二
年
に
権
限
裁
判
所
が
再
建
さ
れ
た
時

期
ま
で
の
聞
は

乙
の
二
つ
の
裁
判
所
の
判
例
は
殆
ん
ど
常
に
何
ら
か
の
点
に
お
い
て
対
慌
を
見
せ
て
い
た
、

と
一
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い

こ
の
権
力
分
立
を
規
定
す
る
諸
法
規
の
内
容
は
、
当
初
の
法
文
の
形
式
的
な
解
釈
か
ら
、
次
第
に
よ
り
実
質
的

こ
の
よ
う
に
し
て

な
意
義
を
考
慮
し
た
解
釈
へ
と
進
展
し
、

一
般
私
法
の
規
律
と
相
異
る
行
政
法
の
分
野
を
確
定
し
、

そ
の
内
部
で
の
理
論
的

そ
の
位
相
田
末
、

な
体
系
化
に
貢
献
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ζ

の
大
革
命
期
の
両
裁
判
所
の
権
限
分
配
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
原
則
と
し
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、

国
家
債
務
の
原
理
の
採
用
の
有
無
と
行
政
行
為
の
意
義
と
が
問
題
と
さ
れ
侵
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、

乙
の
二
つ
の
概
念
の

判
例
上
の
採
用
の
有
無
お
よ
び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
時
代
を
追
っ
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(1) 
共
和
五
年
か
ら
共
和
一
一
年
(
一
八

O
三
年
)
ま
で
の
時
期

Mい

権
限
分
配
に
つ
い
て
の
基
準
原
理

大
革
命
期
の
権
力
分
立
に
関
す
る
法
規
の
制
定
以
来
、
行
政
権
の
側
で
は
、

乙
の
権
力
分
立
を
最
も
厳
格
に
解
釈
し
て
き
た
。

と
の
趣

旨
は
、
執
政
府
の
も
と
で
極
め
て
明
確
に
宣
言
さ
れ
て
お
り
、

行
政
行
為
の
解
釈
、
お
よ
び
共
和
六
年
雪
月
二
日
の
執
政
府
の
布
舎
が
、
「
国
庫
(
ぽ
吋
忠
由
。
同
)
に
対
す
る
賠
償
請
求

(
5
3
r
r
B由
巳
C
ロ

g

乙
の
こ
と
は
、
先
述
し
た
共
和
五
年
芽
月
二
日
の
執
政
府
の
布
告
に
よ
る

百
円
同
町

B
E
R山)は、

そ
の
性
質
上
純
行
政
的
な
事
項
で
あ
り
、

国
庫
を
裁
判
所
の
な
す
が
ま
ま
に
お
く
ζ

と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
疑
い
の
な
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い
と
こ
ろ
で
あ
る
、
」
と
規
定
し
て
い
る
乙
と
か
ら
も
、
推
察
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
権
力
分
立
の
厳
格
な
適
用
を
主
張
す

国
庫
に
関
す
る
訴
訟
事
件
を
純
行
政
的
な
事
件
と
考
え
、
当
初
か
ら
、
国
家
債
務
の
原
則
を
権
限
分
配
の
基
準
と

る
行
政
権
の
側
で
は
、

し
て
採
用
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
、

乙
の
態
度
を
踏
襲
し
て
、
一
七
九

O
年
八
月
一
六
日
二
四
日
の
法
律
お
よ
び
共
和
三
年
実
月
一

あ
る
い
は
共
和
五
年
芽
月
二
日
の
執
政
府
の
布
告
を
理
由
に
、
あ

る
い
は
国
庫
の
未
払
い
の
債
務
に
つ
い
て
規
制
す
る
一
七
九

O
年
七
月
一
七
日
|
八
月
八
日
の
法
律
を
援
用
し
て
、
行
政
に
関
す
る
訴
訟

六
日
の
法
律
に
い
う
「
行
政
行
為
」
の
概
念
を
掛
酌
す
る
乙
と
な
く
、

事
件
の
審
理
に
つ
い
て
の
司
法
裁
判
所
の
無
権
限
を
、
形
式
的
か
つ
広
汎
に
容
認
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
よ
う
な
行
政
裁
判
所
の
側
の
判
例
の
態
度
に
対
し
て
、

司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、

そ
の
点
を
必
ず
し
も
明
白
に
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
こ
の
時
代
に
す
で
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
相
異
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。
司
法
裁
判
所
の
側
で
も
、
国
庫
に
対
す
る
す
べ
て

の
請
求
に
つ
い
て
、

司
法
裁
判
所
の
無
権
限
を
容
認
す
る
こ
と
に
異
議
が
存
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

ζ

の
占
山
は
、

た
と
え
ば
、
破
致
裁
判

所
有
ロ
ゲ
ロ
ロ
包
含
(
U
山
田
印
戸

2
0
ロ
)
の
検
事
総
長
(
胃

C
2
5
5
m
E
b円
急
で
あ
り
革
命
期
の
法
律
の
最
も
権
威
の
あ
る
註
釈
者
の
一
人
で
あ
っ

寸

た
メ
ル
ラ
ン
(
冨
R
-
5
)
が
、
「
今
日
、
裁
判
所
は
国
家
が
債
務
者
で
あ
る
と
宣
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
訴
訟
を
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
原
理
が
存
在
す
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
瞭
K
う
か
が
う
と
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
司
法

フランス行政法成立史

裁
判
所
の
無
権
限
を
容
認
す
る
際
に
、
国
家
債
務
に
関
す
る
法
文
に
根
拠
を
求
め
ず
、
権
力
分
立
に
直
接
的
に
そ
の
根
拠
を
求
め
、

九

O
年
八
月
一
六
日
|
二
四
日
の
法
律
お
よ
び
共
和
三
年
実
月
一
六
日
の
法
律
を
引
用
し
、

そ
れ
ら
の
法
律
に
の
み
準
拠
し
、
共
和
五
年

芽
月
二
日
の
執
政
府
の
布
告
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
権
力
分
立
に
つ
い
て
の
法
律
の
解
釈
に
関
す
る
部
分
の
み
を
保
持
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。

(ロ)

行
政
行
為
の
概
念
の
意
義

七
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説

:
ま
み
れ
，
刀

と
の
よ
う
な
二
つ
の
裁
判
所
の
聞
の
準
拠
法
文
の
差
異
に
も
拘
ら
ず
、

乙
の
時
代
に
お
い
て
は
、
実
際
的

そ
れ
ら
の
判
例
は
、

な
結
果
に
何
ら
の
差
異
を
も
生
ぜ
し
め
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
の
と
と
は
、
そ
の
当
時
の
司
法
裁
判
所
が
、
行
政
事
件
の
範
時
に
入
る
「
行

論

そ
の
監
督
の
下
に
そ
の
直
接
の
職
員
に
よ
っ
て
、

お
よ
び
国
庫
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
資

政
行
為
」
の
概
念
を
、
政
府
の
命
令
に
よ
っ
て
、

金
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
活
動
、
す
な
わ
ち
、
共
和
五
年
芽
月
二
日
の
執
政
府
の
布
告
と
同
意
義
に
解
釈
し
て
い
た
の
で
、
結

果
的
に
み
れ
ば
、
国
家
債
務
の
原
則
を
適
用
し
た
の
と
全
く
同
一
で
あ
っ
た
、
と
い
う
理
由
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
当

国
有
林
(
ゲ
包
∞

E
E。
E
Z阿
)
の
一
落
札
入
(
包
古
岳

B
E吋
巾
)
の
固
に
対
す
る
補
償
請
求
、
政
府
の
職
員
ま
た

時
の
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、

は
雇
員
官
官

E
E
H
V
H
S
E
e
k対
し
て
支
給
さ
れ
た
物
品
の
代
金
の
支
払
い
に
関
し
て
債
権
者
の
側
か
ら
政
府
の
職
員
ま
た
は
雇
員
に

対
し
て
提
起
し
た
訴
、
国
の
倉
庫

(Bお
g
u
g
)
に
運
搬
さ
れ
た
食
料
品
志
向
口
広
何
回
)
の
供
給
の
た
め
に
政
府
職
員
に
よ
っ
て
振
出
さ
れ
た
為

替
手
形
(
冨
昨
日
常

nrg官
B
B
C
の
支
払
要
求
、
固
に
対
し
て
さ
れ
た
物
品
供
給
の
た
め
に
政
府
職
員
に
よ
っ
て
裏
書
さ
れ
た
す
。

5
R
5
)

為
替
手
形
に
関
す
る
請
求
な
ど
に
つ
い
て
、
す
べ
て
司
法
裁
判
所
の
無
権
限
を
容
認
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
判
決
か
ら
も
推
察
さ
れ
る

乙
の
時
代
の
行
政
行
為
の
概
念
は
、
「
行
政
機
関
の
相
異
る
行
為
の
聞
の
す
べ
て
の
区
別
を
阻
止
し
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
全
く
・
無

差
別
に
司
法
権
限
か
ら
引
き
去
む
」
こ
と
に
あ
り
、
特
別
の
法
律
が
許
容
し
て
い
る
場
合
の
他
は
、
司
法
裁
判
所
は
、
公
行
政
に
対
し
て
提

よ
v

つ
に

起
さ
れ
た
訴
を
一
切
判
断
す
る
乙
と
が
で
き
ず
、
そ
の
行
政
行
為
は
、
形
式
的
な
意
味
で
の
行
政
の
行
為
(
で

R
R
仏

iw
包

g
s
E
E
t
g
)、

す
な
わ
ち
、
行
政
の
職
員
が
そ
の
職
務
の
行
使
と
し
て
行
う
す
べ
て
の
行
為
と
し
て
、
定
義
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(2) (1) 

ト
『
・
∞
ロ
牛
耳
w
戸
田
ロ
O
B
}
)合
巾
ロ
ロ
白

P
H
〈

U
Cロ
田
町
己
円
間
宮
同
町
ロ
日
出
己
中
B
L
m
w
n
c
E
g
z
w
S
N
m
w
w
同】・

H
N
5・

コ
ク
ラ
ン
は
、
国
家
責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
訴
訟
事
件
が
行
政
の
権
限
と
宣
言
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
理
由
と
し
て
援
用
さ
れ
た
動
機
と
し
て
、
こ

の
国
家
債
務
の
概
念
、
行
政
行
為
の
容
在
、
お
よ
び
国
家
責
任
に
特
有
な
制
度
の
寄
在
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
o

円
穴

0
2
Z
Z
W
C
E名
B
E
E
F広

L
m
で
何
雷
同
⑦
ロ

L
o
r
c
a
仏
何
回
ロ
C
E
H
g
r
己
目
で
釦
ロ
〈
口
H
U
H∞吋
UE・H申印、吋
WHV・
ロ
∞
・
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凶
リフランス行政法成立史

(4) (3) 

前
述
、
第
一
一
章
一
参
照
。

宮
2
ロロ
w
H
N
8
2
5町内
u〈
owooHHO
℃
E
Z
5
E
m
w
n
E
七
日
開
-
F出向。

5
P円。唱、
H，E
E
L
-
r
-
v・
5
甲
・
こ
の
司
法
裁
判
所
の
立
場
は
、
国
家
債
務
の

理
論
を
容
認
す
る
と
い
う
よ
ち
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
国
家
債
務
を
宣
言
さ
せ
る
た
め
の
訴
訟
は
、
行
政
行
為
を
審
理
す
る
訴
訟
に
包
含
さ
れ
る
か

ら
、
司
法
裁
判
所
は
そ
れ
に
つ
い
て
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

共
和
一
一
年
収
獲
月
八
日
の
破
致
裁
判
所
の
判
決
は
「
改
府
の
命
令
に
よ
す
て
、
そ
の
命
令
の
も
と
で
そ
の
職
員
に
よ
っ
て
、
お
よ
び
国
庫
の
資
金
に

よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
活
動
が
、
当
然
に
行
政
事
件
中
に
お
か
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
己
原
告
の
請
求
に
つ
い
て
商
事
裁
判
所
は
権
限
を
有

し
な
い
、
と
判
決
し
て
、
暗
歎
の
う
ち
に
、
行
政
事
件
の
限
界
に
つ
い
て
共
和
五
年
芽
月
二
日
の
執
政
府
の
布
告
の
解
釈
に
従
っ
て
い
る
。
。
g
r
(
U
Z
-

∞
B
2
2
L
C円
M
H・
F
白
σ
c
z円
内
ダ
∞
一
月
同
十
円
-
H・
(HSH
リハロ
)u
日》・∞
Nω-

HN・(リ
rω
日u
E
w
m
g
H
M
Gロ
ZσM-Eb
℃
Er--』
己
由
。
片
岡
om℃D
口

ω白
Z
-】
忠
℃
ユ
〈
bpHmw印
少
同
y
k
p
u
i
印。・

1

門戸
σ・
《
】
伶
わ
国
師
団
・
コ
]
門
}
M
2
8五
2
u
〈
口
w
H
M
g浮
w
∞
同
月
ア

FH--YNωω
・

叶
ロ
『
-
Lめ
の
凶
器
・
口

5
2田正
2
U〈
w(UOBB2ω

牛
己
問
。
ロ
〈
R
P
ω
H
S
U
C
H
-
H・匂・

2
H・
メ
ル
ラ
ン
が
、
月
S

2ぢ
一
尽
に
お
い
て
国
家
を
債
務
者
で

あ
る
と
宣
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
司
法
裁
判
所
が
無
権
限
で
あ
る
と
言
明
し
た
と
き
に
、
引
用
さ
れ
た
判
決
と
言
わ
れ
て
い
る
u

こ
の

部
分
の
註
凶
参
照
。

叶
ユ
σ・内]白わ白印印・

H印
B
g
m
H仏
C円
以
"
ロ
己
目
VORA-
巳
5
v
c
同-H--u・
ghH・

叶
ユ
寸
-
L
O
(
U
B回・∞

5
2
ω
F
L
G円
以
ア

ω弓
a
u
F
H・
℃
・
∞
NU・
前
出
、
註
凶
の
事
件
。

門
戸
え
2
ロ

pzw、吋『巴丹
bu
同-
H

・
℃
・
品
吋
吋

HN・
(urωHvzmwC司・

n
x・℃・品印・

(5) (8) (7) (6) (12) (1首位。 (9)(2) 
共
和
一
二
年
(
一
八

O
四
年
)
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
の
期
間

(イ)

市
町
村
行
政
に
関
す
る
行
政
行
為
概
念
の
修
正

こ
の
よ
う
な
大
革
命
期
以
来
の
権
限
分
配
の
基
準
と
し
て
の
行
政
行
為
の
概
念
の
形
式
的
な
解
釈
は
、
間
も
な
く
、

司
法
裁
判
所
の
側

か
ら
判
例
上
放
棄
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
が
、
共
和
一
二
年
草
月
一
五
日
の
破
致
裁
判
所
の
ヴ
ア
ル
ド
レ

そ
し
て
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説

イ
事
件
(
〈
白
}
骨
円
。
可
)
の
判
決
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
件
は
、
市
町
村
か
ら
私
人
に
そ
の
使
用
を
特
許
さ
れ
た
水
の
利
用
権
に
つ
い
て
の
争
い

で
あ
っ
た
が
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
検
事
総
長
で
あ
っ
た
メ
ル
ラ
ン
は
、
被
告
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
特
許
(
}
白

gロ
2
8
5ロ
)
は
市
町
村

論'

会
が
市
町
村
の
財
産
を
賃
貸
す
る
賃
貸
借

2
2
Z
Z
)
と
同
一
の
性
質
の
行
為
で
あ
り
、

こ
の
特
許
は
権
力
の
行
使
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
財
産
事
業

(
F
H
b
mぽ
仏

g
z
g由
)
に
属
す
る
か
ら
、
治
安
判
事
は
提
起
さ
れ
た
こ
の
占
有
権
に
関
す
る
訴
訟
(
て

2
5ロ
3
2
2
8
5
)

に
つ
い
て
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
裁
判
所
も

こ
の
メ
ル
ラ
ン
の
見
解
を
容
れ
て

乙
の
よ
う
な
訴
訟
に
つ
い
て

法
裁
判
所
は
審
理
権
限
を
有
す
る

市
町
村

(
g
B自
己
口
町
)
に
よ
っ

と
判
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ヴ
ア
ル
ド
レ
イ
事
件
の
判
決
は

て
さ
れ
た
水
の
利
用
の
特
許
に
基
因
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
争
い
で
あ
り
、
歴
史
的
社
会
的
な
伝
統
か
ら
市
町
村
を
私
人
と
し
て
国
の
場

合
と
対
置
し
て
考
え
る
市
町
村
私
人

(
g
S
E
E
m
-出
g
oロ
ロ
叩
耳
目
芯
昂
)
の
概
念
も
存
在
し
て
い
た
の
で
、

こ
の
概
念
の
影
響
を
全
く
無
視

こ
の
判
決
に
よ
っ

し
て
考
え
る
と
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
先
述
し
た
メ
ル
ラ
ン
の
主
張
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
と
も
か
く
も
、

て
、
行
政
の
一
切
の
行
為
の
審
理
を
司
法
裁
判
所
か
ら
排
除
す
る
趣
旨
の
行
政
行
為
の
形
式
的
な
解
釈
は
放
棄
さ
れ
、
行
政
の
行
為
の
性

質
に
着
目
し
た
行
政
行
為
の
概
念
の
芽
生
え
を
観
取
す
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
破
致
裁
判
所
の
判
決
は
、
一
八
一
七
年
の
ル

カ
ル
デ
事
件

(FmgEι)
の
判
決
が
、
「
市
町
村
の
た
め
に
市
場
(
ぽ
∞
宮
口
2
2
5
R
n
z
m
)
に
お
け
る
徴
収
権
を
一
私
人
に
与
え
る
徴
税

に
関
す
る
請
負
は
、
そ
の
請
負
が
、
市
町
村
の
名
で
市
長
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
、
県
知
事
の
承
認
(
若
宮

cgtg)を
え
て
い
た
と
し
て
も
、

乙
の
行
為
の
意
味
お
よ
び
解
釈
を
決
定
す
る
権

そ
の
後
の
破
設
院
の
大
部
分
の
判
例
の
採
用
す
る
と
と
ろ
と
な
り
、
若
干
の
例
外
的
な
判

決
が
行
政
行
為
の
概
念
の
形
式
的
な
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
結
果
、
市
町
村
行
政
の
賃
貸
借
、
売
買
の
ご
と
き
行
為
は
、

行
政
行
為
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
行
政
機
関
に
訴
え
る
必
要
な
し
に
、

限
を
有
す
る
」
旨
を
判
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

乙
の
行
政
行
為
の
概
念
か
ら
除
去
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

司
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こ
の
よ
う
な
司
法
裁
判
所
の
側
か
ら
開
始
さ
れ
た
市
町
村
行
政
の
行
政
行
為
概
念
の
修
正
の
動
向
は
、
や
が
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
、
同
様
な
修
正
が

コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
の
判
例
上
に
実
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
ず
、

一
五
年
一
一
月
二

O
日
の
リ
シ
ユ
ウ
事
件

B
E
5
Z
)
の
判
決
に
お
い
て
、
「
市
町
村
会
に
よ
っ
て
さ
れ
た
不
動
産
の
賃
貸
借
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は

解
釈
が
行
政
裁
判
に
留
保
さ
れ
る
行
政
行
為
で
は
な
く
、

(
7
V
 

ば
な
ら
な
い
」
、
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
乙
の
事
件
に
関
す
る
シ
レ
イ
(
巴
お
可
)
の
註
釈
(
ロ
CB)
は、
ζ

の
判
決
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
乙

の
賃
貸
借
が
市
町
村
の
財
産
を
対
象
と
し
、
市
町
村
会
が
公
行
政
の
一
般
的
利
益
に
何
ら
影
響
し
な
い
純
粋
に
私
的
な
管
理
の
行
為

(5

と
論
述
し
て
い
る
。

乙
の
事
項
に
お
け
る
す
べ
て
の
争
い
は
(
司
法
)
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ

出口件。門】巾

m
g巳
。
ロ
℃
己

5
5
2仲
買
守
合
)
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
点
に
あ
る
乙
と
に
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に

乙
の
時
代
に
、
す
で
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
行
政
行
為
か
ら
離
れ
た
行
政
の
私
的
行
為
の
概
念
の
原
型
を
見
出
す
こ

一
八
二

O
年
二
月
二
三
日
の
判
決
は
、
「
国
有

乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
は
、
そ
の
後
も
踏
襲
さ
れ
、

財
産
(
寸

5
S
E
t
s
g凶
)
の
売
却
に
関
す
る
固
に
利
害
の
あ
る
も
の
を
除
く
他
、
公
産
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
訟

(
Z
E
E
-
g
同

2
5
5

号
3
2
5一
向
田
)
は
、
請
求
で
あ
れ
、
防
禦
で
あ
れ
、
通
常
裁
判
所
の
排
他
的
な
権
限
で
あ
り
、

と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
、

こ
れ
ら
の
訴
訟
に
つ
い
て
勧

け

告
を
求
め
ら
れ
た
県
参
事
会
が
、
単
な
る
勧
告
を
与
え
る
の
で
は
な
ノ
¥
本
案
に
つ
い
て
判
定
す
る
と
き
に
は
、

そ
の
権
限
を
超
え
る
」

フランス行政法成立史

こ
の
よ
う
に
、
市
町
村
の
財
産
的
事
項
に
関
す
る
行
為
の
行
政
行
為
か
ら
の
除
去
の
傾
向
に
伴
う
行
政
行
為
概
念

司
法
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
と
の
両
裁
判
所
の
判
例
上
に
、
殆
ん
ど
一
致
し
て
実
現
を
み
た
の
で
あ
っ
凶
げ

旨
を
宣
言
し
て
い
る
。

の
修
正
は
、

こ
の
時
代
に
、

(1) 

叶己目〕・

ha∞・
5-)吋
包
吋
王
国
ロ
凶
戸

ω一見可
w

F

H

・
(
口
白
i
u
ハ
ロ
)
同
・
由
ゴ
・
こ
の
判
決
は
、
市
町
村
の
牧
草
地
か
ら
発
す
る
水
を
占
有
し
て
い
た
原
告

ヴ
ア
ル
ド
レ
イ
が
、
そ
の
上
流
に
お
け
る
水
に
つ
い
て
市
町
村
の
特
許
を
え
て
い
た
被
告
が
水
流
の
万
角
を
変
え
た
こ
と
に
不
服
で
、
治
安
判
事
に
訴

訟
を
提
起
し
た
一
事
件
で
あ
り
、
厳
格
な
意
味
で
の
市
町
村
の
行
政
の
行
為
を
争
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
市
町
村
行
政
の
行
為
が
一
一
種
の
先
決
問
題
と
な

っ
て
い
る
事
案
で
あ
る
。

/¥ 

そ
の
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説論

こ
の
判
決
に
つ
い
て
シ
ヤ
ピ
ュ
は
、
市
町
村
を
私
人
と
し
て
考
え
る
考
え
方
が
在
在
す
る
と
し
て
も
、
革
命
時
の
立
法
者
は
市
町
村
を
行
政
的
に
組
織

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
考
え
方
は
権
限
の
事
項
と
は
関
係
が
な
く
、
司
法
権
限
へ
の
取
戻
し
の
要
求
の
唯
一
の
可
能
な
説
明
は
、
こ
の
事
件
が
、
私
人
が
私

人
に
対
し
て
締
結
し
う
る
何
ら
か
の
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
純
粋
に
私
的
な
行
為
は
、
公
法
人
に
よ
っ
て
さ
れ
た
と
し
て
も
、
権
力
分
立
に
関
す

る
法
律
に
お
け
る
行
政
行
為
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
一
事
件
に
今
日
で
い
う
私
管
理
の
概
念

Q
E
b品
仏
担
問
2
2
0
ロ

胃
2bo)
の
源
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
岡
山
・

(ur白
℃
己

p
c同y
n
F
F
M
Y
ミ
l
g
-

(UCE門
会
凶

(U由
回
目
・
。
ロ
B
-
N
守
口
三

2
H∞
見
u
ω
H
E
U
J
F
印
(H∞
H印
ム
∞
)
咽
同
-
N
g
-

以
上
の
他
に
、
さ
ら
に
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
一
八
三
五
年
九
月
ご
四
日
の
破
段
院
刑
事
部
の
判
決
は
、
市
町
村
か
ら
賃
借
し
て
い
た
土
地
に
獣
類

を
放
牧
さ
せ
て
警
察
犯
に
関
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
「
市
町
村
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
た
土
地
の
賃
貸
借
は
、
上
級
機
関
の
承
認
を
え
て
い
た
と
し
て

も
、
固
有
の
意
味
で
の
行
政
行
為

(
5
2
S
邑
5
5
5
5
E
官
。
匂
5
5
0己
《
出
こ
で
は
な
く
、
単
な
る
市
町
村
の
管
理
行
為
で
あ
り
、
財
産
権
に
つ

い
て
の
裁
判
宮
の
前
に
訴
え
る
こ
と
の
障
害
と
は
な
り
え
な
い
、
」
と
宣
言
し
て
い
る
。

(
U
C
E
H
L
o
h
m
s
-
N
h
H
2
3・
H∞
M印
喝
の
「
毛
色
r
a
m
E
B
r

ω
5ア
ゲ
∞
(
民
自
lNSW
同

-
H
S・

そ
の
例
と
し
て
、
一
八
ご
三
年
四
月
一
五
日
の
破
授
院
判
決
は
、
「
市
町
村
に
起
源
を
有
し
消
却
基
金

(
F
2
2
8
L
u
白口

H
O
E
S
m
B
E
C
に
よ
ワ
て
売

却
さ
れ
た
財
産
の
賃
貸
借
の
解
釈
が
、
行
政
に
よ
る
売
却
の
解
釈
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
行
政
行
為
の
解
釈
が
一
七
九

O
年
お
よ
び
共
和
三

年
の
法
律
に
照
ら
し
て
そ
れ
に
の
み
に
権
限
が
帰
属
す
る
行
政
機
関
(
の
審
理
)
に
服
す
る
以
前
に
、
裁
判
所
が
そ
の
訴
訟
の
本
来
に
つ
い
て
判
決
す

る
こ
と
は
越
権
で
あ
る
、
」
と
判
示
し
、
シ
レ
イ
の
ノ

i
ト
も
ま
た
、
と
の
解
決
は
同
一
事
項
に
つ
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
さ
れ
た
多
く
の
決
定
に

よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
原
理
に
反
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
。
Dロ円

r
n
g
ω
・
5
白

2
巳

H∞
NNW
。
D
E
B
-
仏
O
∞
m
E
E
C
P
ω
-
z
u
J
同-吋

(
E
N
N
1
N
S
H
-
E
-

(U・
開
-
N
O
ロ
C〈
-
H∞同日
u
月
-nrccwω
目
o
v
J
F
印(同∞
5
I
H
S
-
ロ
・
∞
∞
-

P
シュ

l
事
件
に
関
す
る
シ
レ
イ
の
ノ

l
ト
に
よ
れ
ば
、
行
政
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
た
賃
貸
借
の
不
履
行
か
ら
生
じ
う
る
す
べ
て
の
争
い
は
司
法
裁
判

所
の
権
限
で
あ
る
と
い
う
原
理
が
、
す
で
に
一
八
一
一
二
年
六
月
三

O
日
の
判
決
す
R
C
R
?の
・
〈
日
ロ
R
r
)
に
よ
ツ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
乙
の
判
決
は
シ
レ
イ
の
判
例
集
中
に
見
当
ら
な
い
の
で
参
照
し
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
シ
レ
イ
は
そ
の
編
纂
時
期
が
一
八
四
ご
年
で
あ
り
、
そ
の
ノ

i
ト
も
こ
の
事
件
当
時
の
見
解
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
編
纂
時
期
の

見
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ゎ
-HW-Nω

句。
r
・
H∞日。
u円
)C自
己
ロ
2
・
ω-HOMJF
出
会
∞
HUlNH)
口・

MHN・

こ
れ
ら
の
財
産
的
事
項
に
つ
い
て
司
法
裁
判
所
の
権
限
と
さ
れ
た
諸
事
例
に
つ
い
て
は
、

(2) (4) (3) (5) (7) (6) (8) (1助(9)
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m，・阿内
O
R
E
S
-
(
U
C
B』)恥円。ロロ四回仏
B
-
2
2門担門戸〈凸

2
宮内出・



門
戸
臼

-2w
仏
白

]
F
∞
。
。
ん
戸
]
戸
∞

uow
同
)
・
]
戸
∞
]
戸
凸
仲
印
・

参
照
。

(ロ)

国
家
行
政
に
関
す
る
行
政
行
為
概
念
の
修
正

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
革
命
後
の
厳
格
か
つ
形
式
的
な
行
政
行
為
概
念
は
、

ま
ず
市
町
村
行
政
の
財
産
的
事
項
に
つ
い
て
、
判
例
上

そ
の
修
正
の
実
現
を
み
た
。
と
こ
ろ
で
、
同
様
の
修
正
は
、

国
家
行
政
の
行
為
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
容
易
に
実
現
さ
れ
る
と
と
な
く
、

な
り
の
期
聞
に
わ
た
っ
て
、
同
じ
く
行
政
主
体
で
あ
り
な
が
ら
、

固
と
市
町
村
と
の
聞
に
は
、
判
例
上
で
そ
の
取
扱
い
に
差
異
が
生
じ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。

国
家
行
政
の
行
政
行
為
概
念
の
修
正
の
動
向
は
、
市
町
村
の
場
合
と
同
様
に
、

ま
ず
司
法
裁
判
所
の
側
に
現
わ
れ
た
。

そ
の
当
初
の
事

件
は

一
八
一
二
年
三
月
一
九
日
の
セ

I
ヌ
裁
判
所
の
判
決
で
あ
り
、

そ
の
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
原
告
ブ
ウ
ル
ポ
ン
・
コ
ン
テ
イ
候
爵

(
W
B
R
A
E
-出
回
。
日
σ。ロ・の
O
D
E
)
は
.

没
収
法
律
(
-
。
5
仏巾

n
oロ
民
民
主
F
O
ロ
)
に
よ
っ
て

自
己
の
財
産
を
国
が
所
有
す
る
も
の
と
し

一
七
七
七
年
お
よ
び
一
七
八
七
年
に
そ
の
権
利
を
授
与
さ
れ
た
定
期
金
契
約
(
円

g
E
の
元

金
お
よ
び
利
息
と
し
て

約
二
七
八
万
フ
ラ
ン
の
金
額
の
支
払
い
を
国
の
名
で
管
理
し
て
い
る
公
産
事
業

(
F
E包
出
仏

g
号
ヨ
色
ロ
2
)
に

け

セ
1
ヌ
裁
判
所
に
出
訴
し
た
。

セ
1
ヌ
裁
判
所

乙
れ
に
対
し
て
、
被
告
側
か
ら
無
訴
権
の
抗
弁
が
提
出
さ
れ
た
が
、

対
し
て
要
求
し
て
、

フランス行政法成立史

は
、
「
一
般
論
と
し
て
、
国
の
財
産

(
F
門
吉
田
向
日
ゆ
仏
ゆ
で
由
主
)
は
、
私
人
と
同
様
に
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
に
属
し
、

法
律
で
定
め
ら
れ

た
場
合
に
の
み
例
外
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
原
告
に
よ
り
国
の
財
産
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
は
、
原
告
が
不
動
産
に
つ
い
て
行
使
し

う
べ
き
権
利
を
主
張
す
る
抵
当
権

2
5
5
門
日
正
否
。
吾

2
5
)
の
行
使
を
対
象
と
し
て
い
る
」

ζ

と
を
理
由
に
、
こ
の
無
訴
権
の
抗
弁
を
棄

却
し
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
国
家
行
政
に
つ
い
て
市
町
村
行
政
と
同
様
の
行
政
行
為
概
念
の
修
正
を
主
張
す
る
こ
の
判
例
は
、
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用 か
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説

さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、

セ
1
ヌ
県
知
事
の
側
か
ら
権
限
争
議

(ng色
丹
)
が
提
起
さ
れ
、

こ
の
セ

1
ヌ
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
、

の
事
件
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
移
送
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
八
二
四
年
二
月
四
日
付
で
、
「
本
件
に
お
い
て
、
プ

論

ウ
ル
ポ
ン
・
コ
ン
テ
イ
侯
爵
が
国
の
負
担
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
は
、
債
権
の
償
還
(
門
司
自
σ
0
5
8
5
8門
)
に
関
し
て
お
り
、
通
常
裁

判
所
は
、
公
の
債
務
の
精
算

(
F
E
E
E江。ロ

p
z
r
z
m
宮
Z
5
5
)
に
関
す
る
問
題
を
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
」
と
判
決
し
て
、

県
知
事
の
し
た
権
限
争
議
の
申
立
て
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
家
行
政
に
関
す
る
行
政
行
為
の
概
念
の
修
正
の
動
向
は
、
通
常
裁
判
所
に
よ
っ
て
、

そ
の
口
火
が
切
ら
れ
な
が
ら
も
、

権
限
争
議
の
結
果
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、

そ
の
出
現
を
妨
害
さ
れ
た
。

こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
行
政
権
限
の
固

執
の
理
由
は

コ
ン
セ
イ
ユ
・
グ
タ
の
判
例
が
、
通
常
裁
判
所
の
判
例
と
異
り
、
権
限
分
配
の
基
準
と
し
て
、
行
政
行
為
の
概
念
を
採
用
せ

ず
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
債
務
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
事
実
、

す
な
わ
ち
、
国
家
債
務
の
原
則
は
、
文
字
ど
お
り
国
に
対
し
て
の
み
適
用
さ

れ
る
原
理
で
あ
っ
て
、
市
町
村
に
は
適
用
が
な
く
、
市
町
村
の
行
為
と
国
の
行
為
と
の
聞
で
、
そ
の
権
限
の
分
配
の
基
準
を
異
に
し
て
い

と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
、
一
八
四
四
年
の
判
決
に
お
い
て
は
、
国
の
負
担
に
か
か
る

た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
、

債
務
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
公
産
に
関
す
る
訴
訟
(
-
w

白
色
。
ロ

L
O
B
S
E
m
)
に
つ
い
て
判
決
す
る
権
限
を
、

て
、
先
の
事
件
と
同
様
に
提
起
さ
れ
た
権
限
争
議
の
申
立
て
を
取
消
し
て
い
る
と
い
う
。
と
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
態
度
の
変
更
は
、
メ

初
め
て
司
法
機
関
に
認
め

ス
ト
ル

(
Z
g可
。
)
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
の
側
の
自
発
的
譲
歩
(
口
者
一

E
S
E
-拡
ロ
号
。
]
叩
)
で
あ
り
、
法
律
上
正
当
と
考
え

た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
重
要
性
の
少
な
い
事
項
に
つ
い
て
生
ず
る
権
限
争
議
の
原
因
を
少
く
す
る
た
め
に
、
論
理
外
で
譲
る
こ
と
に

同
意
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
に
よ
っ
て
、
と
も
か
く
も
、
国
家
行
政
の
行
為
も
、
そ
の
行
政
行
為
の
概
念
に
つ
い

て
、
市
町
村
行
政
の
行
為
と
同
様
の
修
正
を
み
た
、

と
言
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

乙
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(1) 

第
一
審
の
セ

l
ヌ
裁
判
所
の
判
決
も
、
こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
安
の
判
決
に
つ
い
て
の
記

(4) 

。
・
何
.
晶
子
山
〈
円
・
H
∞N
A
H
W
ω

一円
3

J

F
叶

(
H
∞N
N
i
N
A
H
)
W
H
H
.
U
H
N
・

述
中
の
説
明
に
よ
っ
た
。

岡山

-nr白℃巳
m
w
w
H
N
g
℃O
ロ
EE--Hbu
匂
・
ご
-

乙
の
一
八
四
四
年
の
判
決
と
し
て
、
シ
ヤ
ピ
ュ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
判
決
で
あ
る
。

出

N
由・

(
u
r
ω
u
c
p
刻。
ω]MCロ
ω
m
Z
一F
A
Y
-
u
・吋
N-

m・(い
r名
E
f
c匂・

2
・℃・吋
N
・
こ
の
シ
ム
マ
ピ
ュ
の
一
吉
に
よ
れ
ば
、
固
有
の
契
約
的
事
項
に
つ
い
て

(
g
gき
か
お
匂

E
ヌ
0
5
0
E
B口
昨
日
Z
己
互

に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
八
ご

O
年
l
一八一ニ

O
年
に
司
法
権
限
に
賛
成
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
仔
正
ψ

ロ
D
S
E
)。

(3) (2) 

。
・
開
・
吋
L
b
口・]{∞品仏リ

m，E
C
件
。
片
口
C
ロ
グ
円
Awn-

匂・

十す

権
限
分
配
の
適
用
の
基
準
1
1
1
国
家
債
務
の
原
則
の
採
用
の
有
無

右
に
述
べ
た
よ
う
に

司
法
裁
判
所
お
よ
び
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
と
も
に
、
大
革
命
期
直
後
の

と
の
一
九
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
、

行
政
行
為
の
概
念
に
つ
い
て
何
ら
か
の
修
正
を
容
認
し
た
。

そ
の
権
限
分
配
の
適
用
の
基
準
と
な
る
根
拠
法
規
の
採
択

し
か
し
な
が
ら
、

の
点
に
関
し
て
は

乙
の
両
裁
判
所
の
判
例
は

一
八

O
三
年
以
前
と
同
様
に
、

い
ず
れ
も
従
来
の
立
場
を
固
執
し
、

そ
の
聞
に
意
見
の

け

の-
判致
決?を
がv 見

る
ζ 

と
が
で
き
な

す
な
オっ
ち

乙
の
時
期

K
お
い
て
も

司
法
裁
判
所
の
側
で
は

一
八
二
六
年
七
月
一
九
日
の
破
虫
院

行
政
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
不
快
な
い
し
は
不
健
康
な

S
8
5
5
0仏
巾

C
C
E
E
Z
Z
S
施
設
の
経
営
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損

フランス行政法成立史

害
の
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
「
一
七
九

O
年
八
月
二
四
日
の
法
律
の
用
語
に
よ
れ
ば
、
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
判
決
す
る
乙
と

は
司
法
機
関
の
職
権
中
に
入
る
、
」
と
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
行
為
の
審
理
の
禁
止
を
規
定
す
る
一
七
九

O
年
八
月
二
ハ
日
!
二
四

日
の
法
律
お
よ
び
共
和
三
年
実
月
一
六
日
の
法
律
の
み
を
、
権
限
の
分
配
の
基
準
と
し
て
採
用
す
る
。
乙
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
は
、
先
述
し
た
ブ
ウ
ル
ポ
ン
・
コ
ン
テ
イ
事
件
の
判
決
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、

国
家
債
務
の
原
則
を
権
限
分
配
の
基
、
準
と
し
て
保
持
し
、

伊

-
w
a
」

J
j
J
J
 

一
八
一
二

O
年
以
後
に
お
い
て
は

と
の
国
家
債
務
の
原
理
を
正
当
な
法
文
に
む
す
び
つ
け
る
必
要
を
感
じ
て
、

一
七
九

O
年
七
月
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説

一
七
日

l
八
月
八
日
の
法
律
お
よ
び
一
七
九
三
年
九
月
二
六
日
の
デ
ク
レ
を
そ
の
基
準
と
し
て
採
用
し
て
い
い
の
だ
が
、

の
原
則
を
権
限
分
配
の
基
準
と
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

L
鼠
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
難
点
が
存
在
し
て
い

d
。
そ
の
第
一
は
、
国

こ
の
国
家
債
務

論

家
債
務
の
宣
言
を
行
政
機
関
の
排
他
的
な
権
限
と
規
定
す
る
共
和
五
年
の
執
政
府
の
布
告
に
基
盤
を
与
え
る
の
に
充
分
な
法
文
が
、

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
九

O
年
七
月
一
七
日

l
八
月
八
日
の
法
律
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
も
と
で
生
じ
た
未
払

い
の
債
務
の
精
算
の
み
を
対
象
と
し
、
ま
た
一
七
九
三
年
九
月
二
六
日
の
デ
ク
レ
は
、
狭
い
意
味
で
の
精
算
の
み
を
規
定
し
て
、
そ
の
宣

言
を
包
含
せ
ず

そ
の
他
の
法
文
は

そ
の
第
二
に
、
行

乙
の
原
則
と
直
接
か
っ
一
般
的
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、

政
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
私
法
上
の
契
約
の
誤
っ
た
履
行
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
国
に
対
す
る
損
害
賠
償
訴
訟
に
つ
い
て
、
例
外
的
に
司

法
裁
判
所
の
権
限
を
認
め
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
が
、
国
家
債
務
の
原
則
と
矛
盾
す
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
家
債
務
の
原

則
そ
の
も
の
の
法
文
的
根
拠
の
欠
如
と
、
行
政
行
為
の
概
念
の
進
化
に
伴
う
乙
の
原
則
の
全
面
的
な
適
用
の
不
可
能
性
と
は
、

こ
の
国
家

債
務
の
原
則
を
権
限
分
配
の
基
準
と
す
る
見
解
に
疑
問
を
生
じ

こ
の
点
に
つ
い
て
の
問
題
が

一
八
四
八
年
以
降
に
も
ち
こ
さ
れ
、
後

の
権
限
裁
判
所
の
諸
判
決
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
行
政
権
と
司
法
権
と
の
聞
の
権
限
分
配
の
基
準
が
、
判
例
上
、

一
応
統

一
的
に
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(2) (1) 

(
リ

GEHLO(UE田山・
]
F

∞N由・斗-HpwHMDHHJ『・ω町内一ア同・∞w(H∞N日N吋)同・ω申由・

そ
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わ
出
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ω
ω
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s
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W
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・
日
-
N
Y
F
W
邑
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・
【
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E
S
E
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σ
・
5
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・
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M
Z
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H
∞
ω
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H
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N
E
W
H
E
印
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Y
F
O
凶
，
吋
品
目
。
司
自
U
E
Z
・
り
と
-
o
N
U
H
∞
色
-
F
N
2
・
だ
が
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
直
接
権
力
分
立
に
関
す
る
諸
法
律
を
冊
援
用
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
例
と
し
て
、

P
開
・
5
ω
印
・
∞
-
N
少
の
F
E
m
z
・
N
ロ
E
N
・
2
2
M
J
同
∞
ω
印
・
ロ
・
印
凶
戸
お
な
・
∞
・
∞
・
ロ
ロ
宮
司
グ
∞
同
円
。
回
、
・
H
E
印
・
口
・
日
F
S
ι
印・品・

ι.

0
m
L
Mご

ω戸円。ァ]戸∞品目凶・ロ・日()∞-

(3) 

欠
如
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(4) 

だ
が
、

ζ

の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
も
、
そ
の
判
決
は
、
決
定
的
と
考
え
て
き
た
国
家
債
務
の
概
念
に
厳
格
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
は
あ
る

が
、
一
八
四
四
年
の
ア
ラ
ン
ブ
ル
判
決
(
〉
同

g
gず
C
H
E
)

以
後
、
乙
の
標
準
に
、
行
政
行
為
の
存
在
ま
た
は
公
役
務
の
必
要
性
に
基
く
他
の
論
拠
を
付

け
加
え
て
い
る
、
と
い
う
。
同
O
R
E
Z
u
F
ω

月
ω句。ロ
E
z
-
-
H
b
W
H
y
-
N
r

H
N
-
n
y白
古
口

ω
u
D℃
・
門
戸

F
H
y
m
N
-

何
-
F
白円。ロ
-bHP
吋同曲目仲品
"
F
H
・M
M

・
]Sm山
忠
明
・

(6) (5) 

四

第
一
次
権
限
裁
判
所
の
設
置
と
判
例
の
統
一
化

1 

第
二
共
和
制
下
の
行
政
裁
判
機
構
の
改
正
と
権
限
裁
判
所
の
設
置

二
月
革
命
後
の
第
二
共
和
制
の
時
期
は

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
史
上
一
つ
の
極
め
て
注
目
す
べ
き
時
代
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

乙
の
時

期
に
お
い
て
は
、
行
政
訴
訟
制
度
は
い
ち
じ
る
し
い
進
化
を
見
せ
、

そ
の
裁
判
機
構
は
、
す
で
に
、
今
日
と
ほ
ぼ
同
様
な
行
政
裁
判
組
織

を
出
現
さ
せ
て
い
る
。

一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
の
直
後
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
七
月
王
国
政
府
の
も
と
に
お
け
る
と
同
様
な
状
態
で
生
存
し
て
い
た
。
二

月
革
命
の
暫
定
政
府
は
、
周
年
二
月
二
八
日
に
通
常
役
務
に
お
け
る
評
定
官
を
任
命
し
、

そ
の
活
動
を
行
わ
せ
る
一
方
、

そ
の
五
月
以
降

け

に
お
い
て
コ
ル
ム
ナ
ン
ら
一
八
名
の
構
成
員
か
ら
な
る
憲
法
委
員
会

(
E
g
g
s
-
3
0ロ
r
r
n
-
O
B
t
g
t
g
)
を
設
置
し
、
憲
法
の
一
編
纂

フランス行政法成立史

に
当
ら
せ
る
と
同
時
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
討
議
さ
れ
た
。

乙
の
委
員
会
は

ま
ず
議
会
が
一
院
制
ま
た

は
二
院
制
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
の
問
題
を
討
議
し

国
の
統
一
(
て
口
三
広

P
E
S
Z
Oロ
)
の
表
現
と
し
て
の
一
院
制
の
採

用
を
決
定
し
た
。

そ
の
結
果
、
国
の
長
お
よ
び
議
会
は

い
ず
れ
も
民
衆
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ

こ
の
よ
う
に
同
一
の
起
源
を
有
す
る

つ
の
権
力
が
対
立
す
る
危
険
性
が
生
じ
、

ま
た
単
一
の
議
会
は
、

そ
の
党
派
的
な
情
熱
に
駆
ら
れ
て
、
慎
重
さ
を
欠
く
お
そ
れ
も
存
在
す

る
。
乙
の
よ
う
な
情
勢
か
ら
、
コ
ル
ム
ナ
ン
は
、
議
会
の
傍
に
、
議
会
が
そ
の
評
定
官
を
任
命
す
る
よ
り
安
定
し
た
、
永
久
的
機
関
を
お
き
、

北法 12(2・147)275 



説

こ
の
議
会
の
付
属
物
(
白

5
2と
と
し
て
の
機
関
の
役
割
を

こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
付
与
し
よ
う
と
考
え
た
。

の
立
法
的
行
政
的
な
役
割
の
強
化
は
)
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
行
政
裁
判
権
の
帰
属
に
問
題
を
投
げ
か
け
た
。
当
初
、
コ
ル
ム
ナ
ン
は
、
特

論

別
の
行
政
裁
判
所
の
設
置
を
考
慮
し
、
「
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
わ
た
り
、
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
判
決
す
る
任
務
を
負
い
、
そ
の
構
成
・
職
権
お

よ
び
形
式
が
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る

一
の
行
政
裁
判
所
が
存
在
す
る
。
行
政
裁
判
所
の
構
成
員
は
、
閣
議
の
勧
告
が
さ
れ
た
後

に
、
共
和
国
の
大
統
領
に
よ
っ
て
、
任
命
さ
れ
、
罷
免
さ
れ
る
、
」
と
の
法
文
を
委
員
会
に
提
出
し
、

ζ

の
規
定
は
、
委
員
会
に
お
い
て

仮
案
(
官
。
」
何
仲
間
V
5
1
2
v
-
8
)
中
に
採
択
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
従
来
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
伝
統
の
考
慮
と
新
た
な

:
王
、

ふれ

4
H
N

乙
の
規
定
は
、

コ
ル
ム
ナ
ン
自
身
も
、
後
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
と
同
様
の
職
権
を
有
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
設
置
に
賛
成
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
コ
ン
セ
イ

裁
判
所
の
設
置
に
伴
う
混
乱
の
配
慮
と
に
よ
っ
て
、
活
楼
な
批
判
の
対
象
と
さ
れ
、

ユ
ム
ア
タ
は
、
そ
の
立
法
的
、
行
政
的
な
権
限
に
つ
い
て
も
当
初
に
比
し
て
か
な
り
縮
限
さ
れ
、
法
律
案
を
作
成
す
る
基
本
的
か
つ
排
他
的

な
職
権
お
よ
び
す
べ
て
の
公
行
政
に
関
す
る
命
令
を
制
定
す
る
権
能
を
失
う
に
至
っ
た
勺
こ
の
よ
う
に
、

一
八
四
八
年
の
行
政
裁
判
所
の

案
は
陽
の
目
を
見
ず
に
終
り

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
関
す
る
「
法
律
が
そ
の
他
の
職
権
を
規
定
す
る
」
と
の
憲
法
の
第
七
五
条
の
最
終
項

に
、
「
コ
ン
セ
イ
ユ
ム
プ
タ
は
、
す
べ
て
の
行
政
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
最
高
の
行
政
裁
判
所
と
し
て
終
審
で
判
決
す
る
」
と
い
う
規
定
を
追

加
し
よ
う
と
す
る
修
正
も
成
立
せ
ず
、

そ
の
裁
判
権
限
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
組
織
法
律
中
に
、
分
離
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
容
は
、
従
来
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
維
持

す
る
考
え
方
と
、
先
の
行
政
裁
判
所
の
創
設
を
提
議
し
た
考
え
方
と
を
、
調
和
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
組
織
法
律
は

一
八
四
九
年
三
月
三
日
に
制
定
さ
れ
、

乙
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
行
政
裁
判

権
は
、
従
前
と
同
様
K
、
立
法
的
行
政
的
な
機
能
を
も
行
使
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
帰
属
す
る
。

だ
が
、

ζ

の
行
政
事
件
は
、
そ
れ
以
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前
と
異
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
全
体
で
審
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
九
名
の
評
定
官
か
ら
な
る
訴
訟
部
(
田

2
巴。ロ門

F
gロ
g
E
-
2凶
)
で
審

理
さ
れ

一
八

O
六
年
以
来
の
訴
訟
委
員
会
が
行
政
事
件
の
予
審
の
み
を
行
い
え
た
の
に
反
し
、

こ
の
訴
訟
部
は
、
行
政
事
件
に
つ
い
て

判
決
す
る
一
の
裁
判
所
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
内
部
に
お
け
る
訴
訟
部
の
独
立
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
、
大
き
な
制
度
上
の
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
第

一
は
、
従
来
国
壬
の
手
に
留
保
さ
れ
て
い
た
行
政
裁
判
権
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
訴
訟
部
に
対
す
る
委
任
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行

政
訴
訟
事
件
の
審
理
は
直
接
国
王
の
手
か
ら
離
れ
、

乙
の
訴
訟
部
の
決
定
は
国
の
長
の
承
認
を
う
る
こ
と
な
く
直
ち
に
本
来
の
判
決
と
し

て
の
効
力
を
も
ち
う
る
乙
と
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
留
保
さ
れ
た
司
法

(
E
Y
E
2
5
5ロ
5)
か
ら
委
任
さ
れ
た
司
法

(
F
Y
E
B
伝
広
ぬ
忠
由
)

へ
の
修
正
の
実
現
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
委
任
さ
れ
た
司
法
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
国
民
議
会
の
内
部
に
何
ら
の
異
論
も
存
し
な
か

っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

と
の
固
有
の
裁
判
権
を
有
す
る
訴
訟
委
員
会
の
政
府
の
権
限
へ
の
侵
入

(
3
Z
5
5
2
)
を
防
禦
す
る
必
要
性
を
認
め
て
、
法
律
の
利
益
に
お
け
る
上
時
お
よ
び
行
政
訴
訟
に
属
し
な
い
事
件
の
取
戻
室
町
ザ

一
八
四
九
年
の
立
法
者
は

二
つ
の
訴
を
提
起
す
る
権
限
を
司
法
大
臣
に
授
与
し
、
行
政
裁
判
権
限
の
委
任
か
ら
生
ず
る
危
倶
を
回
避
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。

H
 

そ
の
第
二
の
改
革
は
、
い
わ
ゆ
る
権
限
裁
判
所
(
吋
生
)
口
口
出
-
L
E
の
S
E
S
)
の
創
設
で
あ
る
。
す
で
に
、
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
と

フランス行政法成立史

の
聞
の
二
つ
の
判
決
の
抵
触
を
判
断
す
る
た
め
の
特
別
裁
判
所
を
設
置
す
る
考
え
方
は
、
権
限
争
議
の
解
決
の
問
題
が
生
じ
始
め
た
頃
の

一
八
一
八
年
の
コ
ル
ム
ナ
ン
の
「
立
憲
君
主
制
の
下
に
お
け
る
参
事
会
と
し
て
お
よ
び
裁
判
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
」

(ロロ
(
U
O
D
田
巾
巳
円
開

g
ご川口
4
2
p
m
b
g
B自
由
口
O
ロ印
2
-
2
8
5
5巾
古
円
三
-nz。
口
出
。
ロ
田
口
。
円
円
四
百
。
口
同
吋
n
z
o
gロ由片山

zt。
ロ
ロ
白
{
]
白
)
と
題
す
る
著

書
の
中
広
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
、
先
の
委
任
さ
れ
た
司
法
の
制
度
の
採
用
に
よ
っ
て
、
国
の
長
の
機
関

国
の
長
に
そ
の
仲
裁
が
留
保
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
判
決
す
る
資
格
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、

司
法
権
と
行
政
権
の
双
方
に

と
し
て
、
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説

ま
た
が
る
権
限
争
議
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
権
能
は
、
コ
ン
モ
イ
ユ
・
デ
タ
に
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
権
限
争
議

論

の
問
題
の
改
革
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
固
有
の
裁
判
権
を
行
使
す
る
行
政
訴
訟
の
最
高
の
裁
判
所
と
し
て
設
置
す
る
制
度
か
ら
、
論
理

上
当
然
に
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、
権
限
争
議
に
つ
い
て
判
断
す
る
特
別
の
裁
判
所
を

設
置
す
る
案
は
、

コ
ル
ム
ナ
ン
の
提
唱
後
三
十
年
を
経
過
し
て
、

初
め
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

こ
の
特

別
の
裁
判
所
は

ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
八
四
八
年
の
立
法
者
た
ち
は

乙
の
権
限
裁
判
所
に
行
政
と
司
法
と
の

混
合
裁
判
所
の
性
格
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
考
え
方
に
し
た
が
い
、

一
八
四
八
年
の
憲
法
は

そ
の
第
八
九
条
に
お
い

そ
し
て
、

て
、
「
行
政
権
と
司
法
権
と
の
閣
の
権
限
争
議
は
、
三
年
の
任
期
で
任
命
さ
れ
る
同
数
の
破
虫
院
の
構
成
員
お
よ
び
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

評
定
官
か
ら
な
る
特
別
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
規
制
さ
れ
る
。

乙
の
裁
判
所
は
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
る
、
」
と
規
定
し
、
一
八
四

九
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
組
織
法
律
に
よ
っ
て
、
破
回
以
院
お
よ
び
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
か
ら
選
任
さ
れ
る
評
定
官
の
数
を
各
四
名
と
規

定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
八
五

O
年
三
月
七
日
か
ら
そ
の
活
動
を
開
始
し

一
八
五
一
年
一
一
月
二
七

こ
の
第
一
次
の
権
限
裁
判
所
は

日
ま
で

そ
の
機
能
を
行
使
し
た
。

こ
の
第
二
共
和
制
下
の
権
限
裁
判
所
は
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
聞
の
権
限
争
議
の
み
を
判

だ
が

断
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

会
計
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
の
上
訴
を

コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ
か

そ
の
他
に

一
八
四
八
年
の
憲
法
は

乙
の
権
限
裁
判
所
に
移
譲
し
た
(
明
軌
)
。
乙
の
会
計
裁
判
所
の
判
決
の
上
訴
の
審
理
権
は
、

の
時
代
の
権
限
裁
判
所
の
職
権
に
特
色
を
与
え
た
も
の
と
き
ロ
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

理
論
上
の
批
判
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ζ

り

(2) (1) 

忌
-
U己
S
E
m
w
ド
ぬ
の

G
E
E
-
L
U
自

民

同

町

H
F
見
守
口
}
巴
昨
日

g
e
M∞
お
w
何
百
L
2
2
U
D
B
E
E
F
5
-・ロ・

5
品
∞
、
℃
-

H

叶
己
目
・

た
だ
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
法
律
案
の
諮
問
を
う
け
、
命
令
を
制
定
す
る
権
能
を
全
く
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
乙
の
点
に
つ
い
て
、
議
会
の
審

理
に
服
し
、
最
終
的
に
投
票
さ
れ
た
法
文
は
、
「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
法
律
に
よ
り
前
も
っ
て
そ
れ
の
審
査
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
府
の
法
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(4) (3) 

律
案
、
お
よ
び
議
会
が
そ
れ
に
移
送
し
た
議
会
の
発
議
に
よ
る
案
に
つ
い
て
諮
問
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
公
行
政
に
関
す
る
命
令

2
2
忠
弘
O
B
E
Z
己

主
B
E
E
R
己
芯
ロ
司
C
E
5
5
)
を
準
備
す
る
。
そ
れ
は
、
国
民
議
会
が
そ
れ
に
特
別
の
委
任
を
与
え
た
命
令
の
み
を
制
定
す
る
・
:
、
」
と
規
定
し
て
い
る
。

〈
・
冨
・

0
巳
8
5
9
。
匂
-
n
F
F
回
E
L
2
2
ι
c
n
z
g
g
F
H
E
∞-HV-Nω-

HW-
円、
mwp
ロ-
p
z
u
、HAH包片
b
u
F
H
-
-
Y
N
A
H叶・

乙
の
固
有
の
裁
判
権
の
制
度
は
、
特
に
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
(
〈
守
芯
ロ
)
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
す
で
に
二
八
三
七
年
お
よ
び
一
八
四

O
年
の
ご
つ
の
委
員

会
で
採
用
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
議
会
を
通
過
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
四
年
後
に
、
乙
の
国
有
の
権
能
は
、
事
実
上
そ
れ
を
所
有
し
て
き
た

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
。
-
H
C
ロ
♂
C
H
M
-
n
H
F
H
M
・
九
日
山
道
日

8
・

H
W
・
戸
m
w
F
H
H
-
P
B
w
吋】「
m
E
b
w
F
H
・
℃
・
日
仏
由
・

越
権
ま
た
は
法
律
の
違
反
を
含
h
u
訴
訟
部
の
判
決
に
対
じ
て
、
司
法
大
国
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
総
会
に
提
起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
訴
を
い
う

(
一
八
四
九
・
了
一
五
の
法
律
、
第
四
六
条
)
。
だ
が
、
と
の
訴
は
当
事
者
に
対
し
て
判
決
の
取
消
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
判
決
に
対
す
る
一
の

非
難
.
誤
っ
た
学
説
の
矯
正
の
役
割
を
果
す
だ
け
の
警
告
的
な
意
味
し
か
も
ち
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

訴
訟
部
が
活
動
行
政
ま
た
は
政
府
の
職
権
に
つ
い
て
侵
害
し
た
場
合
に
、
司
法
大
臣
が
、
「
行
政
訴
訟
に
属
し
な
い
事
件
」
と
し
て
、
訴
訟
部
に
そ
の
取

戻
を
請
求
す
る
訴
を
い
う
。
乙
の
訴
に
対
し
て
訴
訟
部
の
側
で
恒
絶
し
た
場
合
に
は
、
司
法
大
臣
は
、
さ
ら
に
権
限
裁
判
所
に
そ
の
取
戻
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
訴
は
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

同

ν
・
〉
三
一
間
}
H
H
W
H
h
o
叶
ユ
ゲ
ロ
ロ
弘
子
ω
ω
(
U
C
D
E
E
2
F
H山
ぬ
〈

C
Z
己
ロ
ロ
門
山
田
H∞
人
同
町

Y

む
と
Z
N
W
H
U
A
H
h
y
n
r
g
E
A
E
w
w
M
H
H
T
司
・
印
、
吋
1
1

凸(〕・

肘
・
円
札
。
円
門
戸
か
足
場
、
H，S
F同
b
w
F
H
・
日
M
M
E
-

(6) (5) (7) (9) (8) (2) 
権
限
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
権
限
分
配
の
基
準
原
理
の
統

第
二
共
和
制
下
の
権
限
裁
判
所
は
、

そ
の
存
続
期
間
が
二
年
足
ら
ず
で
あ
り
、

そ
の
聞
に
判
断
さ
れ
た
権
限
争
議
事
件
の
数
は
、

r
】守、
-
4

、

ふ
/
カ

そ
の
判
例
は
、
権
限
分
配
の
基
準
原
理
の
採
用
上
か
な
り
重
要
な
意
義
を
有
し
、

一
時
的

か
に
一
一
八
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
は
い
い
な
が
ら
も
、
行
政
と
司
法
と
の
両
系
統
の
裁
判
所
の
聞
に
、

響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

見
解
の
一
致
点
を
見
出
し
、
後
の
権
限
分
配
の
原
理
の
確
立
に
影

こ
の
意
味
で

こ
の
時
代
の
権
限
裁
判
所
の
採
用
し
た
立
場
は
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

わ
ず
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説

る。
こ
の
時
代
の
権
限
裁
判
所
の
判
例
上
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
事
件
と
し
て
、
郵
便
行
政
の
職
員
に
よ
っ
て
さ
れ
た
行
為
、
特
に
郵
便
行

論

従
来
、

郵
便
行
政
の
車
に

政
の
職
員
に
よ
っ
て
さ
れ
た
郵
便
物
の
抜
き
取
り
(
叩
2
2
E
2
5口
)
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
が
あ
る
。

よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
事
故
に
つ
い
て
、
破
致
院
は
、
自
己
の
権
限
を
確
信
し
、
民
法
典
の
第
一
三
八
二
条
|
八
四
条
の
民
事
上
の
不
法
行

為
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
て
き
が
〆
ま
た
、
郵
便
行
政
の
職
員
に
よ
っ
て
さ
れ
た
手
紙
の
詐
取
(
言
。

5
5
5
2
E関
す
る
事
件
に
つ

一
八
四
九
年
一
月
一
二
日
の
破
致
院
刑
事
部
の
ヴ
ア
ン
デ
ル
マ
ッ
ク
事
件
(
〈
自
仏

R
B出
口
。
)
の
判
決
は
、
「
郵
便
行
政
は

い
て
も

の
職
員
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
職
務
の
遂
行
中
に
さ
れ
た
手
紙
の
詐
取
に
つ
い
て
、
民
事
的
に
責
任
を
負
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
行
政
は
、

れ
ら
の
詐
取
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
手
紙
の
喪
失
に
つ
い
て
、
私
人
に
対
し
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
を
判
示
し
て
、
民
事
権

限
を
確
信
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
、
た
と
え
ば
、
一
八
四
五
年
一
二
月
九
日
の
ム
1
ト
ン
お
よ
び
、
不

ツ
サ
ン
事
件

(
Y
E
E
Oロ
2

2巳
g
E円
)
の
判
決
が
、
「
ム
1
ト
ン
氏
お
よ
び
、
不
ツ
サ
ン
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
は
、
単
に
郵
便
局
の

局
長
(
会
5
2
2円
)
の
資
格
で
の
個
人
的
な

H
氏
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

国
に
対
し
て
敗
訴
判
決
(
ロ

gt

そ
の
訴
訟
は
、

門目白日ロ
2
5ロ
)
を
宣
言
さ
せ
る
目
的
を
も
有
す
る
。
固
に
対
し
て
敗
訴
判
決
を
宣
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
請
求
に
関
し
て
、
国
家
を
債
務
者
と

し
よ
う
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
判
決
す
る
た
め
に
は
、
行
政
機
関
の
み
が
権
限
を
有
す
る
、
」
と
判
示
し
て
、
国
家
債
務
の
原
理
を
援
用
し

てコ
てコ

書
留
と
し
て
出
さ
れ
た
手
紙
中
に
封
入
さ
れ
た
銀
行
証
券

(
E
E
一2
r
z
zロ
巾
)
の
抜
き
取
り
を
理
由
に
、

私
人
に
よ
っ
て
国

を
相
手
と
し
て
請
求
さ
れ
た
賠
償
請
求
に
つ
い
て
の
判
断
権
限
が
帰
属
す
る
の
は
、
行
政
機
関
で
あ
っ
て
司
法
裁
判
所
で
は
な
い
、
旨
を

確
認
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
郵
便
行
政
の
職
員
に
よ
り
さ
れ
た
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
つ
い
て
、

一
八
四
九
年
以
前
に
お
い
て
は
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権
限
争
議
の
判
断
権
限
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
帰
属
し
て
い
た
と
し
て
も
、
司
法
裁
判
所
お
よ
び
行
政
裁
判
所
の
二
つ
の
系
統
の
裁
判
所

そ
の
聞
に
意
見
の
一
致
を
見
る
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
で
、
権
限

裁
判
所
は
、
ま
ず
一
八
五

O
年
五
月
二

O
日
の
マ
ヌ
ウ
リ
イ
事
件

(YEロ
c
c
q
2
8
5
2
E
の
判
決
に
お
い
て
、
「
行
政
に
よ
っ
て
抜
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
審
理
権
を
主
張
し
、

取
ら
れ
た
手
紙
中
の
価
格
の
喪
失
を
賠
償
さ
せ
る
た
め
に
、
郵
便
行
政
に
対
す
る
私
人
の
訴
訟
の
審
理
権
が
帰
属
す
る
の
は
、
行
政
機
関
で

あ
っ
て
、
裁
判
所
で
は
な
い
」
旨
を
判
示
し
て
、
従
来
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
採
用
し
て
き
た
判
例
を
結
論
的
に
確
認
し
た
。
だ
が
、
こ
の
事

件
の
判
決
は
、
従
来
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
く
、
先
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
と
の
聞
に

理
由
に
差
異
が
存
す
る
こ
と
に
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
従
来
の
コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ
は
、
郵
便
行
政
に
対
す
る
損
害

賠
償
請
求
に
関
し
て
、
主
と
し
て

こ
の
よ
う
な
要
求
は
国
家
を
債
務
者
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
庖
に
よ
っ
て
、
行
政

の
権
限
を
宣
言
し
て
き
た
の
に
対
し
、
権
限
裁
判
所
は
、
同
じ
審
理
権
限
を
容
認
し
な
が
ら
も
、
単
に
、

そ
れ
に
関
す
る
訴
訟
の
審
理
は

郵
便
行
政
に
関
す
る
行
政
命
令
の
解
釈
(
行
政
行
為
の
解
釈
)
を
含
む
と
い
う
理
由
で
判
断
さ
れ
、
暗
黙
の
中
に
国
家
債
務
の
原
理
を
排

除
し
て
い
る
点
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
乙
の
権
限
裁
判
所
の
判
例
の
態
度
は
、
約
一
年
後
の
カ
イ
オ
事
件
(
の
己
目

2
2
2可
町
田
)
の
判
決
に

凶
川

お
い
て
、

政
府
委
員
ノレ

ウ

フ

ン
(乙
g の
巳事
E 件
色の

E自
日日 回

顧問
l乙 ι

夏2
債ゴ
務外
"、ウ

忌 1
理叶
m 事

長Z
Z盟
三ム 目

立を
?踏

ん守
)てに、

が五
も
の
で
あ
る
が

こ
の
事

さ
ら
に
明
瞭
と
さ
れ
た
。

フランス行政法成立史

件
に
お
い
て

こ
の
事
件
の
判
決
は
、
こ

の
事
件
は
、
郵
便
職
員
「
N
氏
に
よ
っ
て
さ
れ
た
行
為
が
、
彼
の
職
務
の
行
使
中
に
生
じ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、
郵
便
行

政
の
責
任
を
惹
起
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
に
関
し
て
お
り
、

こ
の
問
題
お
よ
び
そ
の
結
果
で
あ
る
損
害
賠
償
の
要
求

の
決
定
は
、
手
紙
に
つ
い
て
の
郵
便
役
務
に
関
す
る
命
令
の
審
査
お
よ
び
評
価

q
m
g
B
E
E
-
正
志
広
口
E
Zロ
)
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ

り
、
同
様
な
審
査
を
委
ね
ら
れ
る
と
、

司
法
機
関
は
、
権
力
分
立
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
先
述
の
法
律
が
そ
の
審
理
を
禁
止
し
て
い
る
行
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説

政
行
為
の
審
査
お
よ
び
適
用
に
お
い
て
、
妨
害
す
る
乙
と
に
な
る
」
、

と
判
示
し
て
、
政
府
委
員
の
論
告
を
排
斥
し
、
行
政
行
為
の
審
査
と

い
う
異
っ
た
見
地
か
ら
、
行
政
の
権
限
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

論

右
に
述
べ
た
権
限
裁
判
所
の
判
決
は
、
そ
れ
以
前
の
行
政
お
よ
び
司
法
の
両
裁
判
所
の
判
例
と
比
較
し
て
、
次
の
二
点
に
お
い
て
注
目

す
べ
き
差
異
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
裁
判
権
限
の
分
配
の
基
準
と
し
て
の
国

家
債
務
の
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
の
否
定
で
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
権
限
裁
判
所
の
判
決
は
、
従
来
の
行
政
裁
判
所
の
判
例
と
背

馳
し
、

む
し
ろ
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
合
致
し
て
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
力
分
立
に
関
す
る
諸
法
規
に
由
来
す
る
行
政
行
為
の
概
念

の
み
を
権
限
分
配
の
基
準
原
理
と
し
て
採
択
し
て
い
る
。

ら
も
、

そ
し
て
、
第
二
に
、
同
じ
く
行
政
行
為
の
概
念
を
権
限
分
配
の
基
盤
と
し
な
が

、，、.、.、.

権
限
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
と
で
は
、
「
行
政
行
為
を
審
理
す
る
」
(
口
。
ロ
E
r
B
-
2
同
2
2
円
円
包
B
5
5
2
c
oロ
)
と
い
う
言
葉
の

司
法
裁
判
所
た
る
破
段
院
の
一
定
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
「
行
政
行
為
の
意
義

意
義
の
解
釈
が
異
っ
て
い
る
点
が
観
取
さ
れ
る
。
従
来
、

が
明
白
(
ロ
一
同
町

2
5
g同
町
内
研
主
で
あ
る
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
、
行
政
機
関
に
移
送
す
る
こ
と
な
く
、

自
分
自
身
で
当
該
訴
訟
を
判
断
す

な
い
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
政
行
為
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
そ
の
行
政
行
為
を
適
用
す
る
に
す
ぎ

司
法
裁
判
所
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
行
政
行
為
の
審
理
」
に
は
該
当
せ
ず
、
「
行
政
行
為
の
審
理
」
と
は
、
そ
の
行
為
の
意
義

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、

が
暖
味
で
あ
る
と
き
に
そ
れ
を
解
釈
し
、

そ
の
適
法
性
が
疑
わ
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
そ
れ
を
吟
味
す
る
ζ

と
で
あ
る
、

と
の
立
場
を
回

持
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
権
限
裁
判
所
の
判
決
は

こ
の
「
行
政
行
為
の
審
理
」
を
文
字
ど
お
り
の
意
義
に
解
し
、
行
政
行
為
を
解
釈

す
る
た
め
で
あ
れ
、
行
政
行
為
を
適
用
す
る
た
め
で
あ
れ
、
「
行
政
行
為
の
審
理
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

権
限
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
と
の
解
釈
の
相
違
は
、
行
政
訴
訟
の
範
囲
に
つ
い
て
、

か
な
り
の
広
狭
を
生
じ
う
る
。

こ
の
こ
と
は

え
ば
、
先
に
挙
げ
た
郵
便
物
の
抜
き
取
り
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
事
件
の
よ
う
に
、
前
提
と
な
る
行
政
の
行
為
が
明
白
に
確
認
さ
れ
、

北法 12(2・154)282 

7こ
と



そ
の
行
為

K
対
す
る
法
文
の
適
用
が
主
と
し
て
問
題
と
な
る
訴
訟
事
件
の
場
合
を
考
え
れ
ば
、
容
易
に
推
察
さ
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。

し
て

乙
の
権
限
裁
判
所
の
判
例

K
よ
り
、
行
政
行
為
が
介
入
す
る
訴
訟
事
件
の
審
理
は
、
少
な
く
と
も
刑
事
事
件
で
な
い
か
ぎ
り
、
す

と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ベ
て
行
政
裁
判
所
の
管
轄
に
属
し
、
あ
る
い
は
行
政
裁
判
所
へ
の
移
送
を
必
要
と
す
る
、

第
二
共
和
制
下
の
権
限
裁
判
所
の
判
例
を
概
観
し
て
、
ア
リ
ギ
は
、

撃
を
蒙
ら
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
う
。
結
果
だ
け
を
見
れ
ば
、
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、

そ
の
判
例
は
行
政
裁
判
所
に
有
利
で
あ
り
、
行
政
判
例
に
殆
ど
打

前
提
と
な
る
べ
き
権
限
分
配
の
準
拠
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
、
一
歩
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、

表
面
的
に

ア
リ
ギ
の
説
く
と
乙
ろ
に
、
全
般
的
に
た
だ
ち
に
賛
成
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
大
革
命

以
来
、
権
限
分
配
の
基
準
と
し
て
の
一
翼
の
使
命
を
行
政
判
例
上
に
果
し
て
き
た
国
家
債
務
の
原
則
は
、
そ
の
後
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

判
例
上
に
多
少
の
低
迷
が
見
ら
れ
る
に
も
せ
よ

一
ま
ず
否
定
さ
れ
、

こ
こ
に
権
限
分
配
の
基
準
の
二
冗
化
が
達
成
さ
れ

乙
の
権
限
裁

判
所
の
判
例
は
、

そ
の
後
の
学
説
お
よ
び
判
例
上
の
原
理
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
占
山
で
、

(1) 

た
と
え
ば
、
一
八
四
五
年
四
月
一
日
の
破
援
院
判
決
は
、
「
郵
便
行
政
は
、
乙
の
事
故
が
そ
の
命
令
の
厳
格
な
執
行
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
、
行
政
が
そ
の

配
達
夫

(
g
Rロ
日
ω)

に
命
じ
た
速
度
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
行
政
の
寧
に
よ
っ
て
悲
起
さ
れ
た
事
故
に
つ
い
て
個
人
的
に
な
い
し
は
民
事
的
に

責
任
を
負
う
」
旨
を
判
示
し
て
、
「
乙
の
場
合
に
は
、
民
法
典
の
一
一
二
八
ご
|
八
四
条
が
例
外
な
く
適
用
さ
れ
、
通
常
裁
判
所
の
み
が
、
道
路
お
よ
び
水

路
に
よ
る
運
送
企
業
者
の
行
為
お
よ
び
そ
の
悌
怠
に
よ
っ
て
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
、
判
決
す
る
権
限
が
あ
る
。
い
か
怠
る
法
律
も
、
こ
の
性

格
を
有
す
る
企
業
を
経
営
す
る
と
認
め
ら
れ
る
公
行
政
を
、
乙
の
権
限
か
ら
排
除
し
て
は
い
な
い
。
行
政
の
命
令
お
よ
び
行
為
、
行
政
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
た
権
限
あ
る
命
令
の
す
べ
て
の
審
査
お
よ
び
批
判
の
禁
止
が
裁
判
所
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
民
法
典
の
二
二
八
ご
、
一
一
二
八
三
、
一
三
八

四
条
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
行
政
の
命
令
の
多
か
れ
少
な
か
れ
知
的
な
、
多
か
れ
少
尽
か
れ
慎
重
な
執
行
か
ら
生
ず
る
行
為
の
審
査
が
、

司
法
機
関
に
属
す
る
こ
と
は
争
い
が
な
い
、
」
と
判
断
し
て
い
る
。
ゎ
。
口
同
《
凶
O(U白回目・

5
仏
印

-AH・
H
-
Hヘ
包
5
5・
L
E
M
M
S
R
r
ω
F
H
O
M
c
g
h
H町一
-
H
-
U
8
・

な
お
同
様
の
判
決
と
し
て
、
円
UCE
骨
《
ug田・
5
8・
ロ
-
N
N
-
H
~

包白山口・

ι
g
司

2
5
r
ω
可

3
・
広
島
-
H
・
4
8・
た
だ
し
、
乙
の
事
件
は
、
結
果

は
リフランス行政法成立史

そ

そ

の
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説論

(3) (2) 

的
に
は
、
配
達
夫
の
個
人
的
過
失
と
認
定
さ
れ
、
配
達
夫
が
個
人
的
に
責
任
を
負
う
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

(
U
E
同
込
町
。
回
目
ω・
。
ロ
B
-
H∞色・

H
-
E
w
〈
ωロ仏
2
5
2
2・∞一
R
V
J
混
血
坦
w
H
・
ぉ
・

た
だ
し
、
こ
の
事
件
の
シ
レ
イ
の
ノ
!
ト
は
、
ζ

の
判
決
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
反
す
る
点
を
指
摘
し
た
後
、
こ
の
事
件
で
破
毅
院
の
権
限
が

認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
他
の
事
件
と
異
り
、
乙
の
一
事
件
の
賠
償
請
求
が
抜
き
取
り
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
事
的
訴
追
に
付
帯
し
て
刑
事
裁
判
所
に
提

起
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
乙
の
よ
う
に
主
た
る
訴
訟

(
T
R
C
Dロ
官
5
2℃白
F)
を
審
理
す
る
た
め
に
権
限
の
あ
る
破
段
院
の
刑
事
部
は
、
そ
れ
に
関
連

す
る
損
害
賠
償
の
付
帯
的
訴
訟

(
T
R
E
C口
問
R
2
8目
立
を
も
審
理
す
る
権
限
が
あ
る
、
と
論
述
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
の
判
決
は
、

郵
便
行
政
の
職
員
の
抜
き
取
り
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
民
事
権
限
を
確
信
し
た
も
の
と
一
概
に
断
定
し
か
ね
る
点
が
あ
る
こ
と
を
付
記

し
て
お
き
た
い
。

(U・
開
-
H宮
町
・
ロ
-
P
冨
O戸件。ロ

2
z
g回目白ロ
f
ω
-
H
a
u
H∞
怠
・
口
-
H
8・
ム

l
ト
ン
民
お
よ
び
ネ
ツ
サ
ン
民
の
両
名
が
、
封
印
さ
れ
書
留
に
さ
れ
た

五
0
0
フ
ラ
ン
の
銀
行
証
券
の
抜
き
取
り
を
理
由
に
、
郵
便
局
の
局
長
を
相
手
と
し
て
、
民
事
裁
判
所
に
損
害
賠
償
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、

県
知
事
か
ら
無
訴
権
の
抗
弁
が
提
出
さ
れ
て
、
権
限
争
議
の
判
決
を
求
め
る
た
め
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
係
属
し
た
事
件
で
あ
る
。

同
旨
の
判
決
と
し
て
、
そ
の
他
に
、
。
・
開
・

5
h
-
N
-
m
y
F
O由
主
wω
町
内
子
毘
品
吋
・
口
-
u
a
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]
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ω
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U
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F
F
5
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-NOw
云
白
ロ
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E
q
2
8
5
2
F
ω
E
q
L
E
G
-
ロ・

2
∞
・
な
お
、
同
日
付
で
同
様
の
判
旨
の
五
つ
の
事
件
が
判
決

さ
れ
て
い
る
。
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凸
同

ωロ
門
門
町
田
∞
弓
ouご

H∞
巴
-HHH・日∞
ω

こ
の
判
決
中
に
は
、
「
政
府
委
員
ル
ウ
ラ
ン
は
こ
の
決
定
(
抵
触
決
定
)
を
確
信
す
る
が
、
そ
れ
は
権
限
裁
判
所
の
先
に
さ
れ
た
判
決
が
も
と
づ
く
の
と

異
っ
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
・
・
:
彼
に
よ
れ
ば
、
(
司
法
)
裁
判
所
が
常
に
授
与
す
る
こ
と
を
遼
巡
し
て
き
に
学
説
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ

ば
公
権
力
と
し
て
の
国
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
行
為
に
よ
り
国
家
を
償
務
者
と
し
て
宣
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
訴
訟
の
審
理
は
、
民
事
裁
判
所
に
属
し
な

い
、
と
問
う
原
理
に
到
達
す
る
必
要
が
あ
る
、
」
と
論
述
さ
れ
て
い
る
。
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ω
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た
と
え
ば
、
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H
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hH寸

KH-HN
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GM、ozxwω
・]{∞品坦
-
H・品品・
0
件
円

た
と
え
ば
、
一
八
四
三
年
の
破
製
院
の
ケ
ゼ
ル
グ
事
件
の
判
決
は
、
「
共
和
ご
年
草
月
六
日
の
(
行
政
機
関
)
の
売
却
行
為
の
条
項
の
意
義
は
何
ら
の
暖
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位
怖
さ
を
も
表
わ
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
攻
撃
さ
れ
た
決
定
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
お
り
、
売
却
さ
れ
た
対
象
物
の
区
域
も
、
明
白
か
つ
精
密
な
方
法
で

そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
売
却
行
為
の
解
釈
を
生
ず
る
余
地
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
競
売
調
書
中
に
明
白
に
一
不
さ
れ
に
区
域
が

ど
乙
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
ぞ
れ
を
係
争
の
土
地
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
の
み
に
関
係
し
て
い
る
」
か
ら
、
民
事
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
と

判
示
し
て
い
る
。

(UC口町

ιめ
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H
・品
w
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包

NO門
出

z
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w
ω
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B
V
J
H
E
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ω
N岱・

こ
の
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
カ
イ
オ
事
件
の
判
決
中
に
、
「
同
様
な
審
査
を
委
ね
ら
れ
る
と
、
司
法
機
関
は
、
権
力
分
立
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
先
述

、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

の
法
律
が
そ
の
審
理
を
禁
止
し
て
い
る
行
政
行
為
の
審
査
お
よ
び
適
用
に
お
い
て
、
妨
害
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
九
も
推
察

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
乙
の
文
句
は
、
権
限
裁
判
所
の
し
ば
し
ば
用
い
る
と
ζ

ろ
で
あ
っ
て
、
判
決
の
一
の
例
文

(F
『

C
H
B
ロ
互
で
あ
る
と
一
一
面
わ

れ
て
い
る
。
乙
の
占
m
に
つ
い
て
は
、
見
・
わ
}
出
℃
5
r
月

2
勺

C
ロ
ωmwrH一xbw
匂
・
印
印
・
ロ
C
Z
(凶)・

己
の
第
ご
共
和
制
下
の
権
限
裁
判
所
で
特
に
問
題
と
さ
れ
た
事
件
と
し
て
、
右
の
他
に
、
公
事
業
(
可

2
2
H
℃
与
-
Rと
に
よ
る
恒
久
的
損
害
に
対
す

る
賠
償
事
件
の
裁
判
権
限
の
問
題
が
あ
ワ
た
。
従
来
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
破
駿
院
は
、
恒
久
的
な
損
害
を
収
用
す
M

壱

g
b同
一
己
古
口
)
に
類
似
さ

せ
、
司
法
裁
判
所
の
権
限
を
主
張
し
、

ζ

れ
に
対
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
側
で
は
、
公
事
業
に
よ
る
損
害
は
、
す
べ
て
共
和
八
年
以
来
行
政
裁
判

所
の
権
限
に
属
し
、
収
用
は
厳
格
な
意
味
に
限
る
と
説
い
て
き
た
。
そ
し
て
、
権
限
裁
判
所
は
、
乙
の
問
題
に
つ
い
て
行
政
裁
判
所
の
立
場
を
支
持

し
、
公
事
業
に
よ
る
恒
久
的
な
損
害
を
収
用
と
同
視
す
る
態
度
を
排
斥
し
た
の
で
あ
ヴ
た
。
乙
の
問
題
は
、
そ
の
当
時
と
し
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
ワ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
権
限
分
配
の
基
準
原
理
に
関
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
収
用
と
い
う
個
別
法
規
に
よ
る
概
念
の
解
釈

に
関
す
る
一
事
件
で
あ
る
か
ら
、
詳
述
を
避
け
、
単
に
事
実
を
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
と
思
う
。
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L'EVOLUTION DE LA NOTION FONDAMENTALE 

DU  DROIT ADMINISTRATIF FRANCAIS (1) 

Par Akira KAMIY A 
Prof. adjoint (Droit administratif) 
Facult品deDroit， 
Universit，品 deHokkaido. 

La notion du “service public'うるtabliepar Leon Duguit comme 

la pierre angulaire de toute sa construction theorique du droit 

admini~tratif francais， reflete en fait， peut-on dire， une des tendances 
universelles des Etats contemporains qui ne peuvent plus eviter 

chacun d' assumer le rδle d'un Welfare-State. Ce n'est donc pas 

par hasard que la plupart des publicistes japonais， des que la mise 
en oeuvre de la Constitution de 1946 a type occidental， sont amenes 
a s'interesser dans cette doctrine francaise， et que certains de jeune 
併記rationcherchent de reconstruire la science du droit administratif 

japonais en se basant sur cette notion-clef de l'ecole de Bordeaux. 

Cette tentative， qui commence a gagner le poids dans un assez 
large cercle de juristes， est signi五cative parce qu'el1e nous fait 
r組長chirsur l'etat actuel 0むlesinstitutions du droit administratif， 
profond己mentreformees sous l'egide de la Constitution actuelle， 
n'ont pas encore sa theorie nouvelle， les doctrines courantes restant 

imbues， dans une grande mesure， des seves de 1モcoleal1emande 
introduite sous l'ancienne Constitution de 1889. 

On pourra lire dans cette these de doctorat， ecrite avec une 
conscience de ces tendances japonaises ainsi que de la divergeance 

必licatedes opmlOns francaises sur la-dite notion un expose必taillる

sur l'evolution des institutions et theories du droit administratif 

francais depuis 1匂oque 詑volutionnairejusqu'a nos jours， une 
interpretation nouvelle de ce processus， et des critiques ou affir-
mations a l'egard des doctrines sur ce theme. On trouverait avec 

un interet particulier la conclusion que cette etude tirera a propos 

de la possibilite et l'opportunite d'adopter cette notion francaise pour 

une future science du droit administratif japonais. 

Ce numero de Revue contient une partie du Chapitre Premier 

de la these qui examine les jurisprudences administrative et 
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judiciaire en meme temps que 1es doctrines de l'匂oquedepuis 1a 

Revo1ution jusqu'a 1a fin de 1ge siecle， afin de faire se degager 
l'allure principa1e de 1モvo1utionsans neg1iger cependant 1e sens 
propre de chaque cas particu1ier dans ses circonstances concretes. 

Cette partie propose， d'ailleurs， suggむeepar 1a vue de M. R. 
Chapus exposee dans son ouvrage:“Responsabilite pub1ique et 
responsabi1ite privee， 1954"， une interpretation selon 1aquelle 1a notion 
de “l'acte d'administration" n'etait de son origine qu'une notion 

formelle ou organique， et qu'une tendance s'est dessinee， ensuite 
non sans quelque hesitation de jurisprudences (par exemple， a l'egard 

de 1a notion de“l'Etat-debiteur")， pour 必1imitermatるriellement1e 

domaine des actes d'administration. La cr，匂tiondu Tribuna1 des 

Conflits en 1848 marque un stade nouveau， et ses decisions， precisant 
1es matieres pour 1a distribution des competences， prepare 1a for-

mation de 1a theorie de E. Laferriere: 1a distinction de l' acte 
d'autorite d'avec ce1ui de gestion. La notion formelle de l'acte 

d'administration est ainsi remp1acee p訂 cellede nature de l'acte 

d'autoritふ (asuivre) 
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